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はじめに 

 

本市では、平成 30 年に「第３次都城市男女共同参画計画」を策定し、こ

れまで様々な施策の展開を図り、男女共同参画社会の実現に向けた取組を進

めてきました。 

令和３年に実施した市民意識調査からは、市民の男女共同参画への意識の

高まりを見ることができましたが、一方で、依然として性別による不平等感

や根強い固定的役割分担意識が存在することが分かりました。また、いまだ

政策・方針決定過程への女性の参画が十分でないなど、今後、取り組むべき

課題も残されています。 

さらに近年、少子・高齢化の進展、家族形態やライフスタイルの多様化な   

  ど社会経済や私たちの生活をめぐる状況は大きく変化しており、そうした中、

すべての人がともに活躍できる社会の実現がより一層、重要となっています。 

  

 このたび、こうした現状と課題の分析を踏まえ、これまでの実績と検証結

果をもとに、「第４次都城市男女共同参画計画」を策定いたしました。 

 本計画は、都城市男女共同参画社会づくり条例の基本理念に基づき、「男女

共同参画社会に向けての意識づくり」、「あらゆる分野における男女共同参画

の推進」、「互いの人権を尊重し合い安心して暮らせる社会づくり」の３つの

基本目標を掲げ、あらゆる分野の施策に男女共同参画の視点を反映させ、本

市の男女共同参画社会づくりを総合的、計画的に推進するものです。 

 男女共同参画社会の実現には、市民、事業者、団体、関係機関等の皆様と

の連携、協働した取組が重要でありますので、皆様の御理解と御協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

 終わりに、本計画の策定に当たり、熱心に御審議いただきました都城市男

女共同参画社会づくり審議会委員の皆様及び市民意識調査やパブリックコメ

ントに貴重な御意見をいただきました市民、団体等の皆様に心からお礼申し

上げます。 

 

 

  令和５年４月 

 

 

                  都城市長 
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【１ 計画策定の趣旨】 
 

   国の「男女共同参画社会基本法」にのっとり、平成 18年に施行された「都城市男女

共同参画社会づくり条例」では、男女共同参画社会の実現を緊要な課題として、官民

一体となって推進することとしています。 

「都城市男女共同参画社会づくり条例」で謳われ、本市が目指す男女共同参画社会と

は、すべての人が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別に関わりな

く、その個性と能力を十分に発揮することができる豊かな社会です。 

 都城市男女共同参画計画は、同条例の理念に基づいた、男女共同参画社会を実現する

ための指針となるものです。 

  

本市は、本計画のもと、少子高齢化の進展や社会経済情勢の急激な変化、人々の意

識・価値観やライフスタイルの多様化等にも対応しながら、これまでの取組の成果を生

かし、総合的かつ計画的に男女共同参画社会づくりを推進していきます。 

 

 

【２ 計画の期間】 
 

2023（令和５）年度から 2027（令和９）年度までの５年間とします。 

 

 

【３ 計画の位置づけ】 

 

◇ 男女共同参画社会基本法第 14条第３項に基づく、市町村男女共同参画計画です。 

◇ 都城市男女共同参画社会づくり条例第 15 条第１項に基づく、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画です。 

◇ 都城市総合計画及び市の関連計画との整合性を図っています。 

◇ 国の第５次男女共同参画基本計画及び県の第４次みやざき男女共同参画プランを

踏まえて策定しました。 

◇ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「ＤＶ防止法」と

いう。）第２条の３第３項に基づく、本市の「ＤＶ対策基本計画」と位置づけます。 

◇ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）

第６条第２項に基づく、本市の「女性活躍推進計画」と位置づけます。 
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市 長 

 

【計画（案）作成】 

男女共同参画行政推進

ワーキンググループ 

事 務 局 

庁 議 

庁 内 体 制 市 民 参 画 

都城市男女共同参画

社会づくり審議会 

答申 

諮問 

パブリックコメント 

男女共同参画に関す

る市民意識調査 

【４ 計画策定の体系】 

 

本計画は、関係課職員で構成される「都城市男女共同参画行政推進ワーキンググルー

プ（旧男女共同参画行政推進会議連絡会）」において、男女共同参画を推進する各課の

具体的施策を調査研究し、素案を取りまとめました。そして、有識者、市内の市民団体・

事業所等の代表者及び公募の市民で構成される「都城市男女共同参画社会づくり審議

会」に諮問し、審議を経て答申いただきました。 

策定に先立ち、令和３年６月には、市民の男女共同参画に関する意識と実態を把握 

し、計画策定の基礎資料とするため、「男女共同参画に関する市民意識調査（以下「市

民意識調査」という。）」（※１）を実施しております。また、本計画の素案について、広

く市民の意見を募集するため、パブリックコメント（※２）を実施しました。 

 

●第４次都城市男女共同参画計画の策定の体系● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 調査対象者：18歳以上の市民 3,000人（無作為抽出） 

      有効回答率：31.8％ 

      調査期間 ：令和３年６月１日～令和３年６月 29日 

 

※２ 実施期間：令和４年 11月 14日～令和４年 12月 13日 
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【１ これまでの経過 ～男女共同参画をめぐる都城市の動き～ 】 
 

１９９１年 第３次都城市総合計画にて「女性の社会参加の推進」が謳われる 

      企画調整課に女性行政窓口設置 

      ＣＩ推進本部女性職員部会設置 

１９９３年 都城市女性行政推進懇話会設置 

１９９６年 第３次都城市総合計画の基本計画改定に伴い女性行動計画策定 

      都城市女性行政推進委員会設置 

１９９８年 女性行政の専任担当者配置 

１９９９年 都城市男女共同参画行動計画を策定 

２００１年 第４次都城市総合計画にて「男女共同参画社会の形成」が謳われる 

      みやざき男女共同参画フェスタ２００１開催（県等共催） 

２００２年 企画政策課に男女共同参画行政担当を配置 

      都城市男女共同参画行政推進会議設置（旧都城市女性行政推進委員会） 

      都城市男女共同参画推進懇話会設置（旧都城市女性行政推進懇話会） 

２００３年 都城市男女共同参画推進市民会議設置 

      都城市男女共同参画推進懇話会に条例原案検討専門部会設置 

都城市男女共同参画社会づくり条例制定 

      都城市男女共同参画計画（H16年度～H22年度）策定 

２００５年 都城市男女共同参画センター設置 

女性総合相談窓口に女性相談員２名を配置 

２００６年 旧都城市、旧山之口町、旧高城町、旧山田町及び旧高崎町の１市４町合併 

      都城市男女共同参画社会づくり条例制定 

２００７年 女性総合相談窓口に女性相談員３名を配置 

都城市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査実施  

２００８年 第２次都城市男女共同参画計画（H21年度～H29年度）策定 

２００９年 都城市男女共同参画センターに都城市消費生活センターが併設  

２０１０年 都城市男女共同参画センター設置規則制定 

２０１２年 都城市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査実施 

２０１４年 第２次都城市男女共同参画計画（改定版）（H25年度～H29年度）策定 

２０１６年 都城市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査実施 

２０１８年 第３次都城市男女共同参画計画策定（H30年度～R4年度） 

２０２０年 都城市男女共同参画人材バンク設置 

２０２１年 都城市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査実施 

２０２２年 都城市男女共同参画行政推進会議設置規程を改正し、男女共同参画行政

推進ワーキンググループを設置 

２０２３年 第４次都城市男女共同参画計画策定（R5年度～R9年度） 

   

※ ２００５年以前は、旧都城市の動きを掲載 
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≪市民主導のまちづくり≫ 
 

都城市は、1989（平成元）年、21世紀に向けた新しい都市イメージ像を「ウエルネス

都城」と定めた「ウエルネス都市宣言」を行い、「ウエルネス都城 人が元気 まちが元

気 自然が元気」をスローガンに掲げ、市民主導のまちづくりを推進してきました。 

1991（平成３）年、「ウエルネス都城の創造」を基本理念とした第３次都城市総合計画

の中で「女性の社会参加の推進」を謳うとともに、「企画調整課」に女性行政の窓口を置

きました。 

 

 

≪女性行政推進懇話会の設置≫ 
 

1993（平成５）年には、女性の地位向上と社会参画の推進を図るため「都城市女性行

政推進懇話会」を設置しました。1995（平成７）年３月、「都城市女性行政推進懇話会」

から市長に対し「提言」が出され、本市の取り組むべき施策が具体的に提示されました。 
 

 

≪男女共同参画行動計画 ―みやこのじょうパートナーシップ創造プラン 21― の策定≫ 
 

1996（平成８）年には、第３次都城市総合計画の基本計画の改定に伴い、新たに「女

性行動計画」が策定されました。また、同年、男女共同参画社会実現のための施策を総

合的に推進するため「都城市女性行政推進委員会」が設置されました。 

1998（平成 10）年には、「企画調整課」に女性行政の専任担当者を配置しました。 

1999（平成 11）年、本市の男女共同参画社会の実現を計画的、総合的に推進していく

ための長期計画（10年計画）、「都城市男女共同参画行動計画－みやこのじょうパートナ

ーシップ創造プラン 21」が策定されました。 
 

 

≪男女共同参画社会形成の推進についての提言≫ 

2001（平成 13）年には、第４次都城市総合計画において「男女共同参画社会の形成」

を謳いました。また、同年、多数の市民の参画のもと、県等と開催した「みやざき男女

共同参画フェスタ 2001」により市民の男女共同参画社会に対する関心が高まりました。 

2002（平成 14）年には、「企画政策課」に男女共同参画行政担当を配置するとともに、

「都城市女性行政推進委員会」を「都城市男女共同参画行政推進会議」に改組し、推進

体制の強化を図りました。また、市民の意見を聴取する機関としての「都城市女性行政

推進懇話会」を「都城市男女共同参画推進懇話会」に改称し、新たに設置しました。 

 

 

≪都城市男女共同参画社会づくり条例の制定≫ 

2003（平成 15）年には、市民ボランティアから成り、条例の制定や長期計画の策定に

協力いただく、「都城市男女共同参画推進市民会議」を設置しました。さらに、「都城市

男女共同参画推進懇話会」に条例を検討する専門部会が設置され、同懇話会において、

市民の意見を聴取し、条例の原案が検討されました。懇話会から提出された条例原案を

「都城市男女共同参画行政推進会議」をはじめ、庁内会議組織で検討、修正し、同年 12

月市議会に条例案を上程し、「都城市男女共同参画社会づくり条例」が制定されました。 

また同年には、「都城市男女共同参画行動計画－みやこのじょうパートナーシップ創造

プラン 21-」を見直し、「都城市男女共同参画計画」が策定されました。 
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≪新市の設置と新条例の制定≫ 
 

2006（平成 18）年 1月 1日に、旧都城市、旧山之口町、旧高城町、旧山田町及び旧高

崎町の１市４町が合併し、新「都城市」となりました。それに伴い、「都城市男女共同参

画推進懇話会」を設置し、条例の原案を検討しました。懇話会から提出された条例原案

を「都城市男女共同参画行政推進会議」をはじめ、庁内会議組織で検討、修正し、同年 

9月市議会に条例案を上程し、「都城市男女共同参画社会づくり条例」が制定されました。 

また、2008年（平成 20）年には、同条例に基づき、「第２次都城市男女共同参画計画」

が策定されました。 
 

 

≪都城市男女共同参画センターの設置と女性総合相談の充実≫ 
 

2005（平成 17）年４月に、都城市男女共同参画社会づくり条例に掲げる目的を達成す

るために、男女共同参画社会の形成に関する相談、啓発活動、各種広報に関する業務を

行う「都城市男女共同参画センター」を設置し、男女共同参画担当の業務の一環として

「女性総合相談窓口」に女性相談員２名が配置されました。2007（平成 19）年度から厚

生労働省所管の児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業の支援により、女性相談員３名体制

が確立されました。2009（平成 21）年度から担当に消費生活に関する業務が加わり、消

費生活相談にも対応できる窓口となり、幅広い相談に対応できる体制となりました。 

 

 

≪都城市男女共同参画計画の見直し≫ 
 

  「都城市男女共同参画社会づくり条例」に基づき、国の「男女共同参画基本計画」、県

の「みやざき男女共同参画プラン」及び「都城市男女共同参画社会づくりのための市民

意識調査」の結果を踏まえて、2014（平成 26）年に「第２次都城市男女共同参画計画（改

訂版）」、2018（平成 30）年に「第３次都城市男女共同参画計画」が策定されました。 

「第３次都城市男女共同参画計画」は、「ＤＶ防止法」に基づく、本市における「ＤＶ

対策基本計画」、また「女性活躍推進法」に基づく、本市における「女性活躍推進計画」

としても位置づけられました。 
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【２ 本市の社会環境の変化】 

 

（１）少子高齢化の進行 

 〇 本市の合計特殊出生率の推移をみると、全国に比べると高い水準にありますが、平

成 13年から平成 17年にかけて減少し、平成 17年（1.59）が平成９年以降での最低水

準となりました。その後上昇に転じ、平成 19 年度からは横ばい傾向となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 本市の年齢３区分別の人口割合の推移をみると、年少人口割合や生産年齢人口割合

は減少している一方、老齢人口割合は上昇しており、少子高齢化が進んでいることが

分かります。今後も老齢人口割合は上昇し、年少人口割合と生産年齢人口割合は、減

少傾向が続くことが予測されています。 
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H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 Ｒ元

都城市 宮崎県 全国

172,593 174,054
171,812 170,955 169,602

165,029
160,640

148,144

133,424

20.3%

18.0% 16.0%

14.7%
14.2%

14.1% 13.8%
12.8% 12.4%

64.2%
63.4%

62.0% 60.7%
59.8%

56.8%

54.4% 53.4%
53.0%

15.5%

18.6%
22.0%

24.6%
26.0%

28.9%
31.7% 33.7%

34.4%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R12(推計） R22（推計）

総人口 年少人口割合(0-14歳）

生産年齢人口割合（15-64歳） 老齢人口割合（65歳以上）

合計特殊出生率の推移 

年齢３区分別人口割合の推移及び将来推計 

資料：厚生労働省「人口動態保健所・市町村別統計」「人口動態調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」 

宮崎県衛生統計年報、都城市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

資料：総務省「国勢調査」、 

令和 12年以降は国立社会保障・人口問題研究所が公表している将来推計人口参照 

（人） 
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H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

夫婦のみ世帯 23.5% 24.2% 25.0% 25.5% 24.9% 25.1% 24.6%

夫婦と子どもから成る世帯 37.3% 33.7% 31.8% 29.5% 27.7% 26.1% 24.2%

ひとり親と子どもから成る世帯 7.7% 7.8% 8.4% 9.1% 9.7% 9.9% 9.8%

夫婦、子どもと親から成る世帯 5.8% 4.5% 4.9% 5.0% 4.3% 3.3% 2.3%

その他の世帯 4.6% 4.4% 3.3% 3.5% 3.6% 3.5% 3.2%

単独世帯 21.0% 25.4% 26.7% 27.5% 29.8% 32.1% 35.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

（２）家族形態の変化 

 〇 本市の家族類型別一般世帯割合の推移をみると、「夫婦と子どもから成る世帯」、「夫

婦、子どもと親から成る世帯」の割合は減少しています。一方、「単独世帯」の割合の

上昇が顕著で、「ひとり親と子どもから成る世帯」の割合も以前より増加してきていま

す。これらから、少子高齢化を背景にした世帯規模の縮小と家族形態の変化が分かり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 30年間（H2～R2）で、一般世帯のうち 18歳未満の子どものいる世帯割合は大きく減

少している一方で、65歳以上の高齢者のいる世帯割合の上昇が顕著となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族類型別一般世帯割合の推移 

資料：総務省「国勢調査」 
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31.3%

28.1%
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23.3%
21.7%

20.0%

10.0%
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20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

一般世帯のうち 18歳未満の子どものいる

世帯割合の推移 

31.9%

35.1%

38.8%

40.7% 41.1%

43.9%
45.3%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

資料：総務省「国勢調査」、都城市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 

一般世帯のうち 65歳以上の高齢者のいる

世帯割合の推移 
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29.1

26
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27.5

28

28.5

29

29.5

30

30.5

31

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

男性 女性

（歳） 

（３）ライフスタイルや価値観の多様化 

 〇 県全体の平均初婚年齢の推移をみると、女性は常に上昇傾向であるのに対し、男性

は平成２年から平成 12 年にかけて低下して以降は上昇に転じています。平成 12 年以

降は、男女ともに晩婚化が顕著となっています。また、本市の未婚率の推移をみると、

男性は平成 12 年から 26％台を横ばいで推移しており、女性は男性に比べ低い状況で

すが、平成 22年以降は 19％台を横ばいの状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 平成 28 年度と令和３年度に実施した市民意識調査から、「結婚」と「家庭」につい

ての市民の回答を比較してみると、問Ａ「結婚は個人の自由であるから、結婚する、

しないは、個人の意思に任せればいい」については、賛成の回答（「どちらかといえば

賛成」を含む）が 8.7％上昇し、問Ｂ「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」に

ついては、反対の回答（「どちらかといえば反対」を含む）が 11.2％上昇しています。 

結婚に対する個人の意思の尊重や固定観念にとらわれない家庭のあり方に賛成する 

回答が多くなった結果から、市民の意識が変わってきていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）就業構造 

30.5% 63.1%
3.6%

0.6%

2.2%
R3

非常に賛成 賛成 反対 非常に反対 無回答

24.3%

27.3%
26.9% 26.8%

26.4%
26.7% 26.7%

19.5%
20.0% 20.1%

20.5%

19.5% 19.3% 19.5%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

28.0%

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

男性 女性

平均初婚年齢の推移（宮崎県） 本市における未婚率 

資料：総務省「国勢調査」 

「結婚」「家庭」についての市民意識の変化 

資料：平成 28年度実施 男女共同参画社会づくりのための市民意識調査 

令和 3年度実施 男女共同参画に関する市民意識調査報告書 

資料：厚生労働省「人口動態調査」 

（問Ａ）結婚は個人の自由であるから、結婚する、しないは、個人の意思に任せればいい 

（問Ｂ）夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである 

3.4%
18.9% 32.7% 32.8% 9.3%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 分からない 無回答

0.8%

18.3% 60.9% 15.8%

4.1%

R3

非常に賛成 賛成 反対 非常に反対 無回答

56.2% 28.7%
6.1%

1.2%

5.3%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 分からない 無回答
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 〇 本市の年齢階級別労働力率をみると、男性は全国と比較して高く、「逆Ｕ字型カーブ」

を示すのに対して、女性は一旦、20歳代で高くなり、出産・子育て期の 30歳代で落ち

込み、40歳代で再び高くなる「Ｍ字型カーブ」を示しています。また、平成 17年度と

平成 27年度の女性の労働力率を比較したグラフを見ると、平成 27年度の方が 30歳代

での落ち込みが緩やかで、50歳代・60歳代も高くなっていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３ 男女共同参画をめぐる国・県の動き～第３次都城市男女共同参画計画策定以降～】 
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50-
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55-
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75-
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80-
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平成17年度 17.4% 77.0% 74.7% 70.8% 73.6% 78.0% 79.6% 75.6% 66.2% 43.7% 30.7% 19.4% 10.1% 4.4% 0.9%

平成27年度 12.6% 70.7% 78.3% 75.8% 78.7% 80.9% 82.3% 78.9% 72.7% 57.0% 34.8% 19.5% 11.2% 4.7% 1.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

平成17年度 平成27年度 資料：総務省「国勢調査」

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-

都城市（男性） 15.5% 74.3% 90.6% 92.5% 93.3% 93.7% 92.8% 92.1% 91.6% 78.1% 51.0% 31.4% 20.6% 11.7% 4.5%

都城市（女性） 12.6% 70.7% 78.3% 75.8% 78.7% 80.9% 82.3% 78.9% 72.7% 57.0% 34.8% 19.5% 11.2% 4.7% 1.3%

国（男性） 14.7% 69.4% 81.3% 73.4% 72.7% 75.9% 77.9% 76.2% 69.4% 52.1% 33.7% 19.8% 11.5% 6.1% 2.4%

国（女性） 15.5% 68.2% 81.3% 72.5% 70.7% 73.9% 76.2% 74.5% 67.3% 50.2% 32.0% 18.4% 10.1% 5.4% 2.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

都城市（男性） 都城市（女性） 国（男性） 国（女性）

年齢階級別労働力率（平成 27年度）【国・市比較】 

市の女性における年齢階級別労働力率【平成 17年度・平成 27年度比較】 

資料：総務省「国勢調査」 
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【３ 男女共同参画をめぐる国・県の動き～第３次都城市男女共同参画計画策定以降～】 

 

（１）国の動き 

 
≪「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の成立≫ 
男女の候補者ができる限り均等となることなどを基本原則とし、政党が所属する男女

のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むことや、国・

地方公共団体の責務などを定めた「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」

が平成 30年５月に公布・施行されました。また、政党等がより積極的な取組を行うこと

を促進するため、令和３年６月に法律が一部改正されました。 

 

 

≪「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（働き方改革関連法）」
の成立≫ 

  労働者が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方

改革を総合的に推進するため、時間外労働の上限規制や、同一企業内での正規雇用労働

者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止などを内容とする働き方改革関連

法が平成 30年６月に成立し、平成 31年４月から順次施行されることとなりました。 

 

 

≪「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の改正≫ 

  女性の職業生活における活躍を一層推進するため、一般事業主行動計画策定義務の対

象拡大（従業員 301人以上から 101人以上の企業へ拡大）、女性の活躍に関する情報公表

項目の強化など、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が令和元年５月に成立し、令

和２年４月から順次施行されることとなりました。 

 

 

 ≪「第５次男女共同参画基本計画」の策定≫ 

  男女共同参画基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的推進を図るため、「第５次男女

共同参画基本計画」が令和２年 12月に閣議決定されました。この計画では、指導的地位

に占める女性の割合が 2020 年代の可能な限り早期に 30％程度となるよう目指して取組

を進めるなど、男女共同参画社会の実現に向けた取組をより一層加速させるため、令和

７年度までの施策の基本的な方向と具体的な取組が定められました。 
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 (２)宮崎県の動き 

  

 ≪「宮崎県犯罪被害者等支援条例」の制定≫ 

    犯罪被害者等支援のための施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、犯罪被害者

等を支える地域社会づくりを進めることを目的として、本条例が制定され、令和３年  

７月に施行されました。 

 

 

  ≪「第４次ＤＶ対策宮崎県基本計画」の策定≫ 

    社会情勢の変化やこれまでの取組状況を踏まえ、「第４次ＤＶ対策宮崎県基本計画」が

平成 31年３月に策定(計画期間 令和元年度から令和５年度までの５年間)されました。 

 

 

   ≪「第２期みやざき子ども・子育て応援プラン」の策定≫ 

     社会環境の変化や国による新しい対策の方向性・課題等を踏まえた「第２期みやざき

子ども・子育て応援プラン」が令和２年３月に策定(計画期間 令和２年度から令和６年

度までの５年間)されました。 

 

   ≪「第２期宮崎県子どもの貧困対策推進計画」の策定≫ 

     改正子どもの貧困対策の推進に関する法律や国が示す大綱を踏まえた「第２期宮崎県

子どもの貧困対策推進計画」が令和２年３月に策定(計画期間 令和２年度から令和５年

度までの４年間)されました。 
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【４ ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)】 

   
  持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ:Ｓustainable Ｄevelopment Ｇoals)とは、世界で広が

る貧困・格差・地域環境の危機を克服し、「持続可能な社会・経済・環境」を目指す国際目

標です。2015年の国連サミットで日本も賛同し、国連加盟国 193か国の全会一致で採択さ

れました。 

2030年を達成期限とし、持続可能な世界を実現するための 17のゴール・169のターゲッ

トから構成され、「地球上の誰一人取り残さない」ことを誓い、国際社会が一致して取組を

進めています。17のゴールのうち、ゴール５では、「ジェンダー平等の実現と女性のエンパ

ワーメント」が掲げられ、性別による差別をなくし、男女が対等に権利・機会・責任を分

かち合える社会を作ること、女性が自ら主体的に行動することにより、状況を変える力を

つけることを目標としています。そして、この『ジェンダー平等』と『女性のエンパワー

メント』は、持続可能な社会・経済・環境を目指すＳＤＧsのすべての目標の実現への基盤

となり、不可欠なものとされています。 

  男女共同参画社会基本法第７条および都城市男女共同参画社会づくり条例第９条では、

男女共同参画社会の形成は、国際協調の下に行わなければならないとしています。本市で

は、国際社会の共通目標であるＳＤＧｓを念頭に置きながら、男女共同参画の施策の推進

を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

ターゲット 

5.1 あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあ

らゆる形態の差別を撤廃する。 

5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及

び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の

暴力を排除する。 

5.3 未成年の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除などあ

らゆる有害な慣行を撤廃する。 

 など ９つのターゲットを決めてこの指標に取り組むこととな

っています。 
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第３章  計画の基本的な考え方 
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【１ 基本理念】 
 

これまで本市は、男女共同参画について、都城市男女共同参画社会づくり条例に掲

げる基本理念に基づき推進してきました。今後も、この理念に基づき、すべての人の人

権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができる豊かな男女共同参画社

会の実現を目指します。 

 
 ≪都城市男女共同参画社会づくり条例に掲げる基本理念≫ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

【２ 計画の基本目標】 

 

Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 

男女共同参画社会は、性別等に関わらず、すべての人の人権が尊重され、その個性

と能力を発揮する機会が確保される社会です。 

男女共同参画は女性のための取組として認識されることも多く、あらゆる人にとっ

て必要であるという意識が十分に広まっているとは言えません。そのため、固定的な

性別役割分担意識を見直し、すべての人が共に責任を分かち合い、支え合う大切さを

広報・啓発して男女共同参画に関する認識を深めていかなければなりません。さらに

将来を担う子どもたちを含め、すべての人が性別等によりその可能性を狭められるこ

となく、個々の能力を発揮できるように教育・学習の機会の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

第３条 すべての人の人権の尊重 

第４条 社会通念又は慣行についての配慮 

第５条 政策等の立案及び決定等への参画 

第６条 多様な活動へ携わる機会の確保 

第７条 生涯にわたる女性の健康への配慮 

第８条 教育における配慮 

第９条 国際理解及び国際協力 
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Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

行政における政策、または事業所等における方針の立案、決定等に参画する機会は、

性別に関わりなく確保されなければなりません。また、職域、地域、家庭、その他の分

野における活動の主要な責任が、性別により偏ることがないように配慮され、すべての

人が多様な活動に携わることができる機会を確保されることも必要です。 

女性の参画が拡大することは、価値観の多様化が進む中で様々な視点が確保される

ことにも繋がり、すべての人が暮らしやすい社会の実現が図れるものと考えます。 

このため、女性活躍推進法に基づく事業主行動計画策定の推進、女性の政策・方針決

定過程への参画や就業環境の整備を図り、男女がその個性や能力を十分に発揮して参

画できるよう、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を推進します。  

また、地域社会を活力ある持続可能なものとするためには、地域やまちづくりの分野

においても男女共同参画を促進していかなければなりません。避難所の管理・運営等の

災害対策や、国際化の進展に伴い増加する外国人市民への理解促進についても、男女共

同参画の視点を取り入れた施策・計画等を検討していきます。 

 

 

Ⅲ 互いの人権を尊重し合い安心して暮らせる社会づくり 

すべての人がそれぞれの身体的性差について理解を深めるとともに、互いの精神的、

身体的健康を思いやることは、男女共同参画社会を形成する上で基本的な条件といえ

ます。特に女性は、心身の状況が年代によって大きく変化する特性があり、そのことに

ついての理解と配慮が重要となります。 

配偶者等に対するあらゆる暴力は、人権侵害であり、重点的に取り組む必要がありま

す。相談体制の充実を図り、被害者の保護と生活再建への支援に努めていかなければな

りません。さらに、ひとり親世帯や高齢単身世帯の増加への対応、生活上の様々な困難

を抱える人への配慮など、一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が安心して生活で

きる社会の実現を推進していきます。 

 

 

 男女共同参画の推進体制の整備 

男女共同参画センターは、本市の男女共同参画の推進の拠点として、相談業務をは

じめ、情報提供、啓発等を積極的に展開し、その機能の充実を図っていきます。 

男女共同参画に関する市の施策は、広範多岐にわたるため、関係各課が必要な情報

の収集、調査研究に努め、一丸となって男女共同参画の推進に取り組まなければなり

ません。さらに、国・県のほか、市民、事業者、教育に携わる者及び市民団体等とも連

携して推進体制を強化していく必要もあります。 

また、本計画においても基本目標に掲げた重点課題に対する具体的施策が着実に実

施され、男女共同参画が推進されるよう、しっかりと進捗状況の管理を行っていきま

す。 
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【３ 計画の体系】 

 

                    ≪基本目標≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て 

Ⅰ 
 

男女共同参画社会に向けて
の意識づくり 

 

Ⅱ 

あらゆる分野における男女
共同参画の推進 

 

Ⅲ 
 

互いの人権を尊重し合い  
安心して暮らせる社会づくり 
 

男女共同参画の推進体制の整備 
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≪重点課題≫          ≪施策の方向≫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

                  

 

 

 

  

  

                        

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

( 1)理解と共感を広げる広報・啓発活動の推進 

( 2)男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直し 

( 3)子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進 

( 4)あらゆる分野における教育・学習機会の充実 

(13)性と妊娠・出産等に関する健康と権利に対する支援 

(14)生涯にわたる健康支援 

(15)支援を必要とするすべての人が安心して暮らせる環境の整備 

(16)あらゆる暴力（ＤＶ）の根絶に向けた教育・啓発の推進 

(17)安心して相談できる支援体制の充実・強化 

(18)被害者の安全と安心の確保と生活再建への支援 

( 5)多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援 

( 6)仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 

( 7)政策・方針決定過程等への女性の参画拡大 

( 8)男女の均等な雇用機会と待遇の確保及び多様な就業ニーズ 

を踏まえた就業環境の整備 

( 9)農林畜産業・商工自営業等で働く女性のための支援 

 

(10)男女共同参画の視点を持った地域コミュニティの形成 

(11)防災における男女共同参画の推進 

(12)男女共同参画社会づくりに関わる国際理解及び多文化共

生社会の創造 

１ 男女共同参画の推進に向け

た意識改革 

 

２ 男女共同参画の視点に立っ

た教育・学習の推進 

３ 仕事と生活の調和 

（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

女性活躍推進計画 

４ 働く場における男女共同参

画と女性活躍の推進 

 
女性活躍推進計画 

５ 地域・防災における 

男女共同参画の推進 

６ 国際理解及び多文化共生社

会の創造 

 

７ すべての人の健康と自立へ

の支援 

８ 配偶者等からの暴力（DV）

の根絶 

 
ＤＶ対策基本計画 

（１）総合的な男女共同参画推進体制の強化 

（２）関係機関・ＮＰＯ等との連携及び協働の推進 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 

重点課題１ 男女共同参画の推進に向けた意識改革 

 

 

男女共同参画の推進においては、人々の意識のあり方が大変重要であり、本市では、個

人の尊厳と人権の尊重のために男女平等の意識の醸成を図る様々な取組を進めてきました。   

しかし、男女共同参画社会を実現する上で大きな障害の一つとなっている、固定的な性

別役割分担意識（「男は仕事・女は家庭」など）や、性差に関する偏見・固定観念、無意識

の思い込み（アンコンシャス・バイアス）は、依然として人々の意識の中に根強く残って

います。このような固定観念や意識は、女性のみならず男性にとっても多様な生き方を選

択する際の障害となっています。 

男女共同参画社会を実現するためには、社会制度や慣行の背景にある固定的な性別役割

分担意識や固定観念等を見直し、職場、学校、地域及び家庭などのあらゆる場面で、すべ

ての人がお互いを尊重し、共に責任を分かち合いながら各々の多様な生き方を認め合うこ

とが大切です。そのためには、男女共同参画の視点に立った広報・啓発等を行い、理解を

深めていくことが必要です。市は、男女共同参画社会の形成を促進し、認識を深める分か

りやすい広報・啓発、情報発信等に努めて意識改革を進めていかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

都城市男女共同参画社会づくり条例 

（社会通念又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した社会通

念又は慣行が、すべての人の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよ

うに配慮されなければならない。 

（市民等の理解を深めるための措置） 

第２０条 市は、男女共同参画社会に関する市民等の理解を深めるため、広報活動等を行うものとす 

る。 
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【市民意識調査】「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」 

3.4%

18.9% 32.7% 32.8% 9.3%

2.9%

H28

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 分からない 無回答

[現状と課題] 

〇 令和３年度に実施した市民意識調査では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」

という考えには、「反対」、「非常に反対」が 76.7％という結果でした。この項目につい

て、平成 24年の 50.4％、平成 28年の 65.5％の結果とあわせて見ると、調査を重ねる度

に固定的な性別役割分担意識を否定する人が大幅に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 理想とする家庭での夫婦の役割分担についても、すべての項目で６割以上の人が「妻

と夫」で担うべきと回答し、男女平等の意識の高まりがうかがえました。しかし、実際

の家庭での役割分担について聞いた質問では、家事（69.4％）、病院の付添・介護（53.4％）、

ＰＴＡ等の子どもに関わる活動（52.7％）の多くを、妻が担っている現状にあることが

分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8%

18.3% 60.9% 15.8%

4.1%

R3

非常に賛成 賛成 反対 非常に反対 無回答

3.2%

0.7%

0.3%

0.8%

0.7%

1.4%

1.4%

21.9%

0.6%

0.7%

1.2%

2.7%

7.8%

9.6%

1.5%

18.2%

7.0%

9.4%

7.0%

3.5%

1.5%

0.5%
2.8%

1.0%

1.8%

1.2%

0.9%

0.8%

69.1%

74.4%

85.2%

82.1%

81.9%

81.7%

82.7%

3.8%

3.1%

5.7%

4.7%

6.5%

4.8%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家計を支える（生活費を稼ぐ）

掃除、洗濯、炊事などの家事

育児、子どものしつけなど

病院などの付添いや介護

ＰＴＡや子ども会、部活など
子供に関わる活動への参加

公民館などの地域活動への参加

家庭内における最終的は決定

夫のみ 主に夫 主に妻 妻のみ 妻と夫 無回答

6.0%
29.0% 29.6% 20.8% 12.0%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H24

【市民意識調査】家庭での夫婦の役割分担（理想） 
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〇 「家庭生活」、「職場」、「学校教育」、「地域社会」、「政治の場」、「社会制度」、「社会通

念、慣習、しきたりなど」、「社会全体として」の各分野における男女の地位について聞

いた質問では、「全く平等でない」、「平等でない」と回答した人が最も多かったのは「社

会通念、慣習、しきたりなど」の 68.4％で、女性に限っては 75.1％にのぼります。他に

も「社会全体として」は 66.9％（女性 72.7％）、「政治の場」は 66.2％（女性 70.8％）

で６割を超える人が不平等と回答しており、女性の方が不平等感が強い事が分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1%

0.6%

0.4%

1.0%

1.4%

3.0%

2.8%

30.3%

1.5%

0.6%

2.4%

3.1%

17.8%

30.4%

2.6%

43.4%

35.4%

36.1%

36.1%

22.2%

9.5%

2.6%

26.0%

11.5%

17.3%

16.6%

12.6%

3.5%

49.1%

24.3%

43.0%

36.0%

32.7%

37.5%

49.0%

4.3%

4.2%

9.0%

7.2%

10.2%

6.8%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家計を支える（生活費を稼ぐ）

掃除、洗濯、炊事などの家事

育児、子どものしつけなど

病院などの付添いや介護

ＰＴＡや子ども会、部活など
子供に関わる活動への参加

公民館などの地域活動への参加

家庭内における最終的は決定

夫のみ 主に夫 主に妻 妻のみ 妻と夫 無回答

10.9%

6.5%

5.5%

4.8%

3.1%

2.9%

2.5%

1.8%

49.6%

45.2%

58.2%

45.0%

24.0%

29.2%

23.8%

26.4%

33.2%

36.3%

22.2%

41.1%

50.7%

52.6%

55.6%

58.8%

3.9%

3.2%

2.1%

4.0%

15.5%

8.9%

12.8%

8.1%

2.4%

8.8%

12.1%

5.1%

6.6%

6.3%

5.3%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭生活

職場

学校教育の場

地域社会
（町内会、自治会など）

政治の場

社会制度

社会通念・慣習・しきたりなど

社会全体として

非常に平等 平等 平等でない 全く平等でない 無回答

【市民意識調査】家庭での夫婦の役割分担（現実） 

【市民意識調査】各分野における男女の地位について 
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1.0%

20.9%

65.3%

7.4%

5.4%

女性（女性だと自認しています）

3.0%

35.0%

49.3%

8.9%

3.8%

男性（男性だと自認しています）

非常に平等

平等

平等でない

まったく平等でない

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 市民意識調査からは、男女共同参画の意識は高まりつつあるものの、未だ、男女共同参

画社会の実現を妨げる固定的な性別役割分担意識やそれを反映した社会通念、慣行等が

根強く存在していることが分かりました。 

固定的な性別役割分担意識を解消し、すべての人にとって男女共同参画が必要である

という認識と理解が広まるよう、広報・啓発活動を推進して意識改革を進めなければな

りません。 

1.6%

17.6%

60.4%

14.7%

5.7%

女性（女性だと自認しています）

4.1%

33.3%

48.8%

9.5%

4.3%

男性（男性だと自認しています）

非常に平等

平等

平等でない

まったく平等でない

無回答

1.9%

20.6%

52.8%

18.0%

6.7%

女性（女性だと自認しています）

5.1%

29.3%

48.2%

11.4%

6.0%

男性（男性だと自認しています）

非常に平等

平等

平等でない

まったく平等でない

無回答

【市民意識調査】「社会通念・慣習・しきたりなど」における男女の地位について 

【市民意識調査】「政治の場」における男女の地位について 

【市民意識調査】「社会全体として」男女の地位について 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 
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≪重点課題１ 男女共同参画の推進に向けた意識改革≫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◆市広報紙やホームページのほか、テレビやラジオ等、多様なメディアを通じて広く男

女共同参画に関する広報・啓発を推進します。                     【秘書広報課】 

 

◆「男女共同参画週間」や「人権週間」など、多様な機会を捉えて、男女平等、人権尊 

重等に関する市民の認識を深める広報・啓発を推進します。 

                              【地域振興課・生涯学習課】 

 

◆男女が相互に協力し、仕事、家事、育児、介護や地域活動への参画を促進するための

広報・啓発活動を推進します。                  【地域振興課】 

 

◆学校や家庭において様々な機会を通じて、児童生徒と保護者の人権を尊重する意識の

醸成を図ります。                            【学校教育課】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

人権啓発講演会参加者数 
２８０人 

【２０２１年度】 

５００人 

【２０２７年度】 

 

 

 男女共同参画社会づくりにおいては、人々の意識の中に根強く残る固定的な性別役

割分担意識、性差に関する固定観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

等が大きな障害となっていることから、市民すべてに男女平等と人権尊重の意識を深

く根付かせるための広報・啓発活動を積極的に行います。 

 施策の方向(1)   理解と共感を広げる広報・啓発活動の推進 

具体的施策 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 
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≪重点課題１ 男女共同参画の推進に向けた意識改革≫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆職場、学校、地域及び家庭などにおいて、慣習・慣行が男女共同参画の視点に立って

見直しが進められるように広報・啓発に取り組み、相談体制の充実に努めます。 

【地域振興課】 

 

◆男女共同参画の理解促進を図るために、テーマや年代に応じた講座を開催するなど、

広報・啓発に取り組みます。                                【地域振興課】 

 

◆教育の分野においても各人がその個性と能力を十分に発揮できるように、性別による

固定的な役割分担などを反映した慣行等を見直すための意識改革を進めます。 

                                 【学校教育課】 

 

◆社会制度・慣行が実質的に男女にどのような影響を及ぼすのか常に検討するとともに、

男女共同参画に関する施策がどのような効果を生じているかの調査を継続して進めま

す。                               【地域振興課】 

 

 

 

 

 

 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

ふれあいアンケート「夫は外で働き、妻は家庭

を守るべきである」という考え方に「反対」、「ど

ちらかといえば反対」と回答した人の割合 

６６．５％ 

【２０２１年度】 

７０％ 

【２０２７年度】 

 

 

固定的な性別役割分担意識にとらわれず、すべての人が様々な活動に参画できるよ

うに、職場、学校、地域及び家庭などで男女共同参画社会の形成を阻害すると考えら

れる慣習や慣行の見直しについて、広く呼びかけていきます。 

 施策の方向(2)   男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直し 

具体的施策 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 
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都城市男女共同参画社会づくり条例 

（教育における配慮） 

第８条 男女共同参画社会の形成は、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野の教育において、その

促進に配慮されること、すべての人に生涯にわたる男女共同参画社会に関する教育及び学習の機

会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（市民の責務） 

第１１条 市民は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、職域、学校、地域、家庭その他の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

（教育に携わる者の責務） 

第１３条 教育に携わる者は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。 

２ 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう

努めなければならない。 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 

重点課題２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

 
 
 
人々の意識や価値観は、幼い頃から形成され、子どもの頃の家族での言動、学校での教

育、地域社会での体験などが大きく影響すると言われています。 

男女共同参画社会を築いていくには、時代を担う子どもたちが、幼い頃から男女共同参

画の理解を深め、性別によってその可能性を狭められることなく、それぞれの個性と能力

を発揮できるように成長していくことが重要です。 

そのためには、市民一人ひとりが男女共同参画への認識を深めることが不可欠で、社会

全体で子どもたちを支え、育てていかなければなりません。子どもたちが固定的な性別役

割分担意識にとらわれず、社会性や職業観など将来を見通した自己形成ができるよう環境

整備に取り組む必要があります。 

 また、あらゆる世代の人々が生涯にわたって男女共同参画の視点を学んだり、社会参画

の意識を高められるように教育・学習の推進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 
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15.2% 24.7% 29.9% 24.3% 5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

非常にそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそうは思わない 無回答

18.2% 47.0% 10.6% 15.9% 8.3%R3

非常に妨げる 妨げる 妨げない 分からない 無回答

19.7% 47.1% 12.2% 11.8% 9.2%R3

非常に妨げる 妨げる 妨げない 分からない 無回答

17.0% 20.6% 28.9% 27.2% 6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

非常にそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそうは思わない 無回答

[現状と課題] 

〇 市民意識調査において、学校教育における男女平等意識の醸成の阻害要因について、

「性別による委員等の選出」、「性別による進路・就職指導」、「男女別の色分けを行うこ

と」、「教師の男女平等意識不足」、「女性管理職が少ない」の各項目で聞いたところ、「非

常に妨げる」、「妨げる」とした人が多かった項目は順に、「性別による委員等の選出」

（66.8％）、次いで「性別による進路・就職指導」（65.2％）、「教師の男女平等意識不足」

（63.5％）でした。男女平等意識の醸成において、性別による役割分担意識・固定観念

が阻害要因になる、また、教育する者の意識が重要であると考える人が６割以上に上っ

ています。平成 28 年の同調査の結果では、「非常に妨げる」、「妨げる」と回答した人の

割合は「性別による委員等の選出」（37.6％）、「性別による進路・就職指導」（39.9％）、

「教師の男女平等意識不足」（36.1％）であり、以前よりも固定的な性別役割分担意識の

見直しや教育に携わる者がジェンダー平等に関する指導力を高めることが求められてい

るといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意識調査】学校教育における男女平等意識の醸成の阻害要因（性別による委員等の選出） 

【市民意識調査】学校教育における男女平等意識の醸成の阻害要因（性別による進路・就職指導） 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 
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10.4% 25.7% 43.9% 12.7% 7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

非常にそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそうは思わない 無回答

19.5% 44.0% 8.9% 17.9% 9.6%R3

非常に妨げる 妨げる 妨げない 分からない 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 子どものしつけ・教育について聞いた質問では、「性別に関わりなく経済的に自立で

きるような教育が必要」、「性別に関わりなく生活に必要な技術・家事などを身につけ

ることが必要」という項目について、いずれも９割以上の人が「非常に賛成」、「賛成」

としています。 

子どもたちが固定観念を持たずに主体的に進路を選択し、経済的に自立できること、

そして家庭生活において家族と共に支え合い、協力して生活することの重要性は大多

数の認めるところであるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.4%

37.5%

2.3%

58.5%

54.6%

23.1%

2.2%

1.7%

51.9%

0.3%

15.2%

5.6%

6.2%

7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別に関わりなく経済的に自立できるよう職業人としての教育が必要

性別に関わりなく炊事・掃除・洗濯などの生活に必要な技術を身につけさせ
ることが必要（家事代行サービスなどに抵抗感無く利用できるなどの意識作

りを含む）

本人の意思に関係なく、男性は男らしく、女性は女らしく育てたほうが良い

非常に賛成 賛成 反対 非常に反対 無回答

【市民意識調査】学校教育における男女平等意識の醸成の阻害要因（教師の男女平等意識不足） 

【市民意識調査】子どものしつけや教育について 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 
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≪重点課題２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進≫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆児童・生徒が、固定的な性別役割分担意識にとらわれずに、社会性や勤労観・職業観

を持って主体的に進路選択できる力を身につけることができるように、職場体験やイ

ンターンシップなどの体験活動の実施など、総合的な教育を推進します。 

                   【学校教育課】 

 

◆男女共同参画について、子どもの頃から理解を促進し、将来を見通した自己形成がで

きるよう、子どもの自己肯定力の育成・自己決定権について広報・啓発を推進します。 

                                 【地域振興課】 

 

◆学校において、メディアからの様々な情報を読み解く能力の向上や、自他の権利を尊

重して責任ある行動をとれる態度の育成など、メディア・リテラシーの向上・育成に

努めます。                           【学校教育課】 

 

◆共に支え合う社会の一員として、男女が協力して家庭を築き、家庭や地域での生活を

創造する能力と実践的な態度を育てる教育を推進します。       【学校教育課】 

 

◆道徳教育において、互いの人格の尊重を基盤にしながら、個性を認め合い、共に友情

を築き、成長しようとする態度を育てる教育を推進します。     【学校教育課】 

 

 

 

 

 

[主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

児童・生徒・若年層に向けた男女共同参画に

関する講演会、講座の開催数 

１回 

【２０２１年度】 

２回 

【２０２７年度】 

 

 

次代を担う子どもたちが、性別等によってその可能性が狭められることなく、自己

肯定力を育み、それぞれの個性と能力を発揮できるように成長していくことで、将来

を見通した自己形成ができるよう、子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進を図

ります。 

 

 施策の方向(3)   子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進 

 

 

 

具体的施策 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 
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≪重点課題２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出前講座を開催するなど、市民が身近な場所で男女共同参画について学習でき、対象

者の年代や課題に対応した学習機会を提供します。         【地域振興課】                                      

 

◆生涯学習講座を通してエンパワーメントのための学習機会の情報を提供します。                         

【生涯学習課】 

 

◆児童・生徒の人権感覚を育む人権尊重に関する正しい知識や望ましい価値観、さらに、

よりよい人間関係を育てるため、教職員の育成を推進します。    【学校教育課】 

  

◆男女共同参画を推進する研修を行い、職員の意識向上を図ります。     【職員課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

生涯学習ボランティア指導者の登録者数 
１６７人 

【２０２１年度】 

１７５人 

【２０２７年度】 

 

 

男女共同参画社会づくりのためには、市民一人ひとりが男女共同参画社会について

認識を深めることが不可欠です。そのために、職場、学校、地域、家庭における教育・

学習の果たす役割は非常に重要です。 

職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆる分野において、個人の尊厳、男女平等

など男女共同参画社会づくりの理念を推進する教育・学習の一層の充実を図るととも

に、その機会の提供や環境の整備に努めます。また、これらの教育に携わる者が男女

共同参画社会づくりの理念を理解するよう啓発等を進めます。 

 施策の方向(4)   あらゆる分野における教育・学習機会の充実 

具体的施策 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
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都城市男女共同参画社会づくり条例 

（多様な活動へ携わる機会の確保） 

第６条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が多様な活動に携わることができる機

会を確保するため、性別による固定的な役割分担等を反映して、職域、地域、家庭その他の分野

における活動の主要な責任が、性別により偏ることがないように配慮されなければならない。 

（事業者の責務） 

第１２条  

４ 事業者は、その雇用する者の職業活動と家庭活動その他の活動とが両立できるよう配慮しなけ

ればならない。 

 

 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

重点課題３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

【女性活躍推進計画】 
 

 

 

仕事と家庭、地域活動等をバランスよく充実させ、自分の望む生き方ができる「仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現は、人々があらゆる分野でその個性や能

力を十分に発揮して参画できる機会を確保する上で重要です。しかしながら、依然として

「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識や、長時間労働や転勤を当然

とするいわゆる「男性中心型労働慣行」が背景となって、家事や育児、介護等の多くを女

性が担っている実態があります。このことが育児・介護等と両立しながら、能力を十分に

発揮して働きたい女性が思うように活躍できない要因となっています。また、男性の長時

間労働は、家事や育児、介護等への男性の主体的な参画を困難にし、男性自身の仕事と生

活の調和を阻害する要因にもなっています。 

さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大によっては、女性の雇用・所得に深刻な影

響が生じていますが、一方で、短時間勤務や時差出勤の活用、テレワークの導入やオンラ

インの活用等が進み、多様で柔軟な働き方に関する新たな可能性も出てきています。 

男女共同参画社会づくりにおいては、すべての人が職域、地域、家庭、その他の様々な

分野で多様な活動に携わる機会が確保され、その主要な責任が性別によって偏らないよう

に配慮されなければなりません。そして、人々が共に働きやすく、暮らしやすい社会を実

現するため、行政、事業者、労働者等が連携して子育て・介護支援策の充実、長時間労働

の是正などの働き方の見直しに取り組むことにより、仕事と生活の調和の実現を推進して

いくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

●宮崎県認証 ひなたの極み● 

仕事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを積極的に行っている

企業や事業所のうち、特に優れた取組み成果が認められる企業などを「働

きやすい職場 『ひなたの極』 」として宮崎県知事が認証する制度です。                

 ※宮崎県資料より抜粋 
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 [現状と課題] 

〇 市民意識調査において、女性の就業についてどのように思うかという質問では、回

答が多かった順に、「家事や育児に支障がない時間帯で就く方がよい」（35.4％）、「やり

がいのある仕事に就いて経済的に自立するのが良い」（22.2％）、「出産しても育児休業

制度等を利用し、フルタイムで仕事を続けるほうが良い」（11.1％）となっています。

「家事・育児と両立」、「やりがいや経済的自立を重視」、「社会制度を利用して仕事を

継続」というように仕事と家事・育児等の家庭生活の二者択一を迫られることなく働

き続けられることや、やりがい等を支持する意見が多くみられました。なかでも、「や

りがいや経済的自立」に関しては、男性より女性の方が重視する傾向がみられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9%

3.5%

8.9%

35.4%

11.1%

22.2%

5.9%

7.7%

2.4%

結婚するまでには仕事につき、その後は専業主婦となるのがよい

妊娠するまでは、仕事に就いたほうがよい

出産後は仕事をやめ、子どもが成長したら
再び仕事に就くほうがよい

家事や育児に支障のない時間帯で仕事に就くほうがよい

出産しても育児休業制度等を利用し、フルタイムで
仕事を続けるほうがよい

やりがいのある仕事について経済的に自立するのがよい
（結婚、出産、育児等を人生の目標と考えない）

その他

分からない

無回答

1.9%

4.6%

3.5%

3.5%

7.4%

11.4%

35.9%

35.0%

10.4%

12.5%

25.7%

16.5%

6.0%

5.4%

7.4%

8.1%

1.7%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（女性だと自認しています）

男性（男性だと自認しています）

結婚するまでには仕事につき、
その後は専業主婦となるのがよい

妊娠するまでは、仕事に就いたほうがよい

出産後は仕事をやめ、子どもが成長したら
再び仕事に就くほうがよい

家事や育児に支障のない時間帯で仕事に就くほうがよい

出産しても育児休業制度等を利用し、フルタイムで
仕事を続けるほうがよい

やりがいのある仕事について経済的に自立するのがよい
（結婚、出産、育児等を人生の目標と考えない）

その他 分からない

無回答

【市民意識調査】女性の就業について 

【市民意識調査】女性の就業について【男女比較】 
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〇 働きやすい環境を整えるために何が必要かという質問に対し、回答が多かったのは

順に「「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」といった固定的な性別役割分担意識をな

くす」（12.8％）、「育児・介護休暇制度の普及」（12.2％）、「家族の理解と協力」（9.3％）

でした。回答の多かった「育児・介護休業制度」ですが、子どもがいる人に制度を利

用したことがあるかを聞いた質問では、「制度は知っているが利用したことがない」が

54.8％で一番多く、一方、「利用したことがある」と「夫婦で利用したことがある」は

合わせて 14.3％でした。調査回答者における就業経験の有無が不明なため、一概には

言えませんが、この中には、就業経験者で育児休業制度を知りながら利用していない

現状も多いと考えられ、事業所等に対し、労働者が制度を活用しやすい環境の整備を

継続的に働きかけて啓発していくことが重要といえます。また、各種支援制度の充実

を図り、その情報提供・周知に努めて、女性に限らず、男性にも育児や介護等に参画

する機会を広げ、人々が仕事と家庭生活との両立を図りながら、その能力を十分に発 

揮できる環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8%

3.3%

6.7%

12.2%

6.0%

5.6%

3.1%

4.7%

6.3%

3.7%

5.2%

4.7%

8.1%

9.3%

3.7%

4.9%

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」と
いった性別による固定的役割分担意識をなくす

家事代行サービス利用の普及・推進

雇用機会の創出、再雇用制度の促進

育児・介護休業制度の普及

労働形態の整備（テレワーク、労働時間短縮、
※フレックスタイム制の普及等）

病中、病後児童の保育環境整備の充実

職場における一人ひとりの個性に対する意識の育成

職場におけるハラスメント被害防止のための環境整備

職場での昇進や賃金、教育訓練など性別による
差別の排除の徹底

女性の就業に対する意識の向上

仕事に対するやりがい、自信、目標

上司や同僚とのコミュニケーション、共通理解

有給休暇を利用したリフレッシュ活動
（趣味・旅行など）

家族の理解と協力

ホームヘルパーなどの在宅福祉の充実と
特別養護老人ホームなどの施設福祉の充実

その他(社会貢献活動等含む）

【市民意識調査】すべての人が働きやすい環境を整えるために必要なこと 
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13.0%

4.5%

1.3%

1.9%

54.8%

1.6%

7.6%

10.8%

4.3%

育児・介護休業制度を利用したことがある

育児・介護休業制度を利用したい

夫婦で育児・介護休業制度を利用した

ことがある

夫婦で育児・介護休業制度を利用したい

育児・介護休業制度は知っているが、

利用したことがない

育児・介護休業制度は知っているが、

利用したいとは思わない

その他

分からない

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意識調査】育児・介護休業制度を利用したことがあるか（子どものいる人） 

●くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん● 

 

 くるみん・プラチナくるみん・トライくるみんとは「子育てサポート企業」として厚生労働大

臣の認定を受けた証です。次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した

企業のうち、計画目標を達成し、一定の基準を満たした企業は申請を行うことによって「子育て

サポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。 
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≪重点課題３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進（女性活躍推進計画）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆共働き家庭が安心して就労できるように、放課後帰宅しても保護者のいない児童のた

めの放課後児童クラブや児童館等、子どもの居場所づくりの支援策の充実を図り、放

課後児童対策を推進します。                 【保育課・こども課】 

 

◆子育て支援センターにおける子育てに資する支援事業、一時預かり、延長保育、病児・

病後児保育など、多様な子育て支援・保育サービスの充実を促進します。 【保育課】                                                    

 

◆市民同士の共助の仕組みであるファミリー・サポート・センターを広く周知し、地域

全体で子育てを支援する環境づくりを促進します。           【保育課】 

 

◆育児や介護を行っている男女が働き続けることのできる環境を目指して、ライフスタ

イルに応じた育児・介護休業制度、短時間勤務制度、その他の両立支援制度の周知を

図るとともに、多様な働き方を促進するための取組について啓発を推進します。 

                                 【地域振興課】 

 

◆認知症の方を介護されている家族が相互に交流を図ることで、日頃の介護の不安感、

負担軽減ができ、仕事・生活と介護が両立できる環境整備に努めます。【介護保険課】 

 

◆市職員の多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援を図るため、休業制度

等の利用促進に努めます。                       【職員課】 

 

 

 

 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

ファミリー・サポート・センター利用件数 
６，３９２件 

【２０２１年度】 

６，４００件 

【２０２７年度】 

  

 

子育てや介護に係る不安感、負担の軽減を図り、安心して仕事と子育て・介護が両

立できるよう環境整備を進めます。また、多様化するライフスタイルによる様々なニ

ーズに対応したサービスの整備、相談・支援体制の充実を図っていきます。  

施策の方向(5)  多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援（女性活躍推進計画） 

 

 

具体的施策 
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≪重点課題３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進（女性活躍推進計画）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆少子・高齢化が進展する中で、男女が仕事と育児・介護を両立させることができ、生

涯を通じて充実した職業生活を送ることができるようにするため、仕事と家事・育児・

介護等の両立に関する意識啓発を進めます。              【地域振興課】 

 

◆妊娠期から、妊娠・出産への男性の理解を深められるよう啓発を行うことで、出産後

の育児・家事に対する男性の参画を促し、母親の子育てに関する孤立感の軽減を図り、

女性が継続して働き続けられる環境や理解促進のための啓発を行います。【こども課】 

 

◆仕事と家庭の両立支援に積極的な企業を広く紹介することで先進企業の社会的評価の

向上を図るとともに、仕事と家庭の両立支援制度等の情報提供に努めます。 

                                 【商工政策課】 

 

 ◆市職員の仕事と育児・介護等の両立を図るため、休業制度等の利用促進に努めます。 

                                    【職員課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な目標値］ 

 

 

評価項目 基準値 目標値 

市の男性職員の育児休業取得率 
１７．５％ 

【２０２１年度】 

３０％ 

【２０２７年度】 

男女が共に仕事と家事・育児・介護等の両立を図り、生涯を通じて充実した職業生

活を送ることができるように、性別による固定的な役割分担の見直しなどの啓発活動

を進めるとともに、育児・介護休暇を取得しやすい雇用環境の整備を進めます。 

 施策の方向(6)   仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し（女性活躍推進計画） 

具体的施策 
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基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

重点課題４ 働く場における男女共同参画と女性活躍の推進  

                    【女性活躍推進計画】 
 

 

 

すべての人がその個性と能力を十分に発揮し、責任も分かち合う男女共同参画社会にお

いて、男女が社会の対等な構成員として、政策・方針決定過程に共に参画することは重要

であるといえます。また、豊かで活力ある社会を築いていくためにも、多様な考え方を生

かしていくことが求められており、現在、不十分な女性の政策・方針決定過程への参画を

拡大していくことが必要です。 

あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画を拡大していくために、まず、

市が積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を含めて率先して取組を進める必要があ

ります。さらに、市民、事業者等に対しても方針決定過程への女性の参画を広く呼びかけ、

その取組を支援していくとともに、女性の参画について男性の理解を促進していくことも

重要です。 

 

就業は、人々の自己実現や経済的基盤をなすものであり、男女共同参画社会づくりにお

いても、極めて重要な意味を持っています。 

「男女雇用機会均等法」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律」は、就業者が性別により差別されることなく、それぞれの性が尊重され、

仕事と家庭の両立が図れる社会を目指して整備されました。また、平成 27 年に成立した

「女性活躍推進法」では、事業主に女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計

画の策定が義務づけられていますが、令和元年に一部改正され、一般事業主行動計画策定

義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表項目強化など、女性の職業生活における活躍

を一層推進する内容となりました。 

しかし、現実には依然として女性に対する仕事の内容・待遇面での差別的取扱いや、マ

タニティ・ハラスメント等が存在し、非正規雇用の解消や男女の賃金格差も解決されてい

ません。こうした状況に対しては、男女雇用機会均等法などの関係法令の周知や事業所等

が雇用管理の改善を行うよう積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取組促進を啓

発していかなければなりません。 

また、女性の就業者については、出産・育児・介護を理由に、継続就業の希望に反して

離職する人が多いため、労働力率の「Ｍ字カーブ」が十分には解消されておらず、女性の

就業維持や再就職に対する支援などの取組も必要とされています。 

少子高齢化の進展による労働人口の減少に伴い、性別にとらわれることなく、多様で柔 

軟な働き方を尊重し、その能力が発揮できる社会の実現が求められています。 
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都城市男女共同参画社会づくり条例 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（政策等の立案及び決定等への参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、すべての市民が、社会の対等な構成員として、市における政策

又は事業者における方針の立案、決定等に参画する機会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

（事業者の責務） 

第１２条 事業者は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、その事業活動において、基本理

念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

３ 事業者は、その雇用する者について、性別等による差別的取扱いを行わず、雇用上の均等な機会

及び待遇を確保するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その雇用する者の職業活動と家庭活動その他の活動とが両立できるよう配慮しなけ

ればならない。 

（政策の立案及び決定への参画の促進） 

第１８条 市は、市における政策の立案及び決定へのすべての市民の参画を促進するため、積極的改

善措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、審議会等における委員を委嘱する場合においては、その委員の男女のいずれか一方が、委

員総数の 10分の４未満とならないよう努めるものとする。 

（農林水産業及び商工業の分野における環境の整備） 

第２２条 市は、本市の男女共同参画社会の形成の促進において、農林水産業及び商工業の分野の重

要性を考慮し、国、県その他の関係機関と連携して、当該分野において基本理念が早急に実現でき

るよう努めるものとする。 

 

 

 

 

●厚生労働大臣認定 「えるぼし」マーク● 

「えるぼし認定」とは、女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する

状況などが優良な企業を認定する制度です。また、より高い要件を満たした企業は「プラチナ

えるぼし認定」を受けることができます。          ※厚生労働省資料より抜粋 
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9.0%

9.7%

10.3%

11.1%

11.8%

6.7%
6.3% 6.1% 6.3%

7.0%

10.1%

8.9%

10.3%

11.6%

9.9%

4%

6%

8%

10%

12%

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3

国 県 市

10.1% 10.0%

11.4% 11.5% 11.6%

5.4% 5.4%

10.3% 10.5% 10.5%

9.7%

13.8% 13.8% 13.8% 13.8%

24.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

都道府県議会（全国） 宮崎県議会 都城市議会

37.4% 37.6%
39.6% 40.7%

42.3%

46.6% 45.6% 46.3% 45.9%
45.9%

24.6% 24.7% 25.2% 25.4%
27.3%

20%

30%

40%

50%

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3

国 県 市

［現状と課題] 

〇 女性の政策・方針決定過程への参画状況について、本市の状況を国・県と比較すると、

市職員の管理職に占める女性割合は、国・県が上昇傾向にある中、それまでの上昇推移

から令和３年に 1.7％減少に転じています。また、審議会等の委員に占める女性割合は、

国・県が 40％を超えて推移しているのに対して、20％台での推移であり、目標の 40％に

届いていない状況が続いています。一方、議会議員に占める女性割合は、平成 29年以降、

国・県を上回って推移しています。さらに令和４年１月の市議会議員選挙で議員 29人中、

７人（24.1％）が女性議員となり、平成 18年の合併後、最多となりました。 

  審議会等の委員については、都城市男女共同参画社会づくり条例において、男女のい

ずれか一方が委員総数の 10 分の４未満とならないように努めるよう規定されています。   

政策・方針に多様な意見が反映されるよう、今後も各課に啓発し、女性の登用を推進し

ていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市職員の管理職に占める女性の割合(課長以上) 

議会議員に占める女性割合（国・県・市） 

審議会等委員に占める女性割合（国・県・市） 

資料：第４次みやざき男女共同参画プラン、職員課 

資料：第４次みやざき男女共同参画プラン 

資料：第４次みやざき男女共同参画プラン 

   各年１２月末現在 
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25.0%

20.1%

12.5%

11.7%

9.1%

7.5%

6.9%

3.2%

2.3%

0.6%

1.1%

賃金

昇進・昇格

幹部職員への登用

特にない・分からない

仕事の質や量（期待値）

能力の評価基準

結婚や、子どもが産まれた後の仕事の質や量
（キャリアアップにおいて）

定年まで勤務すること

教育・訓練を受ける機会

その他

無回答

46.8%
22.0%

11.8%

4.4%

3.4%

2.3%

2.0%

1.9%

1.6%

1.5%

2.4%

特にない・分からない

結婚や、子どもが産まれた後の仕事の質や量
（キャリアアップにおいて）

仕事の質や量（期待値）

能力の評価基準

その他

教育・訓練を受ける機会

定年まで勤務すること

賃金

昇進・昇格

幹部職員の登用

無回答

〇 市民意識調査において、「仕事の内容や待遇面で、男性が女性に比べ優遇されていると

思うもの」については、「賃金」（25.0％）、次いで「昇進・昇格」（20.1％）、「幹部職員へ

の登用」（12.5％）となっています。これに対して「仕事の内容や待遇面で、女性が男性

に比べ優遇されていると思うもの」については、「特にない・分からない」（46.8％）、「結

婚や子どもが生まれた後の仕事の質や量」（22.0％）、「仕事の質や量」（11.8％）となっ

ています。令和３年度の賃金構造基本統計調査から男女の賃金を比較すると、全国の女

性の給与水準は、男性の 75.2％で、本県においても 74.5％と男女間の賃金格差が生じて

います。   

 また、本県の雇用者の雇用形態をみると、パート、アルバイトなどの非正規労働者の割 

合は、男性が約２割であるのに対し、女性は約半数が非正規となっています。市民意識調 

査で女性より男性の方が優遇されているものとして多かった「賃金」、「昇進・昇格」です 

が、女性は男性より非正規雇用の形態で働く割合が高く、男女間の待遇面での格差が生 

じている現状を反映しているといえます。男女の均等な機会確保と正規・非正規間の不 

合理な待遇格差について解消への取組を進めていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意識調査】仕事の内容や待遇面で男性が女性に比べ優遇されているもの 

【市民意識調査】仕事の内容や待遇面で女性が男性に比べ優遇されているもの 
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51.1%
44.9% 46.2%

47.6%
50.3% 50.2%

1.3% 4.8% 3.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ｈ19年 Ｈ24年 Ｈ29年

その他

パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託

正規の職員・従業員

81.7% 77.4% 78.1%

16.6%
20.2% 19.4%

1.7% 2.4% 2.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ｈ19年 Ｈ24年 Ｈ29年

その他

パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託

正規の職員・従業員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮崎県 全 国 

女 性（Ａ） ２０４．８千円 ２５３．６千円 

男 性（Ｂ） ２７４．７千円 ３３７．２千円 

比率（Ａ）/（Ｂ） ７４．５% ７５．２% 

男女の賃金（所定内給与額）の比較【令和３年度】 

雇用者（会社などの役員を除く）の雇用形態【宮崎県】 

【 女 性 】 【 男 性 】 

資料：賃金構造基本統計調査 

資料：第４次みやざき男女共同参画プラン 
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≪重点課題４ 働く場における男女共同参画と女性活躍の促進（女性活躍推進計画）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市の審議会等委員について、政策・方針に多様な意見が反映されるよう、各課に啓発

し、女性委員の登用を推進します。                【地域振興課】 

 

◆政策・方針決定過程等への女性の参画を推進するとともに、政策・方針に男女共同参

画の視点を反映するために「都城市男女共同参画人材バンク」の整備を進めます。 

                                                                   【地域振興課】 

 

 ◆女性経営者等の育成を支援するため、商工団体等と連携し、会員企業等に対する女性

登用の啓発に努めます。                      【商工政策課】 

 

◆企業が積極的かつ自主的に雇用管理の改善を行うよう、積極的改善措置（ポジティブ・

アクション）の取組について啓発に努めます。             【商工政策課】 

 

◆市管理職への女性職員の登用については、性別にとらわれることなく、個々の能力や

適性を見極め、積極的に登用を図ります。また、女性が管理職として働きやすい環境 

づくりに努めます。                          【職員課】 

 

 

 

   

 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

市の審議会等における女性の割合 
２６．７％ 

【２０２２年度】 

４０．０ ％ 

【２０２７年度】 

 

 

市の政策・方針決定過程等への女性の参画については、都城市男女共同参画社会づ

くり条例第 18 条第２項の規定に基づき、市の審議会等の委員への女性登用に努めま

す。また、事業所等において、女性の役割を適正に評価し、女性が男性と対等にあら

ゆる活動の方針決定過程に参画する機会を確保、拡大していくための環境整備の重要

性について啓発を進めます。さらに、事業所等が積極的改善措置（ポジティブ・アク

ション）に取り組む機運を醸成します。 

 

また、市職員については、都城市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業

主行動計画に基づきながら、意欲と能力のある女性の採用・登用等を促進します。 

 施策の方向(7)  政策・方針決定過程等への女性の参画拡大（女性活躍推進計画） 

具体的施策 
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≪重点課題４ 働く場における男女共同参画と女性活躍の促進（女性活躍推進計画）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市職員採用試験の受験者については、性別にかかわりなく均等な機会を与え、受験者

の基本的人権を尊重した公正な採用選考を行います。          【職員課】 

 

◆企業が積極的かつ自主的に雇用管理の改善を行うよう、積極的改善措置（ポジティブ・

アクション）の取組について啓発に努めます。再掲Ⅱ-４-(７)      【商工政策課】 

 

◆労働者が性別により差別されることなく能力が発揮できるような雇用環境の整備のた

めに、男女雇用機会均等法の周知・啓発に努めます。        【商工政策課】 

 

◆創業意欲がある個人起業家やベンチャー企業の支援・育成のための情報を提供し、起

業を支援します。また、継続して相談支援を行います。       【商工政策課】 

 

◆在宅ワークや宅内起業など多様な働き方を考えるきっかけを作り、実現のための支援

を行います。                           【商工政策課】 

 

 

 

 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

創業支援計画に沿った経営指導等を受けた 

起業家数 

１６人 

【２０２１年度】 

２０人 

【２０２７年度】 

 

 

男女雇用機会均等法や女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の策定について、事

業所に対する啓発や情報提供などを積極的に行い、推進していきます。事実上生じて

いる男女の労働者間の格差を解消するためには、事業所の積極的改善措置（ポジティ

ブ・アクション）が重要であることから、事業所に対して働きかけを行っていきます。 

労働者が、多様な働き方を選択でき、それぞれの働き方に応じた適正な処遇・労働

条件が確保されることは重要です。出産・育児・介護等を理由に、希望に反して離職

することなく継続して就業でき、また、離職後も再就職ができる環境の整備や、能力

を十分に発揮できる就業環境づくりを支援します。 

 

 施策の方向(8) 男女の均等な雇用機会と待遇の確保及び多様な就業ニーズを  

踏まえた就業環境の整備（女性活躍推進計画） 

具体的施策 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進（女性活躍推進計画） 

 

- 48 - 
 

≪重点課題４ 働く場における男女共同参画と女性活躍の促進（女性活躍推進計画）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆女性農業者が活躍できる環境づくりとして、役割分担や収益の分配等について家族で

取り決めることのできる「家族経営協定」の締結やプロの農業経営者である女性の認

定農業者の育成を推進します。                     【農政課】 

 

◆農畜産業に携わる意欲的な女性団体の活動を推進します。         【農政課】 

 

◆男女共同参画センターの女性総合相談窓口の周知・広報を図り、女性が抱える多様な

悩みに女性相談員が対応します。また、弁護士や臨床心理士等専門家による面接相談

を設けるなど働く女性の支援を推進します。             【地域振興課】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

「家族経営協定」の締結割合 
３３．７％ 

【２０２１年度】 

３４．０％ 

【２０２７年度】 

 

 

本市においては、女性は農畜産業・商工自営業の重要な担い手であり、女性の果た

している役割は極めて大きいものがあるにもかかわらず、性別による固定的な役割分

担意識を反映して、経営や方針決定の場への参画は進んでいない状況にあります。こ

のような状況を改善するため、女性は男性の対等なパートナーとして経営上の位置付

けを明確化するなど、積極的改善措置（ポジティブ・アクション）に取り組めるよう

な機運の醸成を図ります。 

 施策の方向(9)  農林畜産業・商工自営業等で働く女性のための支援（女性活躍推進計画） 

具体的施策 
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基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

重点課題５ 地域・防災における男女共同参画の推進 

 
 
 

地域は、市民にとって一番身近な暮らしの場であり、少子高齢化や人口減少が進展する

中、人々が安心して働き、生活できる持続可能な活力ある地域社会を築いていくことが重

要です。 

各地域では、自治公民館やまちづくり協議会等が中心となって、子育てや高齢者福祉、

防災・防犯活動、環境保全活動など、多岐にわたる地域活動が展開されています。しかし、

地域における活動は、その取組団体の役職の多くを男性が占め、地域活動、まちづくりの

方針等の決定過程に女性が参画する機会が少ない現状にあります。地域活動、まちづくり

には、女性の一層の参画が望まれるところであり、女性の幅広い関心や実践的な経験等を

生かすことで、多様な意見や発想を反映させ、さらなる活性化や新しい展開を図ることが

期待できます。 

一方、防災の分野については、自助、共助、公助の取組を強化し、災害に強い地域、ま

ちづくりを進めていかなければなりません。近年は、自然災害が多発し、南海トラフ地震

発生も予測されています。本市においては、新燃岳や桜島の火山噴火、台風被害等も含め、

様々な災害に対する防災・災害対策について都城市地域防災計画を策定しています。  

災害発生時には、性別、年齢や障がいの有無、様々な社会的立場、状況によって、その

影響は異なります。そのことを踏まえて災害時の避難所の管理・運営について検討し、充

実を図る必要があります。東日本大震災や熊本地震など、これまでの大規模災害では、避

難所運営や物資調達、プライバシーの問題など女性への配慮が不足していたことが課題と

してクローズアップされました。こうした教訓を踏まえ、防災・災害対策の施策・計画、

避難所の管理・運営等の方針決定過程に女性の参画を図り、男女共同参画の視点を取り入

れて防災体制を確立していくことが求められています。また、これらの取組を進めること

は、子どもや若者、高齢者、障がい者、性的指向や性自認を理由として困難な状況に置か

れている人など、多様な人々への配慮にも資するものと考えます。 
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11.8%

17.6%

12.9% 12.9%

12.2%

14.5%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

17.0%

18.0%

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

[現状と課題] 

〇 まちづくり協議会における女性役員の割合の推移をみると、令和３年度は 14.5％で、

これまでより上昇したものの、平成 28年度以降、女性役員の割合は２割未満で、役員の

固定化も顕著な現状にあります。 

まちづくりに多様な意見が反映されるように女性の参画を図るとともに、女性や若い

世代など新たな地域のリーダーを育成していくことも重要になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり協議会における女性役員の占める割合推移 

資料：地域振興課 



第４章 計画の内容 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

 

- 51 - 
 

14.1%

13.0%

11.7%

9.5%

8.7%

8.4%

6.6%

5.3%

5.0%

4.4%

3.7%

2.9%

2.7%

2.7%

1.3%

安全で行きやすい男女別及び多目的トイレが
設置されている

授乳室（椅子、授乳用の枕やクッション、
オムツ替えスペース）がある

更衣室、休養スペースの場所が男性用と
女性用で離れている

衛生環境・感染症予防等の対策がされている

困りごとを相談できる窓口の設置

運営体制や運営ルールが整っている

掲示板による情報提供（インターネットが使用
できない人・情報が届きにくい人向け）がされている

屋外トイレは暗がりにならない場所に
設置されている

単身女性や女性のみのスペースが確保されている

性別に関わらず一人で（又は付き添いを受けながら）
入浴できる施設がある

異性の視線が気にならない更衣室・
物干し場の設置

配偶者からの暴力防止・被害者の安全等が
徹底している

避難所の危険箇所や死角となる場所の把握・
立ち入り制限がされている

在宅避難者を含む指定管理避難所以外の
避難者の支援体制がある

その他

〇 市民意識調査において、「避難所の運営で必要だと思われる取組」について回答が多か

ったのは、「安全で行きやすい男女別及び多目的トイレが設置されている」（14.1％）、「授

乳室がある」（13.0％）、「更衣室、休養スペースの場所が男性用と女性用で離れている」

（11.7％）といった男女のニーズの違いやプライバシーに対する配慮を求める項目でし

た。 

避難所の運営や避難生活のニーズの把握には、男女それぞれの視点が必要であり、防

災に関する政策・方針決定過程や防災の現場における女性の参画を拡大するなど、男女

共同参画の視点を取り入れた防災体制を進めることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意識調査】避難所の運営で必要だと思われる取組 
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≪重点課題 5 地域・防災における男女共同参画の推進≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ボランティア団体、ＮＰＯ活動団体等への情報提供や地域づくりのリーダー的人材の

育成、団体間の連携･交流･協働の推進を図り、男女を問わず市民公益活動を支援しま

す。                               【地域振興課】 

 

◆自治公民館、まちづくり協議会等の地域活動における運営・方針決定の場への女性の

参画が進むように、関係機関等と連携を取りながら、研修・講座を開催し、啓発と人

材育成に努めます。                        【地域振興課】 

 

◆観光分野においては、顧客ターゲットの主流である女性客をはじめ、たくさんの人々

の支持を得ることができる観光づくりを目指し、地域の元気や発想をこれまで以上に

活用します。                       【みやこんじょＰＲ課】 

 

◆環境分野においては、一人ひとりが生活・自然環境に配慮し、人と自然が調和した社

会を築いていくために、男女を問わず地域や社会において環境保全活動に積極的に参

加することを支援します。                     【環境政策課】 

 

 ◆多様性のあるまちづくりを、男女を問わず地域住民等が主体となり、進めていく取組

を行います。                            【都市計画課】 

 

 

 

 

 

 

［主な目標値］ 

 

 

評価項目 基準値 目標値 

まちづくり協議会の女性役員の割合（１５地区） 
１４．５％ 

【２０２１年度】 

１７．２％ 

【２０２７年度】 

各地域で行われているまちづくり活動は、その取組団体の多くの役職を男性が占め

ており、その方針等に女性が参画する機会は依然として少ない状況です。持続可能な

活力ある地域社会を築いていくために、地域住民のまちづくり活動への参画を促進

し、性別や年代を越えて地域の意思決定に様々な人が参画することを推進します。 

 施策の方向(10)   男女共同参画の視点を持った地域コミュニティの形成 

具体的施策 
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≪重点課題 5 地域・防災における男女共同参画の推進≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆過去の大規模災害での課題を踏まえ、災害発生時の避難所運営や生活用品等の備蓄に

ついて女性や要配慮者に配慮した整備を進めます。           【危機管理課】 

 

◆災害時に避難所運営体制を早期構築し、円滑な避難所運営と要配慮者への対応・配慮

を行うためのマニュアルを作成します。              【危機管理課】 

 

◆地域防災の要である消防団の活動を活性化するために、防災教育に取り組む女性消防

団員の育成を図ります。                     【消防局総務課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

都城市防災会議委員に占める女性委員の割合 
１３．６％ 

【２０２２年度】 

３０％以上 

【２０２７年度】 

 

 

東日本大震災や熊本地震など過去の大規模災害の教訓を生かし、避難所運営や生活

用品等の備蓄、プライバシーの確保などについて女性や要配慮者への人権、ニーズの

違いに十分に配慮し、男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の整備を進めます。 

 施策の方向(11)   防災における男女共同参画の推進 

具体的施策 
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都城市男女共同参画社会づくり条例 

（国際理解及び国際協力） 

第９条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること及

び本市における国際化の進展を考慮し、男女共同参画社会の形成は、国際理解及び国際協力の下に

行われるよう配慮されなければならない。 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

重点課題６ 国際理解及び多文化共生社会の創造 

  

  

 

男女共同参画社会基本法及び都城市男女共同参画社会づくり条例では、男女共同参画社

会の形成は、国際理解や国際協力の下に行わなければならないとしています。 

我が国の女性問題及び男女共同参画社会づくりへの取組は、国際的な動向と連動して行

われ、女子差別撤廃条約をはじめとする各条約、世界女性会議における行動計画や行動綱

領など女性の地位向上のための国際的な規範や基準等が様々な国内施策に取り入れられて

きました。しかしながら、今日の我が国の女性の地位をみると、国際的な基準に照らして

遅れている分野がいまだに存在します。 

本市においては、モンゴル・ウランバートル市等との友好交流や経済交流が進展し、外

国人市民も増加するなど国際化が一層進展しています。これらの都市や人々とのコミュニ

ケーションを図る上でも、国際基準の導入や相互理解がますます重要となっています。 

今後も、国際社会における議論や女性問題への取組の成果を十分に活用し、本市におけ

る男女共同参画社会づくりを一層充実させていくとともに、国際社会の一員として貢献す

ることが求められます。 

 

 

          

 

 

［現状と課題］ 

〇 男女共同参画社会づくりは、国際的認識のもとに進められなければなりませんが、そ

の内容等についてはあまり市民へ浸透していない現状があります。例えば、1995年に北

京で開催された国連世界女性会議の際にもキーワードとなり、ＳＤＧｓの重要なテーマ

である「女性のエンパワーメント」（※１）、また、同会議において女性の重要な人権のひ

とつとして確認された「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／

権利）」（※２）等の概念について、市民の認知度を市民意識調査結果でみると、これらの

用語について「言葉・意味ともに知っている」と答えた割合は、「リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ」が 9.4％、「女性のエンパワーメント」は 7.5％に過ぎません。平成 28年

の調査結果と比較しても「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」が 2.6％上昇、｢女性の

エンパワーメント」で 4.3％上昇していますが、まだまだ認知度は低いため、引き続き

国際的基準・規範等について情報提供し、周知を図っていくことが必要です。 

一方、本市の国際化の状況を見ると、1999（平成 11）年にモンゴル国のウランバート

ル市及び中華人民共和国の重慶市江津区と友好交流都市の提携を行って以降、両市との
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交流が進展しています。また、様々な民間の国際交流・協力活動も行われています。こ

のような国際化の動きに伴って、外国人住民数は令和４年４月１日現在 1,468人で、平

成 28 年の 875 人と比べると約 1.7 倍増加しており、相互理解を深め、共存する多文化

共生の必要性がますます高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4%

13.3%

14.4%

58.1%

4.8%

【性と生殖に関する健康 / 権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）】

7.5%

10.7%

16.0%

60.8%

4.9%

【女性のエンパワーメント】

言葉・意味ともに知っている

言葉のみ知っている

聞いたことはある

分からない

無回答

【市民意識調査】言葉の認知度 「女性のエンパワーメント」、「リプロダクティブ・ヘルツ／ライツ」 

 

（※１）「女性のエンパワーメント」について 

「女性のエンパワーメント」とは、女性一人ひとりが、法的、経済的、政治的な力や自己決定能力などの力をつけていくことで、互

いに連携し、政策・方針決定の場や意思決定過程へ参画していくことをいう。 
 

（※２）「性と生殖に関する健康/権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）」について 

「性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘルス）」とは、人間の生殖システム、その機能と活動過程のすべての側面において、

単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態をいう。 

「性と生殖に関する権利（リプロダクティブ・ライツ）」とは、すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出

産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関

する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利をいう。 

 

市における外国人住民数の推移 

（人） 

資料：市民課提供 
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≪重点課題６ 国際理解及び多文化共生社会の創造≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆国籍、文化、価値観などの異なる人々が相互に理解を深め、尊重しながら共に生きる

多文化共生社会づくりを推進します。               【地域振興課】 

                                            

◆男女共同参画に関連のある各種の国際条約や、女性の地位向上のための国際的な規範

や基準、取組について市民に情報提供を行い、国際理解及び国際協力の推進を図りま

す。                              【地域振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

国際交流員による国際理解講座の参加者数 
４，３７５人 

【２０２１年度】 

６，１２５人 

【２０２７年度】 

 

 

男女共同参画社会づくりや男女平等に関わる国際規範・基準を本市の男女共同参画

社会づくりにおいても積極的に取り入れるとともに、これらを理解しやすい形で情報

提供し、市民や事業所等に浸透させる必要があります。 

また、友好交流都市をはじめとする海外諸都市や外国籍市民との交流を図り、様々

な分野における国際交流や国際協力を促進します。 

 施策の方向(12)  男女共同参画社会づくりに関わる国際理解及び多文化共生社会の創造 

 

具体的施策 
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都城市男女共同参画社会づくり条例 

（生涯にわたる女性の健康への配慮） 

第７条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それぞれの性にかかわる身体的特徴

についての理解を深め、法令に定める場合を除くほか、妊娠、出産その他の事項について自らの意

思が基本的に尊重された上で、生涯にわたり健康で健全な生活を営むことができるように配慮され

なければならない。 

基本目標Ⅲ 互いの人権を尊重し合い安心して暮らせる社会づくり 

重点課題７ すべての人の健康と自立への支援 

 

 

男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手の精神的・身体

的健康を思いやりながら生きていくことは、男女共同参画社会の形成にあたって基本的な

条件であるといえます。そのためには、心身及びその健康について、正確な知識・情報を

入手し、主体的に行動し、健康を享受できるようにしていく必要があります。 

特に女性は、その心身の状態が思春期、妊娠・出産期、更年期等のライフステージによ

って大きく変化するという特性があり、生涯において継続的かつ包括的な健康への配慮、

支援が求められます。また、男性は、長時間労働の結果、仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）が取りにくい環境にあったり、精神面で孤立しやすい傾向から、経済・

生活問題を背景とした自殺も多い状況にあります。長時間労働の是正等の働き方改革や男

性の暮らし方・意識の変革を推進することで、男性の生涯を通じた心身の健康を支援して

いくことも必要です。 

国際的に重要視されている「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健

康・権利）」の視点に配慮しつつ、男女が互いの意思を尊重し、性差を理解し合って健やか

に暮らすことができるよう、生涯にわたる健康支援に総合的に取り組んでいかなければな

りません。 

 

 

 

 

 

高齢化の進展、単身世帯やひとり親世帯の増加、非正規雇用労働者の増加などの社会の

変化を背景に、幅広い層で困難を抱える人が増加しています。また、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大は、社会的に弱い立場にある人により深刻な影響をもたらしています。 

特に高齢単身世帯やひとり親世帯で貧困率が高くなっており、そうした世帯には女性、

母子世帯の占める割合が多い現状です。また、非正規雇用労働者において女性の占める割

合は高く、女性が貧困などの生活上の困難に陥りやすい状況にあります。 

誰もが安心して暮らせるために、男女共同参画の視点から相談体制の充実や自立支援に

積極的に取り組み、ひとり親世帯、高齢者、障がい者のほか、支援を必要とする人々の環

境整備に努めます。「生理の貧困」の問題に対しては、女性と女児の尊厳と健康を守り、抱

える問題の解決に向けて取り組みます。また、多様性（ダイバーシティ）に配慮し、外国

人、性的指向や性自認を理由として困難な状況に置かれている人などへの理解を広げ、支

援を進めていきます。 

支援を必要とするすべての人が、社会の一員として社会参画の機会を得るとともに、経

済的にも自立できるよう社会全体で支えていく考え方に立って施策を進めていきます。 
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ため、市全体の不妊治療の件数とは異なる。 

31
26 23

31
22

17 21

18

9 11
6

7 
10 

10

255 

205 199 204 
190 

217 208 

0

10

20

30

40

50

60

0

50

100

150

200

250

300

H27 H28 H29 H30 Ｈ31・Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

男性 女性 宮崎県

【現状と課題】 

〇 女性特有のがんである乳がん、子宮がんの本市の検診受診率の推移を見ると、令和

元年以降、乳がんが６％台、子宮がんが７％台の横ばいで推移しています。様々な啓発

等を行っているものの、検診受診率の目標値である、乳がん 15％、子宮がん 13％に達

していない状況が続いています。がんは予防と早期発見が大切であり、今後も正しい

知識の普及啓発やがん検診受診率の向上対策が必要です。 

一方、本市の一般不妊治療医療費等助成事業における申請件数は増加傾向あります。 

不妊治療については、経済的負担の軽減や治療と仕事の両立支援など、治療を受けや 

すい環境を作っていくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 男性については、生活習慣病のリスクを持つ人が多く、更年期障害が見られるほか、

根強い固定的な性別役割分担意識を背景に、男性であることで背負っている社会的な

重圧や悩みから孤立のリスクを抱える恐れもあります。 

本市の令和３年度の自殺者数を見ると、男性の自殺者は女性の約２倍で、全体の約 

７割を占めており、男性の置かれている社会的要因を踏まえ、相談体制の構築を図り、

包括的な観点から健康増進を支援していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の乳がん（40歳以上女性）・ 

子宮がん検診（20歳以上女性）受診率の推移 

市の一般不妊治療医療費等助成事業における

申請件数の推移 

（件） 

資料：健康課提供 資料：保健センター提供 

市における自殺者数の推移 

（人） 

資料：福祉課提供 

（人） 
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による  
 資料：国民生活基礎調査 

166 242 196 180 184 
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父子世帯 母子世帯

〇 国民生活基礎調査（Ｈ30年）によると、ひとり親世帯の相対的貧困率（※１）は 48.1％

で、ひとり親世帯の半数近くに上っており、多くのひとり親世帯が経済的な困難を抱え

ていることが分かります。また、親の収入が少なく、子どもの生活・教育・健康等に影

響を及ぼす「貧困の連鎖」、「子どもの貧困」が問題となっていますが、同調査おいて、

子どもの貧困率は 13.5％となっており、約７人に１人が貧困状態にあることになります。 

また、全国ひとり親世帯等調査によると、ひとり親世帯の就業率は母子・父子世帯とも

に８割以上と高いものの、母子世帯については、そのうち 52.3％が非正規雇用であり、

収入も 200万円と低い状況にあります。このように母子世帯が貧困等の生活上の困難に

陥りやすい状況にあることが懸念される中、本市のひとり親世帯は、母子世帯が父子世

帯の約 11倍も多い現状にあります。貧困状態にある家庭の実態は見えにくく、捉えづ

らいため、支援が届きにくいという課題があります。見守りや支援のネットワークの構

築を進め、自立に向けた取組を強化していくことが求められます。また、「子どもの貧

困」に対しては、生活・教育支援や安全・安心に暮らせる環境を確保し、社会全体で子

どもを支える必要があります。                             
（※１）低所得者の割合や経済格差を示す指標。収入から税金や社会保険料を引いた可処分所得を高い順

に並べ、中央の額の半分に満たない人が全体に占める割合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の父子・母子世帯の推移（18歳未満の子どものいる世帯） 

資料：国勢調査 

（世帯） 

ひとり親世帯の就業等状況（全国ひとり親世帯等調査） 

抜粋：内閣府男女共同参画局第５次男女共同参画基本計画（説明資料） 
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≪重点課題７ すべての人の健康と自立への支援≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆妊娠・出産期の女性の健康支援に努めるとともに「性と生殖に関する健康・権利（リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ）」について、正しい知識の普及に努めます。 

                                  【こども課】 

 

◆安心して出産・子育てができるように、パパ・ママ教室の開催や不妊治療、妊婦の健

康診査、訪問指導などの支援を行います。              【こども課】 

 

◆性に関する正しい知識を持ち、自分と他者の心身を大切にする意識を育むために、児

童・生徒の発達段階に応じた性教育を進めます。          【学校教育課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」に関する

意識の重要性について、広く社会に浸透させ、男女が共に正確な知識を持ち、お互い

の人権を思いやり、自らの健康管理を行うことができるようにするための施策を推進

します。 

また、妊娠・出産期は、女性にとって大きな節目であり、健康上、不安定な時期に

なることから、安心して出産できるように支援するとともに、不妊に悩む夫婦に関係

機関と連携し、支援を行います。 

 施策の方向(13)   性と妊娠・出産等に関する健康と権利に対する支援 

具体的施策 
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≪重点課題７ すべての人の健康と自立への支援≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ライフステージに応じた的確な自己管理を行うことができるよう、健康教育に取り組

みます。                               【健康課】 

 

 ◆特定健診、ウォーキングやステップ運動教室等健康増進事業を行い、生涯にわたる健

康保持を図ります。                         【健康課】 

 

◆女性特有のがんの予防と早期発見のため、がんに関する正しい知識の普及啓発やがん

検診の受診率向上対策に取り組むほか、相談支援体制の充実など総合的ながん対策の

推進を図ります。                           【健康課】 

 

◆高齢者が自主的に社会参加や健康づくりができるように、地域を基盤として生きがい

作りや地域貢献活動を実施する組織である高齢者クラブの活動を支援します。 

【福祉課】 

 

◆スポーツを通して、生涯にわたり心身ともに健康で活力ある生活を営むことができる

よう努めます。                       【スポーツ政策課】 

 

◆自殺者の約７割を男性が占めている現状を踏まえ、生涯を通じた心身の健康保持のた

め、関係機関との連携を図るとともに、誰もが相談しやすい体制づくりや相談窓口の

広報に努めます。                        【地域振興課】 

 

［主な目標値］ 

評価項目 基準値 目標値 

子宮がん検診受診率（対象者：２０歳以上） 
７．９１％ 

【２０２１年度】 

１３％ 

【２０２７年度】 

乳がん検診受診率（対象者：４０歳以上） 
６．８７％ 

【２０２１年度】 

１５％ 

【２０２７年度】 

 

健康教育や相談体制の充実により、ライフステージに応じて的確に自己管理を行う

ことができるようにすることで、生涯を通じた心身の健康の保持増進を図ります。 

また、運動習慣の有無が健康と密接に関連することから、生涯を通じた健康づくり

のための身体的活動を推進し、男女の健康状況や運動習慣の違いを踏まえた取組を進

めます。 

 

 施策の方向(14)   生涯にわたる健康支援 

具体的施策 
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≪重点課題７ すべての人の健康と自立への支援≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ハローワーク等の関係機関と連携して、就職を希望する母子世帯の母等の職業能力の

向上と就職のための相談及び情報提供に努めます。           【こども課】 

 

◆ひとり親世帯の経済的な自立や負担の軽減を図るため、医療費助成事業や各種貸付金

制度等の広報を行い、経済的支援を推進します。           【こども課】 

 

◆就職に有利な資格の取得のために、養成訓練を受講するひとり親家庭の父母に対し、

母子家庭等高等職業訓練促進給付金を支給します。             【こども課】                          

 

◆ひとり親世帯に家庭生活支援員の派遣を行い、一時的生活援助・保育サービス等を支

援します。                             【こども課】 

 

◆ひとり親世帯が安心して子育てと仕事の両立ができるよう、子育てに関わる相談体制

の充実や延長保育などの特別保育サービスの支援を推進します。      【保育課】 

 

◆５５歳以上の方を対象に、公益社団法人宮崎県シルバー人材センター連合会と連携し、

就職訓練、就職支援相談及び就職促進に努めます。           【商工政策課】 

 

◆高齢者が少しでも長く在宅生活を継続するために、それぞれのニーズに合わせた必要

な介護サービスを提供するとともに、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的

に確保される地域包括ケアシステムの構築に努めます。        【介護保険課】 

 

 

 

貧困など生活上困難な状況に置かれたひとり親世帯が、安心して子育てをしながら

生活できる環境を整備するため、子育てや生活、健康に対する支援を行います。 

高齢者ができる限り自立した生活が送れるよう支援を進めるとともに、高齢者介護

の負担を家族、とりわけ女性に偏らせることなく、社会全体で支えていくための施策

を推進し、安心して暮らせる介護体制の構築を図ります。 

「ノーマライゼーション」の理念に基づいて、障がいのある人もない人も共に生き

ていける社会づくりを行っていきます。 

誰もが地域で安心して暮らせるために、男女共同参画の視点から、相談体制の充実

や自立支援に積極的に取り組み、支援を必要とする人々の環境整備に努めます。 

 施策の方向(15)   支援を必要とするすべての人が安心して暮らせる環境の整備 

具体的施策 
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◆障がい者の雇用について、企業等の理解を深めるとともに、就労支援機関の一層の連

携により、障がい者の就業を促進します。                【福祉課】 

 

◆経済的に困窮しているひとり親世帯のため、生活保護法に基づき、その困窮の程度に

応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長

します。                               【保護課】 

 

 ◆住宅に困窮する高齢者世帯、障がい者世帯に対して、市営住宅への入居要件を緩和し

ます。                              【住宅施設課】 

 

◆関係各課・関係機関と連携し、困難を抱え、支援を必要とする相談者に対応した支援

や情報提供に努め、相談体制の充実を図ります。          【地域振興課】 

 

◆『生理の貧困』の問題に対し、女性と女児の尊厳と健康を守り、経済的自立や抱える

問題の解決に向けた取組を進めます。                【地域振興課】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

［主な目標値］                 

評価項目 基準値 目標値 

母子家庭等高等職業訓練促進給付金 
１７件 

【２０２１年度】 

１７件 

【２０２７年度】 
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基本目標Ⅲ 互いの人権を尊重し合い安心して暮らせる社会づくり 

重点課題８ 配偶者等からの暴力（ＤＶ）の根絶 

【ＤＶ対策基本計画】 
 

 

 

 すべての暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されるもの

ではありません。特に女性は、配偶者等からの暴力（ＤＶ）や性暴力、性犯罪、セクシャ

ルハラスメント等の被害者になることが多く、その被害も深刻であり、早急に対処される

必要があります。暴力は、自己肯定感や自尊感情を失わせるほど心への影響も大きく、そ

の後の人生に大きな支障を及ぼすこともある深刻な問題です。 

暴力の背景には、固定的な性別役割分担意識や社会的地位、経済力の格差など、男女が

置かれた状況の違いや根深い偏見等が存在します。また、ＳＮＳなどインターネット上の

新しいコミュニケーションツールの広がりに伴い、暴力の被害は一層多様化しています。  

このような暴力は、女性に限ったものではなく、男性や子どもも被害者になり得るもの

です。 

 その予防と被害からの回復のための取組を推進していくことは、男女共同参画社会を形

成していく上で極めて重要な課題であり、引き続き暴力の根絶に向けて努力を続けていか

なければなりません。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

都城市男女共同参画社会づくり条例 

（性別等による権利侵害の禁止） 

第 14 条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、性別等による差別的取

扱いをしてはならない。 

２ 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、他の者の意に反する性的な言

動により、その者に不利益を与えたり、就業、教育、生活その他の環境を害したりしてはならない。 

３ 何人も、配偶者その他の親密な関係にある者に対して、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的

行為をしてはならない。 

（相談及び苦情の処理等） 

第 23 条 市は、この条例に規定する事項について、市民からの相談に応じるとともに、必要に応じ

て国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を図るものとする。 

２ 市は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策等についての苦情の処理のため

に必要な措置及び性別等による差別的取扱いなどの男女共同参画社会の形成を阻害する要因によ

って人権が侵害された場合において、被害者の救済を図るために必要な措置を講ずるものとする。 
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性的暴力

精神的暴力

子どもを利用した暴力

経済的暴力

その他の暴力

［現状と課題］ 

○ 都城市男女共同参画センターへのＤＶ相談件数の推移を見ると、平成 29年度以降、令

和２年度が一番多い件数となっています。これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に伴い、外出自粛や休業等による生活不安やストレス、また、それらを背景とした  

ＤＶの増加が社会問題として取り上げられた時期であり、本市でもそうした状況のもと

で相談件数の増加につながったと考えられます。 

また、その中で、ＤＶの種類別割合を平成 29年度と令和３年度で比較すると、「身体

的暴力」については、42％から 23％に減少していますが、「精神的暴力」は 32％から

74％と大幅に増加しています。ＤＶ＝「身体的暴力」だけでないとの認識が広まった結

果、一番つらい被害として「精神的暴力」を訴えた人が増加したものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市男女共同参画センターへのＤＶ相談件数の推移 

（件） 

ＤＶ相談におけるＤＶの種類別割合 
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身体的暴力を受けた

精神的暴力を受けた（無視、言葉で脅す等）

経済的暴力を受けた（働かせない、お金の使途を確認、
生活費を渡さない等）

性的暴力を受けた

社会的暴力を受けた（親や友人等の付き合いの制限、
電話・メール・行動などをチェックされる等）

子どもを利用した暴力を受けた（子どもの前で暴力を受ける、
「子どもに危害を与える」と脅される等）

女性（女性だと自認しています） 男性（男性だと自認しています） その他

15.0%

85.0%

暴力を受けたことがある

暴力を受けたことはない

〇 市民意識調査においては、配偶者や恋人などから暴力を受けたことがある人は全体の

15％であり、その暴力の種類については、「精神的暴力」が一番多く、次いで「身体的暴

力」、「経済的暴力」となっています。暴力を受けたことがあるとする回答は、女性から

が多いものの、男性からの回答もあります。 

暴力を受けた際の相談については、「相談した」と回答した人に比べ、２倍の人が「相

談できなかった」、「相談したもの・できなかったものがある」、「相談したくない」のいず

れかを回答しています。その理由については、「自分さえ我慢すれば、なんとか生活でき

ると思ったから」が最も多く、次いで「誰にも言いたくなかった」となっており、自分だ

けで悩まずに、気軽に相談できる環境づくりが必要だと考えられます。さらに、「どこに

相談してよいかわからなかった」と回答した人も多く、相談しなかった、できなかったこ

とで暴力による被害がエスカレートする可能性もあるため、さらなる相談窓口等の周知・

充実が必要だと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意識調査】配偶者（事実婚や別居中、離別、死別を含む）、恋人などから暴力を受けたこと 

があるか 

【市民意識調査】暴力を受けたことがある人における「その暴力の種類」（複数回答可） 

（人） 
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37

33

26

15

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40

相談した

相談できなかった

相談したもの・できなかったものがある

相談したくない

その他

28

38

14

47

14

23

8

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

どこ（だれ）に相談してよいかわからなかった

誰にも言いたくなかった

相談したことが相手に気付かれて、
仕返しやもっとひどい暴力を受けると思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとか生活できると思ったから

世間体が悪いから

自分にも悪いところがあると思ったから

慣れているから

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意識調査】暴力を受けたことがある人における「そのことを相談したかどうか」 

【市民意識調査】暴力を受けたことがある人における「相談できなかった・したくない等」の理由 

（複数回答可） 

（人） 

（人） 

【女性への暴力根絶のシンボルマーク】 【パープルリボン】 

●女性に対する暴力をなくす運動● 
 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は、親密な関係にある者から振るわれる暴力で、

被害者は多くの場合、女性です。ＤＶは身体的な暴力だけでなく、経済的な暴力、性的な

暴力など様々です。内閣府は毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日までの 2 週間を「女性

に対する暴力をなくす運動」期間と定め、「女性に対する暴力」を許さない気運を醸成す

るために、この期間は広報・啓発活動などの取組をより集中的に実施しています。 
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52 

158 

217 

28 

3 

11 

6 

108 

96 

2 

4 

5 

1

2 

3 

1

0 100 200 300 400

セクシャル・ハラスメント（性的な嫌がらせ）

パワー・ハラスメント（権力や地位による嫌がらせ）

モラル・ハラスメント（無視、にらむ、
いやみを言う、馬鹿にされる、不機嫌に振舞うなど）

マタニティ・ハラスメント（妊娠、出産、子育てなどを
きっかけに嫌がらせや不利益扱いを受けること）

パタニティ・ハラスメント（育児のための制度を利用とする
男性職員が嫌がらせや不利益扱いを受けること）

SOＧIハラスメント（性的指向・性自認に関連して
差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力などの精神的
・肉体的な嫌がらせや不利益扱いを受けること）

女性（女性だと自認しています） 男性（男性だと自認しています） その他

53.1%
46.9%

受けたことがある

受けたことがない

 （人） 

〇 職場や学校、地域等でハラスメントを経験した人は全体の 53.1％となっています。  

ハラスメントの種類をみると、回答の多い順に「モラル・ハラスメント」、次いで「パ 

ワー・ハラスメント」となっています。ハラスメントの経験があるとした回答において、 

女性で最も多かった「モラル・ハラスメント」は、男性の２倍以上という結果でした。男 

性で最も多かった「パワー・ハラスメント」についても、女性は男性の 1.4倍の被害経 

験がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意識調査】職場や学校、地域等でハラスメントを経験したことがあるか 

【市民意識調査】ハラスメントを経験したことがある人における「ハラスメントの種類」 
（複数回答可） 
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396

319

439

452

126

344

253

137

38

77

0 100 200 300 400 500

法律・制度の制定や見直しを行う

犯罪の取締りを強化する

捜査や裁判等において、被害届が
出しやすい環境整備を図る

被害者支援のための相談機関や
保護施設を整備する

保護者を対象とした男女共同参画に
関する講座の開催（家庭での教育の充実）

教職員や児童生徒を対象としたハラスメント、
ＤＶについての教育の充実

職場におけるハラスメントやＤＶについての
教育の推進

メディアが自主的に取組を強化し、
性的な側面や暴力を過度に取扱わないようにする

その他

わからない

〇 ハラスメントやＤＶに対して、どのような対策が必要かを尋ねた質問では、回答が多

かった順に「被害者支援ための相談機関や保護施設を整備する」、次いで「捜査や裁判等

において、被害届が出しやすい環境整備を図る」、「法律・制度の制定や見直しを行う」

となっています。 

このような状況を踏まえ、相談しやすい環境を整え、他の相談機関との連携を強化す

るとともに、相談機関の周知、ＤＶ・ハラスメントに関する知識の普及など、暴力の形態

に応じた幅広い取組を引き続き総合的に推進し、暴力を根絶するための基盤整備をして

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意識調査】ハラスメントやＤＶを防止するために必要な対策（複数回答可） 

（人） 
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≪重点課題８ 配偶者等からの暴力（DV）の根絶 (DV対策基本計画)≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＤＶの発生を未然に防ぐために、若年者へのＤＶ予防教育を充実します。また、あら

ゆる暴力についての正しい知識のための広報・啓発を推進します。 

                   【学校教育課】 

 

◆「女性に対する暴力をなくす運動」期間のほか、様々な機会をとらえ、女性に限らず、 

暴力を許さない社会環境づくりに向けて、広報・啓発活動を推進します。 

                                 【地域振興課】 

 

◆職場などにおいてセクシュアル・ハラスメントの防止に向けた事業所での取組の推進

について啓発に努めるとともに、性犯罪の未然防止のための広報・啓発を推進します。 

                                 【地域振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な目標値］                 

評価項目 基準値 目標値 

民間企業等への啓発活動件数 
７件 

【２０２１年度】 

１４件 

【２０２７年度】 

 

 

配偶者等に対する暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されないものであると

の意識を広く市民に周知徹底することが重要です。また、加害者、被害者とならない

ために、あらゆる暴力についての正しい知識が必要であり、特に若年層への教育・啓

発が重要です。男女は平等であり、それぞれの尊厳を重んじ、対等な関係づくりを進

めることを通して暴力を予防し、暴力を容認しない社会の実現を目指し、広報啓発活

動を一層推進します。 

 

 施策の方向(16)  あらゆる暴力（ＤＶ）の根絶に向けた教育・啓発の推進（ＤＶ対策基本計画） 

具体的施策 
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≪重点課題８ 配偶者等からの暴力（DV）の根絶 (DV 対策基本計画)≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆被害者の状況や相談内容に応じた対応、配慮ができるように関係各課・関係機関との

連絡会議等で連携体制の強化を図ります。また、被害者が相談しやすく、プライバシ

ーに配慮した相談体制を整備します。                【地域振興課】 

 

◆相談者の必要に応じて関係各課・関係機関とのケース会議を開催し、積極的な問題解

決を図り、生活再建に向けた適切な支援と情報提供を行います。   【地域振興課】 

 

◆被害者の状況に対応した支援が迅速・適切に行えるように、警察や宮崎県配偶者暴力

相談支援センター（女性相談所）、性暴力被害者支援センター（さぽーとねっと宮崎）

等の関係機関との緊密な連携を図ります。             【地域振興課】 

 

◆男女共同参画センターの女性総合相談窓口の周知・広報を図り、必要に応じて、弁護

士や臨床心理士等の専門家による面接相談を設けるなどの支援を推進します。 

【地域振興課】 

 

◆相談者の様々な悩みやニーズに対応できるよう、相談員の研修を行い、被害者の支援

体制を充実します。                        【地域振興課】 

 

 

 

 

 

［主な目標値］                 

評価項目 基準値 目標値 

弁護士や臨床心理士等専門家による 

面接相談開設回数 

１９回 

【２０２１年度】 

２０回 

【２０２７年度】 

 

 

暴力による被害者は、身体的被害だけでなく精神的にも深い傷を負っています。そ

のため、市関係各課及び関係機関と連携し、被害者が相談しやすい環境を整備します。  

さらに、被害者の保護及び支援を行うとともに、相談を行ったことによる２次被害

についても配慮しながら、配偶者等からの暴力に対処するための体制の強化を図りま

す。 

 施策の方向(17)   安心して相談できる支援体制の充実・強化（ＤＶ対策基本計画） 

具体的施策 
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 ≪重点課題８ 配偶者等からの暴力（DV）の根絶 (DV 対策基本計画)≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆被害者の状況に応じて関係機関と連携し、安心・安全の確保に努めます。また、生活

再建のため、各種制度やサービスを受ける必要がある場合には関係各課と連携し、適

切に対応します。 

【地域振興課・学校教育課・こども課・保育課・福祉課・介護保険課】 

 

◆相談者の必要に応じて、関係各課・関係機関とのケース会議を開催し、積極的な問題

解決を図り、生活再建に向けた適切な支援と情報提供を行います。   

再掲Ⅲ-８-（17） 【地域振興課】 

  

◆被害者の状況に対応した支援が迅速・適切に行えるように、警察や宮崎県配偶者暴力

相談支援センター（女性相談所）、性暴力被害者支援センター（さぽーとねっと宮崎）

等の関係機関との緊密な連携を図ります。     再掲Ⅲ-８-（17） 【地域振興課】 

 

◆被害者の申請により、住民票及び戸籍附票の交付・閲覧を制限することで、被害者の

保護及び支援の充実を図ります。                   【市民課】 

 

◆経済的に困窮し、不安を抱えるＤＶ被害者のため、生活保護法に基づき、その困窮の

程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立

を助長します。                            【保護課】 

 

◆住宅に困窮するＤＶ等の被害者に対して、市営住宅への入居支援を実施します。 

                                 【住宅施設課】 

［主な目標値］                 

評価項目 基準値 目標値 

相談員の連携会議、研修・講座への派遣件数 
１０回 

【２０２１年度】 

１０回 

【２０２７年度】 

 

 

配偶者等に対する暴力について、宮崎県配偶者暴力相談支援センター（女性相談所）

及び性暴力被害者支援センター（さぽーとねっと宮崎）等の関係機関と連携し、被害

者の状況に応じた迅速で安全な対応を目指します。 

身体的・精神的に深い傷を負った被害者の新たな生活を支援するために、市関係各

課及び関係機関と連携し、生活再建への支援体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 施策の方向(18)   被害者の安全と安心の確保と生活再建への支援（ＤＶ対策基本計画） 

）） 

具体的施策 
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◆本市の男女共同参画社会づくりを総合的、計画的に進めていくため、「都城市男女共同

参画社会づくり条例」に基づく男女共同参画計画を策定するとともに、同条例の基本

理念を実現し、同計画を実施していくための推進体制の強化、および拠点施設の整備・

充実を図ります。 

 

◆男女共同参画の推進のため、国や県、関係機関等との協力・連携体制の強化を図りま

す。  

 

◆男女共同参画のより一層の周知・浸透を図るため、啓発に努めるとともに、市民・事

業者等の男女共同参画に関わる活動を支援し、協力・連携した取組を進めていきます。 
                          

◆男女共同参画行政推進ワーキンググループにおいて、施策の調査・研究、関係各課と

の連絡調整を行い、男女共同参画に関する施策を総合的に推進します。また、男女共

同参画に関わる有識者等からなる男女共同参画社会づくり審議会の意見を積極的に取

り入れ、取組に反映させていきます。 

                           

 ◆本計画で具体的施策として掲げた指標について、定期的にその進捗状況を把握し、施

策の妥当性や達成度について、都城市男女共同参画社会づくり審議会において評価を

行っていきます。   

 

≪男女共同参画センターの充実強化≫ 

◆男女共同参画センターにおいて、情報提供、啓発、相談、交流事業などを積極的に展

開するとともに、各種団体等とのネットワーク拡大に努め、地域が抱える様々な課題

を男女共同参画の視点から解決していく機能を充実させます。  

 

◆県男女共同参画センター、各市の男女共同参画センター及び関連団体等と連携、情報

交換を行い、相談員による女性総合相談、啓発、講座などの充実を図り、男女共同参

画の推進に努めます。                 

     

 

 

 

◆男女共同参画社会の実現を目指すことを目的に、男女共同参画を市民レベルで推進す

る活動を行う団体を支援します。  

 

◆男女共同参画を進める様々な機関や団体、ＮＰＯ等の果たす役割は重要であり、これ

らの団体等との連携を図り、男女共同参画推進の協働体制を推進していきます。 

 

（１）総合的な男女共同参画推進体制の強化 

 

（２）関係機関・ＮＰＯ等との連携及び協働の推進 
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都城市男女共同参画社会づくり条例 

（市の責務） 

第１０条 市は、第３条から前条までに規定する男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措

置を含む。以下同じ。）を主要な政策と位置付けて総合的に定め、及び実施しなければならない。 

２ 市は、男女共同参画社会の形成の促進に当たっては、市民、事業者、教育に携わる者及び市民団

体等（以下「市民等」という。）、国並びに他の地方公共団体と連携を図るよう努めなければならな

い。 

３ 市は、公衆に表示する情報において、男女共同参画社会の形成の促進を阻害するおそれのある表

現を行わないようにしなければならない。 

４ 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、これを

公表するものとする。 

（市民の責務） 

第１１条 市民は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、職域、学校、地域、家庭その他の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（事業者の責務） 

第１２条 事業者は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、その事業活動において、基本理

念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

３ 事業者は、その雇用する者について、性別等による差別的取扱いを行わず、雇用上の均等な機会

及び待遇を確保するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その雇用する者の職業活動と家庭活動その他の活動とが両立できるよう配慮しなけれ

ばならない。 

（情報収集及び調査研究） 

第１７条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を定めるに当たって必要な情報の収集

及び調査研究を行うものとする。 

（市民等への支援） 

第１９条 市は、市民等が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動の支援に努めるものとす

る。 

（事業者への協力及び是正の依頼） 

第２１条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画社会の形成の促進に関

する広報及び調査について、協力を求めることができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、市の出資する法人及び補助金、交付金、貸付金等の財政支

援を行う事業者に対し、男女共同参画社会の形成の促進への取組みに関して報告を求め、適切な措

置を講ずるよう求めることができる。 
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本市の男女共同参画社会づくりを推進していくに当たっては、男女共同参画に関わる市

の施策について、関係各課が情報収集、調査研究に努め、その推進に取り組まなければな

りません。 

また、行政の取組だけではなく、市民、事業者、教育に携わる者等においても、相互に

協力・連携しながら、それぞれに男女共同参画社会づくりへの自主的な取組を進めていく

ことが期待されます。 

そのためには、基盤となる男女共同参画社会づくりのための推進体制を整備・強化し、

市民全体への広がりをもって社会のあらゆる分野での取組を進めることが重要です。 

 

 

 

●男女共同参画社会づくり推進イメージ● 

男女共同参画社会づくりを推進していくためには、一人ひとりが自らの問題として取り組むことが

最も大切であり、さらに行政、事業所、教育機関、地域、家庭などが協力・連携して取組を進めてい

くことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

家 庭 
・家事、育児、介護

への参画 

・経済的生活自立 

・相互の思いやり 

地 域 
・地域活動への参画 

・地域内協力、連携 

・防災・観光等の新たな 

 分野における参画 

・ＮＰＯ等との連携 

教育機関 
・男女平等意識醸成 

・性教育推進 

・生涯学習推進 

・人材育成 

行 政 
・法制度整備 

・施策の実施 

・環境の整備 

・推進体制の整備 

職 場 
・労働関係法令の遵守 

・育児、介護休業の普及 

・家族経営協定の推進 
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●男女共同参画計画の進捗管理● 

 

 

・男女共同参画計画改定サイクル（５年サイクル） 

 

・具体的施策進捗管理サイクル （１年サイクル） 

 

 

本計画の推進のためには、定期的に男女共同参画社会づくりに向けた取組の進捗状況

を管理する必要があります。 

そのため、本計画の具体的施策を実施する関係各課が、毎年度、施策への取組状況の自

己評価を行い、男女共同参画に関わる有識者等からなる都城市男女共同参画社会づくり

審議会委員による外部評価を受け、都城市男女共同参画行政推進ワーキンググループに

おいて施策の見直しを行います。 

また、次期計画の策定においては、市民の男女共同参画社会に対する意識について調

査を行うとともに、計画期間の最終年度に関係各課が計画期間の施策の自己評価を行い、

審議会委員による外部評価を受け、これらの結果をもとに、ワーキンググループ、審議会

で審議を行い、次期計画に反映していきます。 

 

 

都城市男女共同参画計画 

具体的施策の実施 
具体的施策の見直し 

各課自己評価 
審議会評価 

市民意識調査 

各課自己評価 

審議会評価 

男女共同参画計画の見直し 

・男女共同参画行政推進ワーキンググループ 

・男女共同参画社会づくり審議会 

・男女共同参画行政推進ワーキンググループ 

・男女共同参画社会づくり審議会
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重点

課題 

施策

の 

方向 
具体的施策 担当課 具体的施策の取組の目的 重要業績評価指標 KPI 基準値 

Ｒ４年度時点 
目標値 

Ｒ９年度時点 
基準値、目標値の数値

設定が困難な理由 

1 1 

市広報紙やホームページのほ

か、テレビやラジオ等、多様なメデ

ィアを通じて広く男女共同参画に

関する広報・啓発を推進します。 

秘書広報課 

「男女共同参画週間」など男女共

同に関する事柄を広く市民に周知

し、改めて考える機会とするた

め。 

男女共同参画及び女性に対す

る暴力をなくす運動に関する記

事の広報紙への掲載回数 
（特集記事、まちの話題、お知

らせ記事など） 

2回 
（R3年度実績） 2回以上  

1 1 

「男女共同参画週間」や「人権週

間」など、多様な機会を捉えて、男

女平等、人権尊重等に関する市

民の認識を深める広報・啓発を推

進します。 

地域振興課 

性別役割分担にとらわれず、それ

ぞれの個性と能力が発揮される

社会について啓発する「男女共同

参画週間」の機会を生かし、市民

の理解を深め、意識改革の契機

とするもの。 

「男女共同参画週間」パネル展

の開催 1回 1回  

1 1 

「男女共同参画週間」や「人権週

間」など、多様な機会を捉えて、男

女平等、人権尊重等に関する市

民の認識を深める広報・啓発を推

進します。 

生涯学習課 

企業、団体、一般市民等に対し、

人権啓発講演会、啓発資料配

布、ふれあい映画祭などの事業

を行い、人権啓発を図ります 

人権啓発講演会参加者数 280人 

（R3年度実績） 500人  

1 1 

男女が相互に協力し、仕事、家

事、育児、介護や地域活動への

参画を促進するための広報・啓発

活動を推進します。 

地域振興課 

性別による固定的役割分担意識

を解消し、すべての人が性別に関

わらず、様々な分野に等しく参画

することで、個々の能力や個性を

生かした柔軟な生き方が可能とな

るため 

男女共同参画に関する講演

会、講座の開催数 
1回 

（R3年度実績） 7回  

1 1 

学校や家庭において様々な機会

を通じて、児童生徒と保護者の 
人権を尊重する意識の醸成を図

ります。 

学校教育課 
すべての人が互いに人権を尊重

することができる社会の実現に繋

げるため。 
人権教育の実施学校数 54校 54校  

1 2 

職場、学校、地域及び家庭などに

おいて、慣習・慣行が男女共同参

画の視点に立って見直しが進め

られるように広報・啓発に取り組

み、相談体制の充実に努めます。 

地域振興課 

男女共同参画の視点に立った制

度・慣行の見直しをすることによ

り、多様化・複雑化する生活や価

値観に柔軟に対応するため 

市民意識調査（ふれあいアン

ケート）「社会（政治や職場な

ど）において、男女の地位は平

等だと思いますか」に「平等」、

「どちらかといえば平等」と回答

した人の割合 

26.6% 

（R3年度） 40%  

1 2 

男女共同参画の理解促進を図る

ために、テーマや年代に応じた講

座を開催するなど、広報・啓発に

取り組みます。 

地域振興課 

男女共同参画の視点は、年代や

職場、環境によって個人差がある

ため、対象者やテーマ、職場や年

代に応じた講座を行うなどの啓発

が有効であるため 

男女共同参画に関する講演

会、講座の開催数 
1回 

（R3年度実績） 7回  

1 2 

教育の分野においても各人がそ

の個性と能力を十分に発揮できる

ように、性別による固定的な役割

分担などを反映した慣行等を見直

すための意識改革を進めます。 

学校教育課 

男女共同参画の妨げとなっている

制度・慣行を見直すことにより、将

来を担う子どもたちが性別等に関

わらず、個人としての尊厳が重ん

じられ、個人として能力を発揮す

る機会が確保されるため。 

憲法や教育基本法などに触れ

ながら、男女の相互理解と協

力の重要性に関する学習を実

施した学校数 

54校 54校  

1 2 

社会制度・慣行が実質的に男女

にどのような影響を及ぼすのか常

に検討するとともに、男女共同参

画に関する施策がどのような効果

を生じているかの調査を継続して

進めます。 

地域振興課 

性別による固定的役割分担意識

は、多様化及び複雑化する社会

や一人ひとりの生き方に影響を及

ぼす可能性があるため、市民の

意識について現状を知り、取組の

参考とするため 

市民意識調査（ふれあいアン

ケート）「夫は外で働き、妻は家

庭を守るべきである」という考

え方に「反対」、「どちらかとい

えば反対」と回答した人の割合 

66.5% 

（R3年度） 70%  

2 3 

児童・生徒が、固定的な性別役割

分担意識にとらわれずに、社会性

や勤労観・職業観を持って主体的

に進路選択できる力を身につける

ことができるように、職場体験やイ

ンターンシップなどの体験活動の

実施など、総合的な教育を推進し

ます。 

学校教育課 

次代を担う子どもたちが、性別等

に関わらず、その個性と能力を十

分に発揮することができる社会へ

つなぐため。 

職場体験やインターンシップ体

験活動などの実施学校数 54校 54校  

2 3 

男女共同参画について、子どもの

頃から理解を促進し、将来を見通

した自己形成ができるよう、子ど

もの自己肯定力の育成・自己決

定権について広報・啓発を推進し

ます。 

地域振興課 

次代を担う子どもたちが、それぞ

れの個性と能力を発揮できるよ

う、また性別等によりその可能性 
を狭められることのないよう、男女

共同参画の理解を推進する必要

があるため 

児童・生徒・若年層に向けた男

女共同参画に関する講座の開

催数 

1回 

（R3年度実績） 2回  

2 3 

学校において、メディアからの

様々な情報を読み解く能力の向

上や、自他の権利を尊重して責

任ある行動をとれる態度の育成

など、メディア・リテラシーの向上・

育成に努めます。 

学校教育課 

次世代を担う子どもたちが無条件

に情報を受け入れることで、性別

等に関わらずお互いを尊重し、多

様な生き方を認め合うことの妨げ

となることを防ぐため。 

メディア・リテラシー向上教育

の実施学校数 54校 54校  
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重点

課題 

施策

の 

方向 
具体的施策 担当課 具体的施策の取組の目的 重要業績評価指標 KPI 基準値 

Ｒ４年度時点 
目標値 

Ｒ９年度時点 
基準値、目標値の数値

設定が困難な理由 

2 3 

共に支え合う社会の一員として、

男女が協力して家庭を築き、家庭

や地域での生活を創造する能力

と実践的な態度を育てる教育を推

進します。 

学校教育課 

 家庭においても性別による固定

的な慣習や慣行にとらわれない、

男女共同参画の意識づけを行う

ため。 

文書や啓発物送付等の情報

発信対象校 54校 54校 

 

2 3 

道徳教育において、互いの人格

の尊重を基盤にしながら、個性を

認め合い、共に友情を築き、成長

しようとする態度を育てる教育を

推進します。 

学校教育課 

性（セクシャリティ）の多様性やジ

ェンダーの平等など、性別に基づ

く固定観念にとらわれない多様な

あり方を子どもたちに浸透させる

ため。 

性別に基づく固定観念に捉わ

れず、多様なあり方に理解を

深める学習を実施した学校数 
54校 54校 

 

2 4 

出前講座を開催するなど、市民が

身近な場所で男女共同参画につ

いて学習でき、対象者の年代や

課題に対応した学習機会を提供

します。 

地域振興課 

男女共同参画について、身近なと

ころで学ぶ機会を確保することが

求められ、また、その課題は年代

や環境によって異なり、対象者や

テーマ、職場や年代に応じた講座

を行うなどの啓発が適しているた

め 

男女共同参画に関する講演

会、講座の開催数 
1回 

（R3年度実績） 7回 

 

2 4 
生涯学習講座を通してエンパワー

メントのための学習機会の情報を

提供します。 
生涯学習課 

多種多様な学習ジャンルのボラン

ティア指導者を登録して学習者と

つなぐことで、指導者・学習者の

エンパワーメントを図ります。 

生涯学習ボランティア指導者

の登録者数 
167人 

（R3年度実績） 175人 
 

2 4 

児童・生徒の人権感覚を育む人

権尊重に関する正しい知識や望

ましい価値観、さらに、よりよい人

間関係を育てるため、教職員の

育成を推進します。 

学校教育課 

教育者である職員一人ひとりが男

女共同参画の視点に立った教育・

学習を、次代を担う子どもたちに

推進できるよう、男女共同参画社

会の理解促進を図るため。 

人権教育職員研修の実施 54校 54校 

 

2 4 
男女共同参画を推進する研修を

行い、職員の意識向上を図りま

す。 
職員課 

職員に対して研修を行うことで、

男女共同参画社会の形成に寄与

する人材を育成します。 

男女共同参画、人権、ハラスメ

ントの研修の実施数 
3回 

（Ｒ4年度時点） 
3回 

（Ｒ9年度時点） 

 

3 5 

共働き家庭が安心して就労できる

ように、放課後帰宅しても保護者

のいない児童のための放課後児

童クラブや児童館等、子どもの居

場所づくりの支援策の充実を図

り、放課後児童対策を推進しま

す。 

保育課 

仕事を持つ親が安心して子育て

ができるように、仕事と子育ての

両立を支援するために、放課後

児童対策を推進します。 

放課後児童クラブ事業の開設

数 
72か所 

（R4年度実績） 
76か所 

（R6年度時点） 

 

3 5 

共働き家庭が安心して就労できる

ように、放課後帰宅しても保護者

のいない児童のための放課後児

童クラブや児童館等、子どもの居

場所づくりの支援策の充実を図

り、放課後児童対策を推進しま

す。 

こども課 

共働き家庭が安心して就労できる

ように、くらしの便利帳や子育てガ

イド等による児童館利用の周知を

行います。 

児童館利用者数 52,331人 
（Ｒ3年度実績） 52,000人 

 

3 5 

子育て支援センターにおける子育

てに資する支援事業、一時預か

り、延長保育、病児・病後児保育

など、多様な子育て支援・保育サ

ービスの充実を促進します。 

保育課 

子育て世代の多様な活動を支援

し、安心して子育てができる環境

の充実を図るとともに、仕事と子

育ての両立を支援します。 

子育て支援センター利用者延

べ人数 
45,318人 

（Ｒ3年度実績） 70,000人 

 

3 5 

市民同士の共助の仕組みである

ファミリー・サポート・センターを広

く周知し、地域全体で子育てを支

援する環境づくりを促進します。 

保育課 

子育ての援助を受けたい人と行

いたい人が会員となり、働く人々

の仕事と子育ての両立を支援しま

す。 

ファミリーサポートセンター利

用件数 
6,392件 

（Ｒ3年度実績） 6,400件 

 

3 5 

育児や介護を行っている男女が

働き続けることのできる環境を目

指して、ライフスタイルに応じた育

児・介護休業制度、短時間勤務制

度、その他の両立支援制度の周

知を図るとともに、多様な働き方

を促進するための取組について

啓発を推進します。 

地域振興課 

性別に関わりなく、それぞれのラ

イフステージにおいて継続して就

労できる制度・支援を活用するこ 
とによりワーク・ライフ・バランスの

実現が図られるため 

民間企業等への啓発活動件

数 
7件 

（Ｒ3年度実績） 14件 
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重点 

課題 

施策

の 

方向 
具体的施策 担当課 具体的施策の取組の目的 重要業績評価指標 KPI 基準値 

Ｒ４年度時点 
目標値 

Ｒ９年度時点 
基準値、目標値の数値

設定が困難な理由 

3 5 

認知症の方を介護されている家

族が相互に交流を図ることで、日

頃の介護の不安感、負担軽減が

でき、仕事・生活と介護が両立で

きる環境整備に努めます。 

介護保険課 

認知症の方を介護されている家

族の介護不安感、負担感軽減に

より、仕事・生活と介護の両立を

支援するものです。 

認知症介護支援プログラム「な

ごみ会」参加者人数（累計） 
53人 

（Ｒ3年度時点） 160人 

 

3 5 

市職員の多様なライフスタイルに

対応した子育てや介護の支援を

図るため、休業制度等の利用促

進に努めます。 

職員課 仕事と生活との調和の推進 

男性職員の出産補助休暇等

取得率 
（出産補助休暇等取得男性職

員/ 制度が利用可能な男性職

員） 

100％ 
（Ｒ3年度時点） 90％以上 

 

3 6 

少子・高齢化が進展する中で、男

女が仕事と育児・介護を両立させ

ることができ、生涯を通じて充実し

た職業生活を送ることができるよ

うにするため、仕事と家事・育児・

介護等の両立に関する意識啓発

を進めます。 

地域振興課 

性別による固定的役割分担意識

を解消し、個々の能力や個性を生

かした柔軟な生き方ができるよう

に男女共同参画に関する啓発や

情報発信を行うもの。 

『男女共同参画センターだよ

り』の発行 3回 3回 

 

3 6 

妊娠期から、妊娠・出産への男性

の理解を深められるよう啓発を行

うことで、出産後の育児・家事に

対する男性の参画を促し、母親の

子育てに関する孤立感の軽減を

図り、女性が継続して働き続けら

れる環境や理解促進のための啓

発を行います。 

こども課 

育児・家事に対する男性の参画を

促して、母親の子育てに関する孤

立感を軽減し、女性が継続して働

き続けられる環境や理解促進を

図るもの。 

産前産後サポート事業（パパマ

マ教室・赤ちゃん広場）参加組

数 

95組 
（Ｒ3年度実績） 95組 

 

3 6 

仕事と家庭の両立支援に積極的

な企業を広く紹介することで先進

企業の社会的評価の向上を図る

とともに、仕事と家庭の両立支援

制度等の情報提供に努めます。 

商工政策課 

仕事と家庭の両立支援に積極的

な企業名の公表を行うことによ

り、企業の社会的評価の向上を

図り、企業全体に、仕事と家庭の

両立支援を行うことのメリットを周

知します。 

啓発活動回数 2回/年 2回/年 

 

3 6 
市職員の仕事と育児・介護等の

両立を図るため、休業制度等の

利用促進に努めます。 
職員課 仕事と生活との調和の推進 

男性職員の育児休業取得率 
（育児休業取得男性職員/制

度が利用可能な男性職員） 

17.5％ 
（Ｒ3年度時点） 30% 

 

4 7 

市の審議会等委員について、政

策・方針に多様な意見が反映され

るよう、各課に啓発し、女性委員

の登用を推進します。 

地域振興課 

男女が社会の対等な構成員とし

て共に参画することができ、豊か

で活力ある社会づくりに多様な考

え方を生かしていくことが重要で

あるため 

市の審議会等における女性の

割合 26.7% 40％以上 

 

4 7 

政策・方針決定過程等への女性

の参画を推進するとともに、政策・

方針に男女共同参画の視点を反

映するために「都城市男女共同参

画人材バンク」の整備を進めま

す。 

地域振興課 

男女共同参画の視点を持った人

材を登録し、情報提供すること

で、様々な分野へ男女共同参画

の視点の反映を図るもの。 

都城市男女共同参画人材バン

クの登録者数 3人（延べ） 2人/年 
13人（延べ） 

 

4 7 

女性経営者等の育成を支援する

ため、商工団体等と連携し、会員

企業等に対する女性登用の啓発

に努めます。 

商工政策課 

社会のあらゆる分野において、指

導的地位に女性が占める割合は

いまだに低い現状を踏まえ、女性

の社会での活躍をより促進させる

ため、会員企業等に対する女性

登用の啓発に努めます。 

啓発活動回数 12回/年 12回/年 

 

4 7 

企業が積極的かつ自主的に雇 
用管理の改善を行うよう、積極的

改善措置(ポジティブ・アクション) 

の取組について啓発に努めます。 

商工政策課 
男女雇用機会均等法を遵守する

ことだけでは解消されない、男女 
間の格差解消を目的としている。 

啓発活動回数 2回/年 2回/年 
 

4 7 

市管理職への女性の登用につい

ては、性別にとらわれることなく、

個々の能力や適性を見極め、積

極的に登用を図ります。また、女

性が管理職として働きやすい環境

づくりに努めます。 

職員課 働く場における男女共同参画と女

性活躍の推進 

管理職（副課長級以上）に占め

る女性管理職の比率（消防局

を除く） 

20.4％ 
（Ｒ4年度時点） 20％以上 

 

4 8 

市職員採用試験の受験者につい

ては、性別にかかわりなく均等な

機会を与え、受験者の基本的人

権を尊重した公正な採用選考を

行います。 

職員課 働く場における男女共同参画と女

性活躍の推進 

一般行政職（技術員・消防吏

員を除く）の受験者総数に占め

る女性割合 

38.7％ 
（Ｒ3年度時点） 50% 
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重点 

課題 

施策

の 

方向 
具体的施策 担当課 具体的施策の取組の目的 重要業績評価指標 KPI 基準値 

Ｒ４年度時点 
目標値 

Ｒ９年度時点 
基準値、目標値の数値

設定が困難な理由 

4 8 

企業が積極的かつ自主的に雇 
用管理の改善を行うよう、積極的

改善措置(ポジティブ・アクション) 

の取組について啓発に努めま

す。 

商工政策課 
男女雇用機会均等法を遵守する

ことだけでは解消されない、男女 
間の格差解消を目的としている。 

啓発活動回数 2回/年 2回/年 

 

4 8 

労働者が性別により差別されるこ

となく能力が発揮できるような雇

用環境の整備のために、男女雇

用機会均等法の周知・啓発に努

めます。 

商工政策課 

年齢、性別によって採用時に差別

することは、男女雇用機会均等法

に違反することになり、企業名が

公表される等のペナルティが科せ

られます。そこで男女間の雇用格

差を是正するために、男女雇用

機会均等法の周知・啓発に努め

ます。 

啓発活動回数 2回/年 2回/年 

 

4 8 

創業意欲がある個人起業家やベ

ンチャー企業の支援・育成のため

の情報を提供し、起業を支援しま

す。また、継続して相談支援を行

います。 

商工政策課 

少子高齢化が急速に進展し、働く

ことができる人全ての就労促進を

することが必要となるため、様々

な人が働くことの出来る多様な働

き方が必要 

創業支援計画に沿った経営指

導等を受けた起業家数 
16人 

（R3年度実績） 20人 

 

4 8 

在宅ワークや宅内起業など多様

な働き方を考えるきっかけを作

り、実現のための支援を行いま

す。 

商工政策課 

仕事と家庭の両立が困難な就職

希望者に対し、就業以外の働き

方を提示し、多様な働き方による

社会での活躍の場を提供するた

めの支援を行います。 

セミナーを受講した人のうち収

入に繋がった女性の数 10人 15人 

 

4 9 

女性農業者が活躍できる環境づく

りとして、役割分担や収益の分配

等について家族で取り決めること

のできる「家族経営協定」の締結

やプロの農業経営者である 
女性の認定農業者の育成を推進

します。 

農政課 
女性農業者が経営に参画する環

境づくりのため、家族経営協定の

締結を推進します。 
「家族経営協定」の締結割合 33.7% 

（R3年度実績） 34.0% 

 

4 9 農畜産業に携わる意欲的な女性

団体の活動を推進します。 農政課 
農畜産業の発展のため、農畜産

業に携わる女性の意欲的な活動

を推進します。 
事業実施回数 3回 6回以上 

 

4 9 

男女共同参画センターの女性総

合相談窓口の周知・広報を図り、

女性が抱える多様な悩みに女性

相談員が対応します。また、弁護

士や臨床心理士等専門家による

面接相談を設けるなど働く女性の

支援を推進します。 

地域振興課 

本市の農畜産業や商工自営業に

おいて、性別による固定的役割分

担意識や多様化するハラスメント

に悩む相談者の相談業務を行

い、産業分野の男女共同参画を

推進するため 

弁護士や臨床心理士等の専

門家による面接相談開設回数 
19回 

（Ｒ3年度実績） 20回 

 

5 10 

ボランティア団体、NPO 活動団体

等への情報提供や地域づくりのリ

ーダー的人材の育成、団体間の

連携･交流･協働の推進を図り、男

女を問わず市民公益活動を支援

します。 

地域振興課 

市民公益団体と地域で活動する

団体との連携･交流･協働の推進

を図ることで、地域における課題

解決につながるため 

市民公益活動団体・講座研修

会参加者数(団体向け) 
108人 

（H30 年度時点） 120人 

 

5 10 

自治公民館、まちづくり協議会等

の地域活動における運営・方針

決定の場への女性の参画が進む

ように、関係機関等と連携を取り

ながら、研修・講座を開催し、啓発

と人材育成に努めます。 

地域振興課 

地域での役員等執行機関の構成

委員の固定化が顕著であるな

か、多様化する価値観や多種多

様な人材の意見を反映すること

で、地域の活性化が図られるため 

まちづくり協議会の女性役員

の割合(15地区) 
14.5% 

（R3年度） 17.2% 

 

5 10 

観光分野においては、顧客ターゲ

ットの主流である女性客をはじ

め、たくさんの人々の支持を得る

ことができる観光づくりを目指し、

地域の元気や発想をこれまで以

上に活用します。 

みやこんじょ 
PR課 

観光分野での顧客ターゲットの主

流である女性客をはじめ、ニーズ

に合った内容の構築、観光客の

誘客につなげるためには、顧客タ

ーゲットと同じ女性が施策・方針

決定の場に参画することで多様な

発想や活動の活性化を図る必要

があるため。 

ミートツーリズム推進委員会・

合同部会メンバーの女性の人

数 
6人 8人 

 

5 10 

環境分野においては、一人ひとり

が生活・自然環境に配慮し、人と

自然が調和した社会を築いていく

ために、男女を問わず地域や社

会において環境保全活動に積極

的に参加することを支援します。 

環境政策課 

環境まつりに男女等の偏りがない

よう依頼時に女性の参画につい

ての配慮を頂くよう呼び掛けま

す。 

環境まつり実行委員の女性の

割合 
11％ 

（Ｒ4年度時点） 50% 
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重点 

課題 

施策

の 

方向 
具体的施策 担当課 具体的施策の取組の目的 重要業績評価指標 KPI 基準値 

Ｒ４年度時点 
目標値 

Ｒ９年度時点 
基準値、目標値の数値

設定が困難な理由 

5 10 
多様性のあるまちづくりを、男女

を問わず地域住民等が主体とな

り、進めていく取組を行います。 
都市計画課 

まちの将来像を実現するために

男女問わず地域住民から構成さ

れている都市計画マスタープラン

推進委員の意見を反映させ、多

様性のあるまちづくりを進めていく

ため 

都城市都市計画マスタープラ

ン推進委員会女性委員の数／

委員総数 
50% 40％以上 

 

5 11 

過去の大規模災害での課題を踏

まえ、災害発生時の避難所運営

や生活用品等の備蓄について女

性や要配慮者に配慮した整備を

進めます。 

危機管理課 

女性や要配慮者への人権、ニー

ズの違いに十分に配慮し、男女

共同参画の視点を取り入れた防

災対策の整備を図るため。 

都城市防災会議委員に占める

女性委員の割合 13.6% 30％以上 

 

5 11 

災害時に避難所運営体制を早期

構築し、円滑な避難所運営と要配

慮者への対応・配慮を行うための

マニュアルを作成します。 

危機管理課 
災害時の避難所で女性、高齢

者、障がい者、子ども等の要配慮

者に対応するため。 

避難所開設・運営マニュアル

の見直し １回/年 １回/年 

 

5 11 

地域防災力の要である消防団の

活動を活性化するために、防災教

育に取り組む女性消防団員の育

成を図ります。 

消防局総務

課 

避難所等において、女性に配慮し

た対応ができるよう、女性消防団

員における応急手当普及員割合

を増やします。 

女性消防団員における応急手

当普及員割合 3名/年 4名 

 （延べ 20名） 

 

6 12 

国籍、文化、価値観などの異なる

人々が相互に理解を深め、尊重

しながら共に生きる多文化共生社

会づくりを推進します。 

地域振興課 

市民の多文化共生に対する理解

と協力を獲得するために外国人

市民の支援や地域住民との共存

をはかります。 

日本語れんしゅう会等の外国

人市民参加者数 
278人/年 

（R3実績） 875人/年 

 

6 12 

男女共同参画に関連のある各種

の国際条約や、女性の地位向上

のための国際的な規範や基準、

取組について市民に情報提供を

行い、国際理解及び国際協力の

推進を図ります。 

地域振興課 

友好交流都市を中心に、各国へ

の理解力を深めるために積極的 
な国際理解講座開設を行いま

す。 

国際交流員による国際理解講

座参加者数 
4,375人/年 

（R3実績） 6,125人/年 

 

7 13 

妊娠・出産期の女性の健康支援

に努めるとともに「性と生殖に関

する健康・権利（リプロダクティ 
ブ・ヘルス／ライツ）」について、正

しい知識の普及に努めます。 

こども課 

各種母子保健事業を通じて、性と

生殖に関する健康・権利につい

て、正しい知識の普及に努めま

す。 

妊娠週数 11 週以下の妊娠届

出率 
92.9% 

(Ｒ3年度実績) 92.50% 

 

7 13 

安心して出産・子育てができる

ように、パパ・ママ教室の開催や

不妊治療、妊婦の健康診査、訪問

指導などの支援を行います。 

こども課 

安心して、出産・子育てができる

ように、妊娠・産婦健康診査、訪

問指導、パパママ教室や赤ちゃん

広場の開催、不妊治療費助成な

どの支援を行います。 

妊婦健康診査受診者数 延 14,257人 
(Ｒ3年実績) 延 14000人 

 

7 13 

性に関する正しい知識を持ち、自

分と他者の心身を大切にする意

識を育むために、児童・生徒の発

達段階に応じた性教育を進めま

す。 

学校教育課 

 性に関する正しい知識を持ち、

自分と他者の心身を大切にする

意識を育むために、全小中学校

で性教育を実施します。 

児童・生徒の発達段階に応じ

た性教育の実施学校数 54校 54校 

 

7 14 
ライフステージに応じた的確な自

己管理を行うことができるよう、健

康教育に取り組みます。 
健康課 健康教育を行うことで自己管理が

行える人を増やす 
職域を対象とした健康教育を

実施する 5回/年 10回/年 

 

7 14 

特定健診、ウォーキングやステッ

プ運動教室等健康増進事業を行

い、生涯にわたる健康保持を図り

ます。 

健康課 健康の保持・増進 
特定健診受診率(対象者:40 歳

以上 74 歳未満の都城市国民

健康保険加入者) 

49.4% 
(R3 実績値) 60% 

 

7 14 

女性特有のがんの予防と早期発

見のため、がんに関する正しい知

識の普及啓発やがん検診の受診

率向上対策に取り組むほか、相

談支援体制の充実など総合的な

がん対策の推進を図ります。 

健康課 女性特有の健康問題を市民に啓

発する 

・子宮がん検診受診率 (対象

者:20 歳以上) 
・乳がん検診受診率(対象者:40

歳以上) 

子宮がん：8% 

乳がん：7% 
(R3 実績値) 

子宮がん：13％

乳がん：15％ 
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重点

課題 

施策

の 

方向 
具体的施策 担当課 具体的施策の取組の目的 重要業績評価指標 KPI 基準値 

Ｒ４年度時点 
目標値 

Ｒ９年度時点 
基準値、目標値の数値

設定が困難な理由 

7 14 

高齢者が自主的に社会参加や健

康づくりができるように、地域を基

盤として生きがい作りや地域貢献

活動を実施する組織である高齢

者クラブの活動を支援します。 

福祉課 

高齢者クラブの活動を通して高齢

者が生きがいと健康づくり、地域

貢献活動を通して、自立した活動

ができるよう支援するため。 

高齢者クラブ会員数 3,242人 3,322人 

 

7 14 
スポーツを通して、生涯にわたり

心身ともに健康で活力ある生活を

営むことができるよう努めます。 

スポーツ政

策課 
みんながスポーツ 1130 県民運動

の推進啓発を実施 
1週間に 1回 30分以上の運度

実施率 43.9% 55.6％（Ｒ7) 
 

7 14 

自殺者の約７割を男性が占めて

いる現状を踏まえ、生涯を通じた

心身の健康保持のため、関係機

関との連携を図るとともに、誰も

が相談しやすい体制づくりや相談

窓口の広報に努めます。 

地域振興課 
男性の置かれている社会的要因

を踏まえ、包括的な健康支援を行

います。 

臨床心理士による「こころの相

談」実施回数 
9回 

（Ｒ3年度実績） 10回 

 

7 15 

ハローワーク等の関係機関と連

携して、就職を希望する母子世帯

の母等の職業能力の向上と就職

のための相談及び情報提供に努

めます。 

こども課 

就職を希望する母子家庭の母等

の職業能力の向上と就職のため

の相談及び情報提供をするため

に、母子父子自立支援員を設置

します。 

相談件数 200件 200件 

 

7 15 

ひとり親世帯の経済的な自立や

負担の軽減を図るため、医療費

助成事業や各種貸付金制度等の

広報を行い、経済的支援を推進し

ます。 

こども課 

ひとり親家庭の医療費の負担軽

減を図るため、母子父子医療費

助成事業を行い、経済的支援を

推進します。 

母子及び父子家庭医療費助成

受給資格者数 

5,388人 
(母子 4,948人 

父子 440人) 
- 

医療費助成であるた

め、目標値の設定は困

難である 

7 15 

就職に有利な資格の取得のため

に、養成訓練を受講するひとり親

家庭の父母に対し、母子家庭等

高等職業訓練促進給付金を支給

します。 

こども課 

母子家庭及び父子家庭の生活を

安定させ、経済的な自立を図るた

め、就職に有利な資格の取得を

支援します。 

母子家庭等高等職業訓練促

進給付金申請者数 
17件 

（R3年度実績） 17件 

 

7 15 
ひとり親世帯に家庭生活支援員

の派遣を行い、一時的生活援助・

保育サービス等を支援します。 
こども課 

ひとり親家庭の一時的な生活援

助・保育サービス等が必要な場

合、家庭生活支援員の派遣等を

行います。 

家庭生活支援員派遣登録世

帯数 
 129件(延べ) 

（R3年度実績） 
 135件 

 (延べ) 

 

7 15 

ひとり親世帯が安心して子育てと

仕事の両立ができるよう、子育て

に関わる相談体制の充実や延長

保育などの特別保育サービスの

支援を推進します。 

保育課 

ひとり親家庭が安心して子育てを

出来るように、仕事と子育ての両

立を支援するために、特別保育サ

ービスの推進を行います。 

ひとり親世帯の保育所等の入

所者数 

722件 
（Ｒ3年度実績

値） 
- 

関係機関との連携によ

りひとり親世帯の支援

を行うため、目標値に

設定するのは適当では

ない 

7 15 

55 歳以上の方を対象に、公益社

団法人宮崎県シルバー人材セン

ター連合会と連携し、就職訓練、

就職支援相談及び就職促進に努

めます。 

商工政策課 

少子高齢化が急速に進展し、働く

ことができる人全ての就労促進を

図ることが社会として必要である

ことから、高年齢者に対し、就労

支援をすることを目的としている

ため 

講習や説明会等の情報の広

報掲載 2件/年 7件/年 

 

7 15 

高齢者が少しでも長く在宅生活を

継続するために、それぞれのニー

ズに合わせた必要な介護サービ

スを提供するとともに、医療・介

護・予防・住まい・生活支援が包

括的に確保される地域包括ケア

システムの構築に努めます。 

介護保険課 

身体機能の改善により、在宅で安

心して暮らせる高齢者を増やすと

共に、地域での通いの場や生き

がいや役割を持って生活できるよ

うな居場所をつくるためにこけな

いからだづくり講座の普及啓発に

取り組みます。 

こけないからだづくり講座参加

者人数（累計） 3420人 4223人 

 

7 15 

障がい者の雇用について、企業

等の理解を深めるとともに、就労

支援機関の一層の連携により、

障がい者の就業を促進します。 

福祉課 

障がい者の雇用について企業の

理解・協力を得て、障がい者の就

労の機会を得ることが促進される

ようにするため。 

圏域企業向けの障がい者雇用

に関するリーフレットの配布企

業数 
20社 30社 

 

7 15 

経済的に困窮しているひとり親世

帯のため、生活保護法に基づき、

その困窮の程度に応じ、必要な保

護を行い、その最低限度の生活

を保障するとともに、その自立を

助長します。 

保護課 

生活維持手段がなく不安を抱える

ひとり親世帯が、健康で文化的な

生活水準を維持できるようにし、

関係機関と連携して自立できるよ

う支援します。 

被保護者の母子、父子世帯数 42件 
(R3年度) - 

生活保護は生活困窮

者の申請により始ま

り、申請者の立場に配

慮し関係機関と連携し

ながら事業を進める必

要があるため、目標値

の設定は困難。 
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重点 

課題 

施策

の 

方向 
具体的施策 担当課 具体的施策の取組の目的 重要業績評価指標 KPI 基準値 

Ｒ４年度時点 
目標値 

Ｒ９年度時点 
基準値、目標値の数値

設定が困難な理由 

7 15 
住宅に困窮する高齢者世帯、障

がい者世帯等に対して、市営住

宅への入居要件を緩和します。 
住宅施設課 関係各課と連携して、対象者への

入居を支援します。 入居支援実施件数 
36件 

(H30～R3年度

平均値） 
- 

関係各課との連携によ

り、支援を行うため、目

標値に数値を設定する

のが困難である。 

7 15 

関係各課・関係機関と連携し、困

難を抱え、支援を必要とする相談

者に対応した支援や情報提供に

努め、相談体制の充実を図りま

す。 

地域振興課 

適切な支援となるように相談者の

状況に応じて、関係各課・関係機

関との連携を図ることが重要であ

るため 

関係各課・関係機関との連携

件数 
186件 

(R3実績) - 

相談者の状況によって

適切に支援を進めるこ

とが主眼であり、目標

設定は適切でない 

7 15 

『生理の貧困』の問題に対し、女

性と女児の尊厳と健康を守り、経

済的自立や抱える問題の解決に

向けた取組を進めます。 

地域振興課 

女性と女児の尊厳と健康を守るた

め、経済的な問題等から生理用

品の購入が難しい方に生理用品

を無償配布し、その際、関係課等

と連携し、希望に応じて相談に繋

げることで経済的自立や抱える問

題の解決を図るもの。 

生理用品の無償配布数・相談

に繋がった件数 
R4年 9月より

無償配布開始 - 

相談者の状況によって

適切に支援を進めるこ

とが主眼であり、目標

設定は適切でない 

8 16 

ＤＶの発生を未然に防ぐために、

若年者へのＤＶ予防教育を充実し

ます。また、あらゆる暴力につい

ての正しい知識のための広報・啓

発を推進します。 

学校教育課 
 ＤＶの発生を未然に防ぐため

に、自他の尊重について考えさせ

る人権教育を推進します。 

若年者へのＤＶ予防教育の 

実施学校数 54校 54校 

 

8 16 

「女性に対する暴力をなくす運動」

期間のほか、様々な機会をとら

え、女性に限らず、暴力を許さな

い社会環境づくりに向けて、広報・

啓発活動を推進します。 

地域振興課 

啓発週間を利用して、ジェンダー

の平等やDV等に対する知識を学

ぶ機会を設けることで、お互いを

尊重する意識や対等な関係づく

り、暴力の予防対策を推進する必

要があるため 

「女性に対する暴力をなくす運

動」パネル展の開催 1回 1回 

 

8 16 

職場などにおいてセクシュアル・

ハラスメントの防止に向けた事業

所での取組の推進について啓発

に努めるとともに、性犯罪の未然

防止のための広報・啓発を推進し

ます。 

地域振興課 

職場での性別による固定的役割

分担意識や多様化するハラスメン

トについて学習する機会を提供す

ることで、働きやすい環境を推進

する必要があるため 

民間企業等への啓発活動件

数 
7件 

（Ｒ3年度実績） 14件 

 

8 17 

被害者の状況や相談内容に応じ

た対応、配慮ができるように関係

各課・関係機関との連絡会議等で

連携体制の強化を図ります。ま

た、被害者が相談しやすく、プライ

バシーに配慮した相談体制を整

備します。 

地域振興課 

関係機関との情報共有を図ること

で対応者のスキルアップを目指

し、安心して相談できるワンストッ

プ相談窓口にする必要があるた

め 

相談員の連携会議、研修・ 

講座への派遣件数 
10件 

（R3年度実績） 10件 

 

8 17 

相談者の必要に応じて関係各課・

関係機関とのケース会議を開催

し、積極的な問題解決を図り、生

活再建に向けた適切な支援と情

報提供を行います。 

地域振興課 

適切な支援となるように相談者の

状況に応じて、関係課・関係機関

との連携を図ることが重要である

ため 

関係課・関係機関との 

連携件数 
186件 

 (R3年度実績) - 

相談者の状況によって

適切に支援を進めるこ

とが主眼であり、目標

設定は適切でない 

8 17 

被害者の状況に対応した支援が

迅速・適切に行えるように、警察

や宮崎県配偶者暴力相談支援セ

ンター（女性相談所）、性暴力被

害者支援センター（さぽーとねっと

宮崎）等の関係機関との緊密な連

携を図ります。 

地域振興課 
被害者及び同伴者の意向に添い

ながら、適切に保護及び支援を行

う必要があるため 

相談員の連携会議、 

研修・講座への派遣件数 
10件 

（R3年度実績） 10件 

 

8 17 

男女共同参画センターの女性総

合相談窓口の周知・広報を図り、

必要に応じて、弁護士や臨床心

理士等の専門家による面接相談 
を設けるなどの支援を推進しま

す。 

地域振興課 

法律・社会制度や行政サービスに

ついて情報を得て、一人で悩むこ

とのないよう、相談窓口の周知に

努め、相談体制の充実を図るもの 

弁護士や臨床心理士等の専

門家による面接相談開設回数 
19回 

（Ｒ3年度実績） 20回 

 

8 17 

相談者の様々な悩みやニーズに

対応できるよう、相談員の研修を

行い、被害者の支援体制を充実

します。 

地域振興課 
対応者のスキルアップを目指し、

安心して相談できる窓口にする必

要があるため 

相談員へのスーパービジョン

の実施 
3回 

（R3年度実績） 3回 
 

8 18 

被害者の状況に応じて関係機関

と連携し、安心・安全の確保に努

めます。また、生活再建のため、

各種制度やサービスを受ける必

要がある場合には関係各課と連

携し、適切に対応します。 

地域振興課 

適切な支援となるように相談者の

状況に応じて、関係課・関係機関

との連携を図ることが重要である

ため 

関係課・関係機関との 

連携件数 
186件 

 (R3年度実績) - 

相談者の状況によって

適切に支援を進めるこ

とが主眼であり、目標

設定は適切でない 



 計画達成指標一覧 
 

 

- 87 - 
 

 

 

重点

課題 

施策

の方

向 
具体的施策 担当課 具体的施策の取組の目的 重要業績評価指標 KPI 基準値 

Ｒ４年度時点 
目標値 

Ｒ９年度時点 
基準値、目標値の数値

設定が困難な理由 

8 18 

被害者の状況に応じて関係機関

と連携し、安心・安全の確保に努

めます。また、生活再建のため、

各種制度やサービスを受ける必

要がある場合には関係各課と連

携し、適切に対応します。 

学校教育課 
 状況に応じて、こども課、福祉

課、保育課との連携を行い、対応

する。 

関係機関等と連携体制にある

学校数 54校 54校 

 

8 18 

被害者の状況に応じて関係機関

と連携し、安心・安全の確保に努

めます。また、生活再建のため、

各種制度やサービスを受ける必

要がある場合には関係各課と連

携し、適切に対応します。 

こども課 

被害者の状況に応じて、安全・安

心の確保のために関係機関との

連携により被害者の支援を推進し

ます。 

新規相談件数 221件 - 

関係機関との連携によ

り被害者の支援を行う

ため、目標値に数値を

設定するのは、適当で

ない。 

8 18 

被害者の状況に応じて関係機関

と連携し、安心・安全の確保に努

めます。また、生活再建のため、

各種制度やサービスを受ける必

要がある場合には関係各課と連

携し、適切に対応します。 

保育課 

被害者の必要に応じて、こどもが

安心して教育・保育の提供を受け

られるよう支援をする。また、関係

機関と連携し、被害者の安全と安

心の確保に努める。 

新規相談件数 8件 - 

関係機関との連携によ

り被害者の支援を行う

ため、目標値に設定す

るのは適当ではない 

8 18 

被害者の状況に応じて関係機関

と連携し、安心・安全の確保に努

めます。また、生活再建のため、

各種制度やサービスを受ける必

要がある場合には関係各課と連

携し、適切に対応します。 

福祉課 

昨今の虐待事例においては、複

合的な課題を抱えたケースが多

く、相談対応課のみならず、関係

各課との協力のもと、課題解決に

取り組む必要があるため。 

虐待対応件数 12件 - 
被害者の状況に応じて

適正に対応するのが

当然であるため。 

8 18 

被害者の状況に応じて関係機関

と連携し、安心・安全の確保に努

めます。また、生活再建のため、

各種制度やサービスを受ける必

要がある場合には関係各課と連

携し、適切に対応します。 

介護保険課 

高齢者虐待は人権意識の高まり

や介護サービスの浸透により問

題が顕在化してきている。関係機

関と密な連携を図り、対象者の生

命や安全確保のため状況に応じ

各種制度を活用しながら分離保

護等の対応を行います。 

養護者による高齢者虐待相談

件数 34件 - 

被害者の支援を行うた

め、目標値に数値を設

定するのは、適当でな

い。 

8 18 

相談者の必要に応じて関係各課・

関係機関とのケース会議を開催

し、積極的な問題解決を図り、生

活再建に向けた適切な支援と情

報提供を行います。 

地域振興課 

適切な支援となるように相談者の

状況に応じて、関係課・関係機関

との連携を図ることが重要である

ため 

関係課・関係機関との 

連携件数 
186件  

(R3年度実績) - 

相談者の状況によって

適切に支援を進めるこ

とが主眼であり、目標

設定は適切でない 

8 18 

被害者の状況に対応した支援が

迅速・適切に行えるように、警察

や宮崎県配偶者暴力相談支援セ

ンター（女性相談所）、性暴力被

害者支援センター（さぽーとねっと

宮崎）等の関係機関との緊密な連

携を図ります。 

地域振興課 
被害者及び同伴者の意向に添い

ながら、保護及び支援を行う必要

があるため 

相談員の連携会議、 

研修・講座への派遣件数 
10件 

（R3年度実績） 10件 

 

8 18 

被害者の申請により、住民票及び

戸籍附票の交付・閲覧を制限する

ことで、被害者の保護及び支援の

充実を図ります。 

市民課 

DV 被害者が避難するために転

出・転入等する場合のプライバシ

ーの保護を支援すること、及び住

民票及び戸籍附票の交付・閲覧

の制限の申請を受ける際に、相

談の内容に応じて関係各課と連

携をとることにより、被害者へのス

ムーズな支援につなげます。 

支援措置申出件数 90件 - 

本事業は被害者の申

請により実施されるも

のであり、関係各課・機

関との連携を図り、相

談者の立場に配慮した

対応、適切な保護管理

を行うことが主眼であ

り、目標値を設定する

ことは適当ではない。 

8 18 

経済的に困窮し、不安を抱える 
DV 被害者のため、生活保護法に

基づき、その困窮の程度に応じ、

必要な保護を行い、その最低限

度の生活を保障するとともに、そ

の自立を助長します。 

保護課 
生活維持手段がなく不安を抱える

DV 被害者世帯の状況を把握し、

関係機関と連携して支援します。 
DV被害者申請件数 3件 

（R3年度） - 

生活保護は生活困窮

者の申請により始ま

り、申請者の立場に配

慮し関係機関と連携し

ながら事業を進める必

要があるため、目標値

の設定は困難。 

8 18 
住宅に困窮するＤＶ等の被害者に

対して、市営住宅への入居支援を

実施します。 
住宅施設課 

支援を求めているＤＶ等の被害者

に対して関係各課と連携を取りな

がら支援体制の確立を目指しま

す。 

DV等被害者からの相談件数 0件 - 

関係機関との連携によ

り、被害者の支援を行

うため、基準値、目標

値に数値を設定するの

が困難である。 
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資料１ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

 

                  1979年（昭和 54 年）12月 18日国連総会採択  

                  1980年（昭和 55 年）7月 17日日本国署名    

                  1981年（昭和 56 年）9月 3 日発効            

                  1985年（昭和 60 年）6月 25日日本国批准     

                  1985年（昭和 60 年）7月 25日日本国効力発生 

 

この条約の締約国は、 

国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認

していることに留意し、 

世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにす

べての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべ

ての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有す

ることができることを宣明していることに留意し、 

人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有に

ついて男女に平等の権利を確保する義務を負っていることに留意し、 

国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を

考慮し、 

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留

意し、 

しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在してい

ることを憂慮し、 

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男

子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、

社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるた

めに完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、 

窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とする

ものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 

衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信

し、 

アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国によ

る占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 

国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問

わない。）の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の

下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配

の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並び

に国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平

等の達成に貢献することを確認し、 

国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件

で最大限に参加することを必要としていることを確信し、 

家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかった女子の大きな貢献、母性の社

会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差

別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であること

を認識し、 

社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の

達成に必要であることを認識し、 
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女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子

に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、次のとおり協定した。 

 

第１部 

第１条 

 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経

済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいないかを

問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し

又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 

第２条 

締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての

適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。 

(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定

め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。 

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）

をとること。 

 (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所

その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保す

ること。 

 (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義

務に従って行動することを確保すること。 

 (e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 

 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべて

の適当な措置（立法を含む。）をとること。 

 (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。 

第３条 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男

子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、

女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。 

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条

約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又

は別個の基準を維持し続けることとなってはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が

達成された時に廃止されなければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この条約に規定する措置を含む。）をとるこ

とは、差別と解してはならない。 

第５条 

締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 

 (a) 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣

習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 

 (b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び教

育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、

子の利益は最初に考慮するものとする。 

第６条 

締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措

置（立法を含む。）をとる。 
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第２部 

第７条 

締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措

置をとるものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。 

 (a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公選による機関に選挙される

資格を有する権利 

 (b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及び

すべての公務を遂行する権利 

 (c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利第８条締約

国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等

の条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。 

第８条 

 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平

等の条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。 

第９条 

１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、

特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし

又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保する。 

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。 

 

第３部 

第 10条 

締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを自的として、特に、

男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのす

べての適当な措置をとる。 

 (a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得の

ための同一の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術

教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなければならない。 

 (b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設

及び設備を享受する機会 

 (c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された 概念の撤

廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、

教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調 

  整することにより行うこと。  

 (d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

 (e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。）特に、男女間に存在する教育上の格

差をできる限り早期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会 

 (f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子のための計画を策定すること。 

 (g) スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会 

 (h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）

を享受する機会 

 

第 11条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、雇用

の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

 (a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利 

 (b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。）についての権利 
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 (c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並びに労働に係るすべての給付及び条件につい

ての権利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

 (d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の

質の評価に関する取扱いの平等についての権利 

 (e) 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労働不能の場合における社会保障）に

ついての権利及び有給休暇についての権利 

 (f) 作業条件に係る健康の保護及び安全作業（生殖機能の保護を含む。）についての権利 

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労

働の権利を確保するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。 

 (a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的  解雇を

制裁を課して禁止すること。 

 (b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の

喪失を伴わない母性休暇を導入すること。 

 (c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために

必要な捕助的な社会的サービスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨

励すること。 

 (d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては、当該女子に対して特

別の保護を与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するも

のとし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。 

第 12条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機

会を確保することを目的として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分べん及び産後の期間中の適当なサービス

（必要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。 

第 13条 

締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、他の経

済的及び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

 (a) 家族給付についての権利 

 (b) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権利 

 (c) レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利 

第 14条 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済的生存のために果たしている重要な役

割（貨幣化されていない経済の部門における労働を含む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子に対

するこの条約の適用を確保するためのすべての適当な措置をとる。 

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発に参加すること及びその開発から生ず

る利益を受けることを確保することを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとるものとし、特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。 

 (a) すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権利 

 (b) 適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カウンセリング及びサービスを含む。）を享受す

る権利 

 (c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

 (d) 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規であるかないかを問わない。）の 訓練及び

教育（実用的な識字に関するものを含む。）並びに、特に、すべての地域サービス及び普及サービス

からの利益を享受する権利 

 (e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るために、自助的集団及び協同組合を
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組織する権利 

 (f) あらゆる地域活動に参加する権利 

 (g) 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並

びに入植計画において平等な待遇を享受する権利 

 (h) 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受

する権利 

 

第４部 

第 15条 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。 

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力を与えるものとし、また、この能力を

行使する同一の機会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理することにつき女子に

対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所における手続のすべての段階において女子を男子

と平等に取り扱う。 

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有するすべての契約及び他のすべての私的

文書（種類のいかんを問わない。）を無効とすることに同意する。 

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関する法律において男女に同一の権利を

与える。 

第 16条 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべ

ての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。 

 (a) 婚姻をする同一の権利 

 (b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利 

 (c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 

 (d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを問わない。）としての同一の権利及

び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

 (e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利の行

使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利 

 (f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る

同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

 (g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を含む。） 

 (h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分

することに関する配偶者双方の同一の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所

への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）がとられなければならない。 

 

第５部 

第 17条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は 18人の、35番目の締約国

による批准又は加入の後は 23 人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において十分な能

力を有する専門家で構成する。委員は、締約国の国民の中から締約国により選出するものとし、個人

の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに

異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。 

２ 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国

は、自国民の中から 1 人を指名することができる。 

３ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後６箇月後を経過した時に行う。国際連
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合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも３箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する

者の氏名を２箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベッ

ト順による名簿（これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、締約国に送付す

る。 

４ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において

行う。この会合は、締約国の３分の２をもつて定足数とする。この会合においては、出席し、かつ投

票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た指名された者をもっ

て委員会に選出された委員とする。 

５ 委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち９

人の委員の任期は、２年で終了するものとし、これらの９人の委員は、最初の選挙の後直ちに、委員

会の委員長によりくじ引で選ばれる。 

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙は、35番目の批准又は加入の後、２から４までの規定に従って

行う。この時に選出された追加的な委員のうち２人の委員の任期は、２年で終了するものとし、これ

らの２人の委員は、委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。 

７ 締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行することができなくなった場合には、

その空席を補充するため、委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命する。 

８ 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の

承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。 

９ 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便

益を提供する。 

第 18条 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置及び

これらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合事務総長

に提出することを約束する。 

 (a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から１年以内 

 (b) その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が要請するとき。 

２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害を記載することができ

る。 

第 19条 

１ 委員会は、手続規則を採択する。 

２ 委員会は、役員を２年の任期で選出する。 

第 20条 

１ 委員会は、第 18 条の規定により提出される報告を検討するために原則として毎年２週間を超えな

い期間会合する。 

２ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催す

る。 

第 21条 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国際連合総会に報告するものとし、また、

締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができ

る。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見ととも

に、委員会の報告に記載する。 

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦人の地位委員会に送付する。 

第 22条 

専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代

表を出す権利を有する。委員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の

実施について報告を提出するよう要請することができる。 
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第６部 

策 23条 

この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって男女の平等の達成に一層貢献するもの

に影響を及ぼすものではない。   

(a) 締約国の法令 

 (b) 締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定 

第 24条 

締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完全な実現を達成するためのすべての必要な措置を

とることを約束する。 

第 25条 

１ この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。 

２ 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。 

３ この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 

４ この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入は、加入書を国際連 

 合事務総長に寄託することによって行う。 

第 26条 

１ いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつでもこの条約の改正を

要請することができる。 

２ 国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があるときは、その措置を決定する。 

第 27条 

１ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の 30 日目の日に効力

を生ずる。 

２ この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その

批推書又は加入書が寄託された日の後 30日目の日に効力を生ずる。 

第 28条 

１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付

する。 

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 

３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、同事務総

長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、受領された日に効力を

生ずる。 

第 29条 

１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によって解決されないものは、いずれかの

紛争当事国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から６箇月以内に仲裁の組織について紛

争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法

裁判所に紛争を付託することができる。 

２ 各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への加入の際に、１の規定に拘束されない

旨を宣言することができる。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係において１の規

定に拘束されない。 

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでもその

留保を撤回することができる。 

 

第 30条 

 この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、

国際連合事務総長に寄託する。  

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 
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資料２ 男女共同参画社会基本法 

(平成十一年六月二十三日) 

(法律第七十八号) 

男女共同参画社会基本法をここに公布する。 

男女共同参画社会基本法 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条―第十二条) 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第十三条―第二十条) 

第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条) 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々

な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要と

されている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく

上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力

を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題

と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っ

ていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって

国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、

この法律を制定する。 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(男女の人権の尊重) 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の

人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

(社会における制度又は慣行についての配慮) 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男

女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行

が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮され

なければならない。 
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(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを

旨として、行われなければならない。 

(家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

(国際的協調) 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

(国の責務) 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理

念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下

同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

(国民の責務) 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

(法制上の措置等) 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

(年次報告等) 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければなら

ない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

(男女共同参画基本計画) 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定め

なければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

(平一一法一六〇・一部改正) 

(都道府県男女共同参画計画等) 
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第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」という。)

を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参

画計画」という。)を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

(国民の理解を深めるための措置) 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

(苦情の処理等) 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別

的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被

害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

(調査研究) 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努め

るものとする。 

(国際的協調のための措置) 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と

の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必

要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を

講ずるように努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

(平一一法一〇二・全改) 

(設置) 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。 

(平一一法一〇二・全改) 

(所掌事務) 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の

促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各
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大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策

が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。 

(平一一法一〇二・全改) 

(組織) 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

(平一一法一〇二・全改) 

(議長) 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

(平一一法一〇二・全改) 

(議員) 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分

の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

(平一一法一〇二・全改) 

(議員の任期) 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

(平一一法一〇二・全改) 

(資料提出の要求等) 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

(平一一法一〇二・全改) 

(政令への委任) 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事

項は、政令で定める。 

(平一一法一〇二・全改) 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

(男女共同参画審議会設置法の廃止) 

第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。 

(経過措置) 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下「旧審議会設置法」という。)第一

条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、

同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議
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会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任

命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項

の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画

審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行

の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審

議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(施行の日＝平成一三年一月六日) 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公

布の日 

(委員等の任期に関する経過措置) 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員そ

の他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定

めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

(別に定める経過措置) 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄 

(処分、申請等に関する経過措置) 

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法

令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行

為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の

相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その

他の行為とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その

他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の

法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続を

しなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものに

ついては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施

行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければなら

ないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規

定を適用する。 

(政令への委任) 

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等

改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を

含む。)は、政令で定める。 

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 
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(施行期日) 

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附

則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百

二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 
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資料３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成二十七年九月四日) 

(法律第六十四号) 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律をここに公布する。 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理

念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公

共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業

生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の

需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的と

する。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職

種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別

による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼ

す影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければな

らない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由

が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支

援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし

つつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円
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滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推

進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の

整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国

又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければなら

ない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての

計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 
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第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定す

る一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動

計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（令元法二四・一部改正） 

第二節 一般事業主行動計画等 

（令元法二四・改称） 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が

実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚

生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、

同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差

異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女

性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善

すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう



- 106 - 
 

努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（令元法二四・一部改正） 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準

に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用

に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるも

の（次項及び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することが

できる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

（令元法二四・一部改正） 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を

取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した

一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）

第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任している

こと、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであること

その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（令元法二四・追加） 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条

第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（令元法二四・追加） 

（特例認定一般事業主の表示等） 
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第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（令元法二四・追加） 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の

認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（令元法二四・追加） 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をし

て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようと

する場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和

二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主につ

いては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団

法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限

る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働

大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行った

ものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定

めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の

三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第

四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規

定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び

第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用

する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集

に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期

間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 
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６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項

中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以

外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の

規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

（平二九法一四・一部改正、令元法二四・旧第十二条繰下・一部改正、令四法一二・一部改正） 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事

業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募

集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（令元法二四・旧第十三条繰下） 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者

への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の

援助の実施に努めるものとする。 

（令元法二四・旧第十四条繰下） 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定

事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動

計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以

下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理

的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について

分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の

目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤

務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければな

らない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。 
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７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

（令元法二四・旧第十五条繰下） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限

る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資

するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しな

ければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定め

るところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公

表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する

第一項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（令元法二四・旧第十六条繰下・一部改正） 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる

情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

（令元法二四・旧第十七条繰下・一部改正） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創

業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他

の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（令元法二四・旧第十八条繰下） 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
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（令元法二四・旧第十九条繰下） 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金

融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物

件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性

の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 

（令元法二四・旧第二十条繰下・一部改正） 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解

を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（令元法二四・旧第二十一条繰下） 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女

性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（令元法二四・旧第二十二条繰下） 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び

事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二十二条第一

項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例そ

の他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関

により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による

事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の

緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について

協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

（令元法二四・旧第二十三条繰下・一部改正） 

（秘密保持義務） 



 
 

- 111 - 
 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（令元法二四・旧第二十四条繰下） 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（令元法二四・旧第二十五条繰下） 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定す

る一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業

主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（令元法二四・旧第二十六条繰下・一部改正） 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽

の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公

表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対

し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、そ

の旨を公表することができる。 

（令元法二四・追加・一部改正） 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定す

る厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任す

ることができる。 

（令元法二四・旧第二十七条繰下・一部改正） 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

（令元法二四・旧第二十八条繰下） 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止

の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

（令元法二四・旧第二十九条繰下・一部改正） 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

（令元法二四・旧第三十条繰下・一部改正） 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった

者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

（令元法二四・旧第三十一条繰下・一部改正） 
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第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした

者 

（平二九法一四・一部改正、令元法二四・旧第三十二条繰下・一部改正） 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

（令元法二四・旧第三十三条繰下・一部改正） 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処

する。 

（令元法二四・旧第三十四条繰下・一部改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条

を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日か

ら施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘

密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定

する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有

する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（令元法二四・一部改正） 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の

日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二

項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分

の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法

第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十

条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五

号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の

規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十

八条第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建

設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八

項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及

び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六

条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規

定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（令和元年政令第一七四号で令和二年六月一日から施行） 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

第四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

（令和元年政令第一七四号で令和四年四月一日から施行） 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行

の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

附 則 （令和四年三月三一日法律第一二号） 抄 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の

規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定（第一号に

掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分

に限る。）、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定

を除く。）並びに第三条の規定（職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える

改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。）並

びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第

十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）

第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定（「、第十一条中「公共職業安定

所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五

条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。）並びに附則第十

五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四法律六八）抄 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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資料４ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

(平成十三年四月十三日) 

(法律第三十一号) 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律をここに公布する。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平二五法七二・改称） 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現

に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害

者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性

であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女

平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

（平一六法六四・一部改正） 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離

婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（平一六法六四・平二五法七二・一部改正） 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

（平一六法六四・一部改正） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（平一六法六四・追加、平一九法一一三・改称） 
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（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基

本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければな

らない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

（平一六法六四・追加、平一九法一一三・一部改正） 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

（平一六法六四・追加、平一九法一一三・一部改正） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を

紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六

号、第五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこ

と。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の

利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 
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五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援

助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他

の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（平一六法六四・平一九法一一三・令元法四六・一部改正） 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章

において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に

通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用に

ついて、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（平一六法六四・一部改正） 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（平一六法六四・一部改正） 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十

九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めると

ころにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている

者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出

を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めると

ころにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な援助を行うものとする。 

（平一六法六四・追加） 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において
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「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二

年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令

の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（平一六法六四・追加、平二六法二八・一部改正） 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は

市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（平一六法六四・令元法四六・一部改正） 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出

を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

（平一六法六四・追加） 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章

において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更

なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十

二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合に

あっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける

身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大き

いときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号

及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共

にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害

者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去する

こと及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとす

る。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置

を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 
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六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得

る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞(しゆう)恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞

恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに

第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を

連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、

第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所

において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言

動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた

日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は

当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）があ

る場合に限り、することができる。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次

に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者

から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足

りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関
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して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認め

るに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足り

る申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公

証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければな

らない。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（平一六法六四・一部改正） 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することがで

きない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該

配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求

めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場

合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものと

する。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により

書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容

を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶

者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 
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（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずる

までの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判

所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条

第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止を

も命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四

項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければなら

ない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による

命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条

第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した

後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議

がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当

該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（平一六法六四・平一九法一一三・一部改正） 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命

令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しよう

とする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日か

ら起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号

の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するもの

とする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めると

きは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部

分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本

文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並び

に第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるの

は「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（平一六法六四・全改、平一九法一一三・一部改正） 

（事件の記録の閲覧等） 
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第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の

期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に

勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の認証を行わせることができる。 

（平一六法六四・一部改正） 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に

反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規

則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項におい

て「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境

等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び

秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（平一六法六四・一部改正） 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育

及び啓発に努めるものとする。 

（平一六法六四・一部改正） 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者

の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並

びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行

う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げ

る費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大

臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託し

て行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 
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（平一六法六四・一部改正） 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（平二五法七二・追加） 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係

における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当

該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身

体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規

定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み

替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。以

下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 同条に規定する関係にある相手又は同条に規定

する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第十

八条第一項 配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合 第二十八条の二に規定する関

係を解消した場合 

（平二五法七二・追加） 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるも

のを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

（平二五法七二・一部改正） 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二

十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する第十八条第

二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載

のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

（平一六法六四・平二五法七二・一部改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに

係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る

事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これら

の規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（平一六法六四・一部改正） 
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（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による

改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項

第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合におけ

る新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、

なお従前の例による。 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 

平成二十六年十月一日 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶

者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることが

できる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
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を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における

更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。 
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資料５ 都城市男女共同参画社会づくり条例 

 
平成 18年 9月 22日 

条例第３４２号 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第 14条） 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第 15 条－第 23条） 

 第３章 都城市男女共同参画社会づくり審議会（第 24条） 

 第４章 雑則（第 25条） 

 附則 

 すべての人は元来、個人として尊重されるべき存在である。 

 本市においても、これまで個人の尊厳及び人権の尊重のため、男女平等の推進その他の様々な取組み

を進めてきたが、その実現を妨げるような性別による固定的な役割分担等を反映した社会通念や慣行が

根強く存在している。その改善を図るために、男女共同参画に関する認識を深め、職場、家庭、地域等

における社会通念や慣行の見直しを進めることが求められている。 

男女共同参画の推進は、性差を否定するなど男女の区別をなくすことを目指すものではなく、また、

伝統文化等を否定するものでもないため、性別による固定的な役割分担等を反映した社会通念や慣行の

見直しに際しては、社会的な合意を得ながら進めることが大切である。 

 すべての人の人権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができ、かつ、すべての人が共

に責任を担う男女共同参画社会の実現は、国の男女共同参画社会基本法においても 21 世紀の我が国社

会を決定する最重要課題とされている。 

 本市においても、男女共同参画社会づくりの推進を重要課題の一つとして位置付け、市民、事業者及

び教育に携わる者等と協働して、男女共同参画社会を実現するために、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の形成の促進に当たって、基本理念を定め、市並びに市民、事

業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることに

より、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 男女共同参画社会 すべての人の人権が尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もってすべての人が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。 

 (2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 (3) 市民 市内に居住する者、市内において就業又は就学する者及び市内に活動拠点を置く市民団体

等に所属する者をいう。 

 (4) 事業者 市内において事業活動を行う個人、法人その他の団体をいう。 

 (5) 教育に携わる者 学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。 

 （すべての人の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、すべての人が、個人としての尊厳を重んぜられること、性別等に

よる差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されることなど、すべての

人の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

 （社会通念又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した社会通念又

は慣行が、すべての人の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮
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されなければならない。 

 （政策等の立案及び決定等への参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、すべての市民が、社会の対等な構成員として、市における政策又

は事業者における方針の立案、決定等に参画する機会が確保されることを旨として、行われなければ

ならない。 

 （多様な活動へ携わる機会の確保） 

第６条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が多様な活動に携わることが出来る機会を

確保するため、性別による固定的な役割分担等を反映して、職域、地域、家庭その他の分野における

活動の主要な責任が、性別により偏ることがないように配慮されなければならない。 

 （生涯にわたる女性の健康への配慮） 

第７条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それぞれの性にかかわる身体的特徴に

ついての理解を深め、法令に定める場合を除くほか、妊娠、出産その他の事項について自らの意思が

基本的に尊重された上で、生涯にわたり健康で健全な生活を営むことができるように配慮されなけれ

ばならない。 

 （教育における配慮） 

第８条 男女共同参画社会の形成は、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野の教育において、その促

進に配慮されること、すべての人に生涯にわたる男女共同参画社会に関する教育及び学習の機会が確

保されることを旨として、行われなければならない。 

 （国際理解及び国際協力） 

第９条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組みと密接な関係を有していること及

び本市における国際化の進展を考慮し、男女共同参画社会の形成は、国際理解及び国際協力の下に行

われるよう配慮されなければならない。 

 （市の責務） 

第１０条 市は、第３条から前条までに規定する男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。

以下同じ。）を主要な政策と位置付けて総合的に定め、及び実施しなければならない。 

２ 市は、男女共同参画社会の形成の促進に当たっては、市民、事業者、教育に携わる者及び市民団体

等（以下「市民等」という。）、国並びに他の地方公共団体と連携を図るよう努めなければならない。 

３ 市は、公衆に表示する情報において、男女共同参画社会の形成の促進を阻害するおそれのある表現

を行わないようにしなければならない。 

４ 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、これを公

表するものとする。 

 （市民の責務） 

第１１条 市民は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、職域、学校、地域、家庭その他のあ

らゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければな

らない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

 （事業者の責務） 

第１２条 事業者は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、その事業活動において、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

３ 事業者は、その雇用する者について、性別等による差別的取扱いを行わず、雇用上の均等な機会及

び待遇を確保するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その雇用する者の職業活動と家庭活動その他の活動とが両立できるよう配慮しなければ

ならない。 
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 （教育に携わる者の責務） 

第１３条 教育に携わる者は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。 

２ 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努め

なければならない。 

 （性別等による権利侵害の禁止） 

第１４条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、性別等による差別的取扱

いをしてはならない。 

２ 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、他の者の意に反する性的な言動

により、その者に不利益を与えたり、就業、教育、生活その他の環境を害したりしてはならない。 

３ 何人も、配偶者その他の親密な関係にある者に対して、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行

為をしてはならない。 

   第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

 （基本計画） 

第１５条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、第 24 条に規定する都城市男女共同参画社会づくり審議

会に諮問しなければならない。 

３ 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 （施策を定めるに当たっての配慮等） 

第１６条 市は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を定め、及び実施するに当

たっては、この条例に規定する基本理念等に配慮しなければならない。 

 （情報収集及び調査研究） 

第１７条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を定めるに当たって必要な情報の収集及

び調査研究を行うものとする。 

 （政策の立案及び決定への参画の促進） 

第１８条 市は、市における政策の立案及び決定へのすべての市民の参画を促進するため、積極的改善

措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、審議会等における委員を委嘱する場合においては、その委員の男女のいずれか一方が、委員

総数の 10分の４未満とならないよう努めるものとする。 

 （市民等への支援） 

第１９条 市は、市民等が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動の支援に努めるものとする。 

 （市民等の理解を深めるための措置） 

第２０条 市は、男女共同参画社会に関する市民等の理解を深めるため、広報活動等を行うものとする。 

 （事業者への協力及び是正の依頼） 

第２１条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る広報及び調査について、協力を求めることができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、市の出資する法人及び補助金、交付金、貸付金等の財政支援

を行う事業者に対し、男女共同参画社会の形成の促進への取組みに関して報告を求め、適切な措置を

講ずるよう求めることができる。 

 （農林水産業及び商工業の分野における環境の整備） 

第２２条 市は、本市の男女共同参画社会の形成の促進において、農林水産業及び商工業の分野の重要

性を考慮し、国、県その他の関係機関と連携して、当該分野において基本理念が早急に実現できるよ

う努めるものとする。 

 （相談及び苦情の処理等） 
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第２３条 市は、この条例に規定する事項について、市民からの相談に応じるとともに、必要に応じて

国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を図るものとする。 

２ 市は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策等についての苦情の処理のために

必要な措置及び性別等による差別的取扱いなどの男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって

人権が侵害された場合において、被害者の救済を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

   第３章 都城市男女共同参画社会づくり審議会 

 （設置等） 

第２４条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する重要な事項を調査審議するため、都城市男女

共同参画社会づくり審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 市長の諮問に応じて、基本計画の策定及び改定等、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

その他の重要事項を調査審議し、市長に答申すること。 

 (2) 必要に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び重要事項について、調査審議し、

市長に意見を述べること。 

３ 前項各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成 18年 10月１日から施行する。 
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資料６ 都城市男女共同参画社会づくり条例施行規則 

 
平成 18年 9月 22日公布 

規則第３１５号 

改正 平成 18年 11月 29日規則第 331号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都城市男女共同参画社会づくり条例（平成 18年条例第 342号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。 

（女性総合相談室の設置） 

第３条 条例第 23条第１項に規定する相談に応じるために、女性総合相談室を設置する。 

（組織） 

第４条 条例第 24 条に規定する都城市男女共同参画社会づくり審議会（以下「審議会」という。）は、

委員 15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、知識経験のある者、市内の市民団体及び事業所等の代表者、公募の市民のうちから市長が

委嘱する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係人の出席） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことがで

きる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。 

（補則） 

第 10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 18年 10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、平成 18 年度に委嘱する委員の任期は、平成 20 年３月 31 日ま

でとする。 

附 則（平成 18年 11月 29日規則第 331号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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資料７ 都城市男女共同参画行政推進ワーキンググループ設置規程 

 

令和４年７月 29日 

訓令第４号 

都城市男女共同参画行政推進会議設置規程（平成 17年度訓令第 30号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 男女共同参画社会形成の促進に関する施策（以下「施策」という。）の円滑かつ効果的な推進を

図るため、都城市男女共同参画行政推進ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）を

設置する。 

（所掌事務） 

第２条 ワーキンググループの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 施策の企画及び推進に関すること。 

(２) 施策の関係部署の調整に関すること。 

(３) 施策について、調査、研究その他専門的な作業に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、男女共同参画行政の推進に関すること。 

（構成） 

第３条 ワーキンググループは、別表に掲げる職にある者がその所属する課の職員のうちから指名した

者をもって組織する。 

（会議の開催） 

第４条 ワーキンググループは、地域振興課長が必要に応じて招集する。 

２ ワーキンググループのリーダーは、地域振興課長が指名し、ワーキンググループの議長となる。 

（関係者の出席） 

第５条 必要に応じてワーキンググループに関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第６条 ワーキンググループの庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。 

附 則 

この訓令は、令和４年８月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

総合政策課長、秘書広報課長、総務課長、職員課長、危機管理課長、地域振興課長、市民課長、環境

政策課長、福祉課長、こども課長、保育課長、保護課長、健康課長、介護保険課長、農政課長、商工

政策課長、みやこんじょ PR課長、スポーツ政策課長、都市計画課長、住宅施設課長、教育総務課長、

学校教育課長、生涯学習課長、消防局総務課長 
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資料８ 都城市男女共同参画センター設置規則 

 

平成 22年 3月 26日 

    規則第２１号 

（設置） 

第１条 都城市男女共同参画社会づくり条例(平成１８年条例第３４２号)に規定する目的を推進する

ため、都城市役所内に都城市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。 

（業務） 

第２条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

(1) 男女共同参画社会の形成に関する相談に関すること。 

(2) 男女共同参画社会の形成に関する啓発活動に関すること。 

(3) 男女共同参画社会の形成に関する各種広報に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関すること。 

（開設時間等） 

第３条 センターの開設時間は、次の各号に掲げる日を除いた午前９時から午後４時までとする。ただ

し、市長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 

(3) １月２日、１月３日及び１２月２９日から３１日まで 

（職員） 

第４条 センターに必要な職員を置く。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
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資料９ 令和 3年度実施 男女共同参画に関する市民意識調査【概要】 

 

（１）調査目的 

  平成２８年度の意識調査以降、男女共同参画社会に向けた取組が進む中、現在の市民の男女共同参

画に関する意識と実態を把握するとともに、第４次都城市男女共同参画計画策定作業の基礎資料とす

るために実施しました。 

 

（２）調査区域と対象者 

  区域 ：市内全域 

  対象者：１８歳以上の市民３，０００人（無作為抽出） 

  ※１０代、２０代・・・７０代、８０代以上と年代で按分した無作為抽出 

 

（３）調査方法 

  ①郵送による配布・回収及びインターネット上での回収 

  ②広く意見を募るため市 HP にて調査対象外の方でも回答できるフォームを作成し、回答を募集 

   ※アンケート内容は、ほぼ同一であるが調査対象者と分けて集計 

 

（４）調査期間 

  令和３年６月１日（火）～６月２９日（火） 

 

（５）回収結果 

配布件数 有効回答数 有効回収率 

３，０００件 

９５４件 

（うち郵送：７５７件 インターネット：１９７件） 

市 HP 調査対象外の方からの回答：１２件 

３１．８％ 

 

（６）アンケートの項目 

  ① 回答者の属性について             

  ② 男女共同参画に関する意識について     

  ③ 仕事・子育て・教育について         

  ④ 男女共同参画の推進について      

  ⑤ ハラスメント・暴力について         

  ⑥ 男女共同参画社会づくりに関する取組についての御意見 

 

（７）アンケートの詳細な結果について 

  アンケートの詳細な結果については、下記ＱＲコードから市のＨＰで確認することができます。 
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■ 市民意識調査でいただいた御意見の一部を紹介 
 

 ・一番効果が出にくいかもしれないけれど、生きていくうえで一番大切なことかもしれないと思いま

す。頑張ってください。 【３０代：女性】 

 

 ・男女平等といわれている社会ですが、男・女共に不利な部分はたくさんあると思う。少しずつ「男

だから、女だから」という考えをする傾向がなくなってきているが、生活しにくい世の中だと思う

ことがたくさんあります。 【２０代：女性】 

 

 ・難しい問題だと思います。どちらが良いのではなく、平等に幸せに過ごせる世の中になって欲しい

です。 【２０代：女性】 

 

 ・小学校や中学校などの教育の場で、男女で比べたり、分けたりすることを少しずつでもなくしてい

き、幼い頃から男女平等な社会を目指している意味や大切さを伝えていく。これから育っていく子

どもたちがこの大切さを知ることで社会進出の希望が持て、性別差別をされることなく自由に生き

ていける期待が高まる未来になるのではないかと考える。 【１０代：女性】 

 

 ・男性・女性の性別に関係なく、個々の能力・長所・得意分野・資格などが生かせる社会環境になっ

てほしい。 【４０代：男性】 

 

 ・男女平等、性差別をなくすのは大切だが、生まれながらにして性差があるのは当然（男の方が力強

い、女の人しか産めない等）。それを踏まえた上で、男女の別でなく、個人個人の特性を生かせる社

会を作れたらと思います。 【５０代：女性】 

 

 ・男女共同参画の社会においては、近年いろいろな現場等において教育されて、向上してきていると

思いますが、まだまだだと思います。今後とも学校、社会その他の組織を通して教育が必要だと思

います。今後もよろしくお願いいたします。 【７０代：男性】 

 

 ・“男女”共同参画という言葉は、男女差別についての事のみであるように感じる。LGBT の方や障が

いのある方は関係ないと感じている人も多そう。もっと男女共同参画の内容がわかるような、誰に

でも当てはまるのだとわかるような言葉にならないかと思う。 【２０代：女性】 

 

 ・都城市に住む子育てを応援してくださろうという気持ちにいつも感謝しています。図書館や散歩の

途中で我が子に「かわいいね」と声をかけてくださることは、このコロナ禍の中でとても励みにな

ります。こどもの洋服を買いに行くと「男の子用」「女の子用」とはっきり区別してあってびっくり

したことがあります。女の子はピンク、男の子はブルー・・・自分たち親も知らぬ間に「女の子ら

しさ」「男の子らしさ」を植えつけているのかな･･･と思いました。長く続いた社会通念、習慣（こ

うあるべき）を変えるのは容易ではないと思いますが、私たち一人一人が「ちょっと違うんじゃな

い？」と声を挙げることで少しずつ変わっていけたらいいなと思いました。アンケートに答えてい

くことで、自分自身どう思っているのか振り返ることができました。ありがとうございました。 

【２０代：女性】 

 

・両親を見ていて、家庭のことの負担が偏っている状況でした。精神的に不安定になっている時の相

談窓口があってほしいと思います。 【１０代：男性】 

 

 ・時代の流れと共に、性別格差はなくなっていると思う。しかしながら、男女には其々の違った役割

分担があり、解消出来ない部分も多くある。これこそが多様性の 1 つではないだろうか。その中で、

男女参画社会という言葉があり続けること自体が、人間の中で“格差”を意識させ、ダイバーシテ

ィ(多様性）との両立を妨げる要因だと考える。 【３０代：男性】 
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資料１０ 第３次都城市男女共同参画計画（期間）実績報告 

 

第３次都城市男女共同参画計画（以下「第３次計画」という。）の平成 30年度から令和３年度まで

の取組実績に対する評価です。 

各担当課（令和４年４月１日現在）の評価と都城市男女共同参画社会づくり審議会の評価を表示し

ています。 

各欄の表示については、次のとおりです。 

 

具体的施策 

第３次計画の「基本目標」、「重点課題」及び「施策の方向」を実現するための具体的施策です。 

 重要業績評価指標 ＫＰＩ 

  具体的施策の目標達成度合いを測る指標となるものです。 

 計画期間の最終目標値 

  第３次計画期間中に達成すべき目標値です。 

 令和３年度実績値 

  令和４年４月１日現在の実績値を表示しています。 

 取組の状況 

  第３次計画期間（平成 30年度から令和３年度）の各担当課の具体的施策の取組状況です。 

 自己評価 

  各担当課の取組状況に対する自己評価です。評点の内容は、以下のとおり。 

 

【評点】 ５：大いに推進された ４：やや推進された ３：どちらともいえない 

           ２：やや後退した   １：大いに後退した 

  

 審議会評価 

  都城市男女共同参画社会づくり審議会による重点課題についての評価です。 

 

 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により取組を実施できなかった施策もあります。 
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Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革 

１ すべての人の人権の尊重 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
「差別の配慮」は計画期間中で浸透しているが、社会の状況を見ると「差別の排除」の段階とは言い難い。コロナ禍において、ＤＶ問題も指摘されて

いる。引き続き、積極的な広報・啓発が必要である。 3 

（１） 性別等にかかわる差別の排除  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆市が発行する広報紙、ラジオ、ホームページ等、

多様なメディアを通じ、人権意識の高揚、差別意識

の解消につながる広報・啓発を推進します。 
秘書広報課 

広報紙やラジオ、ホームページなどにお

いて、人権意識の高揚、差別意識の解

消につながる広報を行い、また、表現に

留意する 
↓（令和２年実施状況報告より変更）人

権啓発及び児童虐待に関する特集ペー

ジ数 

１頁 １．５頁 

・Ｈ30年度 広報 8月号に「人権啓発強調月間」（0.5頁）、広報 11月

号に「児童虐待防止推進月間」（0.5頁）の記事を掲載。 
・Ｒ元年度 広報 11 月号に「児童虐待防止推進月間」（0.5 頁）の記

事を掲載。あわせて、ＳＮＳの活用により若年層への啓発を強化。 
・Ｒ2 年度 人権啓発強調月間運動期間や、市・ＮＰＯなどが実施す

るイベントに併せて、広報紙に啓発記事をこまめに掲載。最新情報

を広報紙・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾗｼﾞｵ等多様な媒体を利用しながら、漏れなく

市民に周知した。 
・Ｒ3 年度 広報 8 月号に「人権啓発強調月間」（0.5 頁）、広報 11 月

号に「児童虐待防止推進月間」（1 頁）の記事を掲載。内容に合わせ

てこまめに発信することで、継続的な人権意識の高揚に繋がった。 

４ 

◆「人権啓発強調月間」や「人権週間」など、各種の

機会を通じて、人権問題に関する市民の認識を深

める広報・啓発を推進します。 
生涯学習課 人権啓発講演会参加者数 ８００名 

０回 ０名 
（新型コロナウイ

ルスのため） 

・平成３０年度は「はじめてのＬＧＢＴ（性的少数者）～誰もが住みや

すい街づくりを目指して」についてなど３回、令和元年度は「災害と人

権～そのとき命を守る、準備と行動～」についてなど３回開催し、啓

発活動を行えた。 
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点より、令和２年度、

令和３年度の人権啓発講演会は実施できなかった。 

２ 

◆学校や家庭において機会を通じて、児童生徒と

保護者が人権に対する尊重の精神の醸成を図りま

す。 
学校教育課 実施学校数 ５４校 ５４校 

・Ｈ30年度～Ｒ3年度 
参観日の授業や、学校便り、学級通信等で人権学習の内容を保護

者も共有できるようにしている。 
５ 

◆関係機関と連携し、被害者が相談しやすい環境

を整備し、性別等にかかわる差別に関する実態の

把握に努めるとともに、被害者保護のための施策を

図ります。また、関係機関と連携し、差別を防止・対

処するための体制の構築を進めていきます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 

市民意識調査「平等である」と回答した

人の割合の平均値 
３５% ４４．５% 

R3年度 男女共同参画に関する市民意識調査を実施した。 
アンケート対象者  3,000 名 年代ごとに案分して無作為抽出回答

数 954 （回答率：31.8％） 
５ 

◆人権問題に関する市職員の認識を深めるため、

職員研修を実施します。 職員課 新規採用職員研修 １回 １回 ・毎年、新規採用職員研修に組み込んで実施している。 ４ 

       

Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革 

２ 意識改革のための広報・啓発 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

コロナ禍で思うような活動が展開できてはいないが、オンラインの活用などコロナ禍での啓発活動について工夫も必要である。 4 
（２） 人権に対する理解と共感を広げる広報・啓発活動の展開  

具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆男女共同参画の理解促進を図るため、対象やテ

ーマ、年代に応じ、戦略的に広報・啓発に取り組み

ます。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 

◆「男女共同参画週間」や「人権週間」など、多様な

機会を捉えて、男女平等等の問題に関する市民の

認識を深める広報・啓発を推進します。 
生涯学習課 人権週間（１２月４～１０日）に全職員の

人権バッジ着用 １回 １回 ・１２月４日から１０日にかけての人権週間に合わせて、毎年全職員

に対してワッペンの着用を依頼し、啓発に努めた。 ４ 

◆「男女共同参画週間」や「人権週間」など、多様な

機会を捉えて、男女平等等の問題に関する市民の

認識を深める広報・啓発を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 

◆市が発行する広報紙、ラジオ、インターネット等、

多様なメディアを通じて広く男女共同参画に関する

広報・啓発を推進します。 
秘書広報課 

広報紙やラジオ、ホームページなどにお

いて、人権意識の高揚、差別意識の解

消につながる広報を行い、また、表現に

留意する。 
↓（令和２年実施状況報告より変更）男

女共同参画及び女性に対する暴力をな

くす運動に関する特集ページ数 

１．５頁 １．５頁 

・Ｈ30年度 広報 6月号に「男女共同参画週間」（0.5頁）、広報 11月

号に「女性に対する暴力をなくす運動期間」（0.5頁）の記事を掲載。 
・Ｒ元年度 広報 6月号に「男女共同参画週間」（0.2頁）、広報 11月

号に「女性に対する暴力をなくす運動期間」（0.5頁）の記事を掲載。 
あわせて、ＳＮＳの活用により若年層への啓発を強化。 
・Ｒ2年度 広報 6月号に「男女共同参画週間」（1頁）、広報 11月号

に「女性に対する暴力をなくす運動期間」（1頁）の記事を掲載。。最 
新情報を広報紙・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾗｼﾞｵ等多様な媒体を利用しながら、漏

れなく市民に周知した。 
・Ｒ3 年度 広報 6 月号に「男女共同参画週間」（0.5 頁）、広報 11 月

号に「女性に対する暴力をなくす運動期間」（1 頁）の記事を掲載。内

容に合わせてこまめに発信することで、継続的な人権意識の高揚に

繋がった。 

４ 

◆男女が相互に協力し、仕事、家事、育児、介護や

地域活動への参画を促進するための広報・啓発活

動を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 

◆社会制度・慣行が実質的に男女にどのような影

響を及ぼすのか常に検討するとともに、男女共同参

画に関する施策がどのような効果を生じているかの

調査を継続して進めます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 
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Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革 

２ 意識改革のための広報・啓発 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
行政の取組によって、表現に対する意識は高まっている。しかし、「すべての人」という時、どこまでを意識した人権尊重となっているだろうか。 
今後はもっと踏み込むべきだと感じる。 4 

（３） すべての人の人権を尊重した表現の推進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆市が発行する広報紙、印刷物について、性別や

障がい、人種等などに基づく固定観念にとらわれ

ず、すべての人の人権を尊重した表現となるように

配慮します。 
全部局 

（秘書広報課）広報紙において、性別や

障がい、人種にとらわれない表現となる

よう留意します。 
（地域振興課）国際理解及び多文化共

生社会の創造を図ります。 
（地域振興課）すべての人を対象とし、

性別等の固定観念にとらわれない表現

に配慮します。 
（市民課）各種証明の申請書や届書に

ついては、法令や国からの事務処理要

領等に定められたものを除き、性別欄

の削除を行う。 
（健康課）障がい、人種にとらわれない

表現となるよう留意します。 
（生涯学習課）公民館加入全世帯に 
「人権啓発特集号」を配布 
（消防局総務課）消防吏員募集のポスタ

ー・チラシ・ホームページなど性別にとら

われない人材を起用します。 
（各総合支所）行政連絡文書において、

性別や障がい、人種にとらわれない表

現となるよう留意する。 

― ― 

（秘書広報課）Ｈ30 年度～R３年度 広報の内容や表現について、すべての

人権を尊重した表現になっているか、発行前に担当全員でチェックを行っ

た。 
（地域振興課）本市に居住する外国人の人数が増加する中、ニーズに合わ

せた言語対応のガイドブック作成ややさしい日本語を併記した翻訳などい

ろんな場面に対応しながらの取組みを実施している。 
（地域振興課）平成 30 年度男女共同参画行政推進会議連絡会で説明令

和元年度 連絡会委員を対象に研修会実施講師：県男女共同参画センタ

ー外山氏福島県政広報物表現ガイドラインを配布令和 2 年度 市職員を

対象に、掲示板（LAN）で「言葉遣いに気をつけましょう」、「違いを受け入れ

ましょう」「それは、ハラスメント？～誰もが加害者になる可能性あり～」と、

福島県政広報物表現ガイドライン等で表現について啓発を行った。 令和

3年度 新型コロナにより実施なし 
（市民課）各種証明の申請書及び届書については現段階で対応できる性別

欄削除について実施できた。広報紙など市民の方への案内やお知らせの

文書については、すべての人の人権を尊重した表現となるよう配慮できた。 
（健康課）健（検）診の啓発媒体の表現において、障がいや人種にかかる表

現をしなかった。 
（生涯学習課）人権週間に合わせて 12 月１日に人権啓発特集号を 47500 

部発行 
（消防局総務課）H30年 ポスター・チラシ・HPへ女性消防士の情報の掲載 
R 元年 消防吏員募集のポスター・チラシ・HP など性別にとらわれない表現

で広報し、インターンシップを通し消防業務を広く広報した。 
R２年  ポスター・チラシ・HPへの女性消防士の情報を記載した。 
R３年  コロナ禍のため、zoomを使用し、女性に特化したインターンシップ 
（消防女子茶話会）を開催し、女性消防士の活躍を紹介した。 
（各総合支所）・自治公民館加入世帯に配布する文書について、男女共同

参画の視点に立って作成。苦情や意見は特に寄せられていない。性別や

障害、人権にとらわれない表現であるか、発送前に地域振興課で確認し

た。 

― 

◆市が発行する広報紙、ホームページ、印刷物につ

いて、性別や障がい、人種等などに基づく固定観念

にとらわれず、すべての人の人権を尊重した表現と

なるように配慮します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画行政推進会議連絡会で

表現方法について説明 １回/年 
０回 

（新型コロナウイ

ルスのため） 

H30 年度・令和元年度 男女共同参画行政推進会議連絡会で表現

方法について説明を行った。 
令和２年度・令和３年度 新型コロナウイルスに感染拡大により男女

共同参画行政推進会議連絡会を実施することができなかった。 
３ 

◆学校における、様々なメディアからの情報を正しく

理解する能力の向上や、自他の権利を尊重して責

任ある行動をとれる態度の育成など、メディア・リテ

ラシー の向上・育成に努めます。 
学校教育課 実施学校数 ５４校 ５４校 

・Ｈ30年度 
全児童生徒を対象に年１回以上実施 
・Ｒ元年度～Ｒ3年度全ての学校で年１回以上実施 

５ 

       

Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革 

２ 意識改革のための広報・啓発 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
計画期間中に全小中学校で男女混合名簿が導入されたことや中学校の制服について、女子生徒がスカートとスラックスを選択できるようになった

ことなどは評価できる点である。教育分野においては、今後も児童・生徒の声を拾いながら、見直しを図っていくことが求められる。 4 
（４） 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し  

具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆職場、学校、地域及び家庭などにおいて、慣習・

慣行が男女共同参画の視点に立って、見直しが進

められるように広報・啓発に取り組み、相談体制の

充実に努めます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
ふれあいアンケート「夫は外で働き、妻

は家庭を守るべきである」に「反対」or 
「どちらかといえば反対」の割合 

６８．３% ６６．６％ 

令和元年度 男女共同参画行政推進会議連絡会を２回開催し、外

部講師による研修を実施し、福島県発行の「県政広報物表現ガイド

ライン」を配布し、男女共同参画の視点に立った表現となるよう説明

を行った。 
令和２年度 連絡会(職員)で表現の方法や固定観念について説明を

行う。 
令和３年度 ,男女共同参画週間や女性に対する暴力をなくす週間

等で広報紙、ラジオ、パネル展開催等では啓発を行った。 

４ 

◆男女共同参画の理解促進を図るために、テーマ

や年代に応じた講座を開催するなど、広報・啓発に

取り組みます。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 

◆男女共同参画に関する法令や市の計画につい

て、理解を広げるための広報・啓発に取り組みま

す。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 

◆小・中学校において、男女混合名簿の活用が図ら

れるよう、啓発・推進します。 学校教育課 推進学校数 ５４校 ５４校 
・Ｈ30年度～Ｒ元年度 
男女混合名簿の活用が図られるよう、啓発・推進 
・Ｒ2年度～Ｒ3年度全小・中学校が混合名簿を使用 

５ 

◆教育の分野においても各人がその個性と能力を

十分に発揮できるように、性別による固定的な役割

分担などを反映した慣行等を見直すための意識改

革を進めます。 
学校教育課 実施学校数 ５４校 ５４校 

・Ｈ30年度 
性別による固定的な役割分担等を見直すための意識改革研修実施 
・Ｒ元年度～Ｒ3 年度道徳や日常の学校生活における、委員会活

動、行事等において、子ども一人一人の個性ややる気等を尊重して

役割分担を行っている。 

５ 
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Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革 

３ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
学校における男女共同参画については、アンコンシャス・バイアスの壁があると感じる。「子どもの頃からの男女共同参画の促進」なら、子どもに伝

える大人が男女共同参画についてしっかりと認識していく必要がある。性に関する教育はまだ不十分であると感じる。 4 

（５） 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆児童・生徒が、固定的な性別役割分担意識にとら

われずに、社会性や勤労観・職業観を持って主体的

に進路選択できる力を身につけることができるよう

に、職場体験やインターンシップなどの体験活動の

実施など、総合的な教育を推進します。 

学校教育課 実施学校数 ５４校 ５４校 
・Ｈ30年度～Ｒ3年度 
「家事は女性が行う」等の偏見や差別を解消するために、全ての学

校で「弁当の日」を設定し、性別に関係なく弁当作りを行うことでジェ

ンダーフリーに取り組んでいる。 
５ 

◆共に支え合う社会の一員として、男女が協力して

家庭を築き、家庭や地域での生活を創造する能力と

実践的な態度を育てる教育を推進します。 
学校教育課 文書や啓発物送付等の情報発信対象

校 ５４校 ５４校 
・Ｈ30年度～Ｒ3年度 
家庭の日を有効利用し、家族の絆を深めながら、その中で男女協働

について考えるきっかけを作るために、資料配布を行っている。 
５ 

◆心身ともに健康で健やかな児童・生徒の育成を目

指して、関係機関等との連携体制の整備を図りなが

ら性に関する教育を推進します。 
こども課 健康教育講師派遣 ― １件 

学校生徒を対象にした健康教育では、命や性に関する知識を伝える

だけでなく、その後自分のことと考えられるような資料を作成するよう

努めた。 
３ 

◆児童・生徒の人権感覚を育む人権尊重に関する

正しい知識や望ましい価値観、さらに、よりよい人間

関係を育てるための技能の育成を推進します。 
学校教育課 人権教育職員研修の実施 ５４校 ５４校 

・Ｈ30年度 
教職員を対象に人権教育職員研修を実施 
・Ｒ元年度～Ｒ3年度年に１回以上、全学校で人権研修を実施 

５ 

◆道徳教育において、互いの人格の尊重を基盤に

しながら、異性についての理解を深め、共に友情を

築き、成長しようとする態度を育てる教育を推進しま

す。 
学校教育課 実施学校数 ５４校 １９校 

・Ｈ30 年度～Ｒ元年度男女共同参画、ジェンダー平等、LGBTQ につ

いての基礎知識、「性 
自認」「性的指向」の理解などを対象とした教育を全学校で推進 
・Ｒ2年度～Ｒ3年度男女共同参画、ジェンダー平等、LGBTQ につい

ての基礎知識、「性自認」「性的指向」の理解などを対象とした教育を

複数の学校で推進 

３ 

◆男女共同参画について、子どもの頃から理解を

促進し、将来を見通した自己形成ができるよう、子ど

もの自己肯定力の育成・自己決定権について広報・

啓発を推進します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 

◆小・中学校において、男女混合名簿の活用が図ら

れるよう、啓発・推進します。【再掲】 学校教育課 導入学校数 ５４校 ５４校 
・Ｈ30年度～Ｒ元年度 
男女混合名簿の活用が図られるよう、啓発・推進 
・Ｒ2年度～Ｒ3年度全小・中学校が混合名簿を使用 

５ 

       

Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革 

３ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
研修では子ども達の声を聞く場も必要と考える。子どもたちがどんな風に感じているのかを理解し、大人がその声にどのように応えていくのかを考

えることが大切である。今後はリモートで講座ができるような環境整備も必要である。 4 

（６） あらゆる分野における教育・学習機会の充実  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、

個人の尊厳、男女平等に関する教育の充実に努

め、人権の尊重、男女の相互理解と協力の重要

性、家庭生活の大切さについて、広報活動を通して

学習の機会を提供します。 

学校教育課 人権教育職員研修の実施 ５４校 ５４校 
・Ｈ30年度 
教職員を対象に人権教育職員研修を実施 
・Ｒ元年度～Ｒ3 年度年に１回以上、全学校が校内研修や、市や県

主催の講座に参加 
５ 

◆日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、

個人の尊厳、男女平等に関する教育の充実に努

め、人権の尊重、男女の相互理解と協力の重要

性、家庭生活の大切さについて、広報活動を通して

学習の機会を提供します。 

生涯学習課 人権講座開催数 １４回 ２回（62人） 
・平成３０年度及び令和元年度は、目標値に近い開催が行えた。 
・新型コロナウイルスのため、令和２年度は年間事業休止、令和３年

度も半年以上事業休止を行い、広報活動及び講座実施が満足に行

なえなかった。 
２ 

◆「男女共同参画週間」、「人権週間」など、多様な

機会を捉えて研修会を開催するなど、より多くの市

民に対して男女共同参画を学習する機会を提供し

ます。 
生涯学習課 講演会の男性の参加者数 ３１０名 

０名 
（新型コロナウイ

ルスのため） 

・平成３０年度は「はじめてのＬＧＢＴ（性的少数者）～誰もが住みや

すい街づくりを目指して」についてなど３回、令和元年度は「災害と人

権～そのとき命を守る、準備と行動～」についてなど３回開催し、男

性参加者数についても目標値を大きく超える活動を行えた。 
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点より、令和２年度、

令和３年度の人権啓発講演会は実施できなかった。 

３ 

◆「男女共同参画週間」、「人権週間」など、多様な

機会を捉えて研修会を開催するなど、より多くの市

民に対して男女共同参画を学習する機会を提供し

ます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 

◆すべての人が自らに保障された法律上の権利

や、権利の侵害を受けた場合の対応等について正

確な知識を得られる「法識字」の推進を図ります。 
学校教育課 実施学校数 ５４校 ５４校 ・Ｈ30 年度～Ｒ3 年度小学校では６年生の歴史分野、中学校では１・

２年の歴史分野、３年生の公民で、人権について学習している。 ５ 

◆すべての人が自らに保障された法律上の権利

や、権利の侵害を受けた場合の対応等について正

確な知識を得られる「法識字」の推進を図ります。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 
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◆出前講座を開催するなど、市民が身近な場所で

男女共同参画について学習できる機会を充実しま

す。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 

◆男女共同参画を学習する対象者の年代や課題に

対応した学習機会を提供します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 
◆セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど

多様化するハラスメントの防止に向けた広報・啓発

を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 

◆男女共同参画社会づくりの理念について研修啓

発を行います。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画行政推進会議連絡会で

表現方法について説明 １回/年 
０回 

（新型コロナウイ

ルスのため） 

H30 年度・令和元年度 男女共同参画行政推進会議連絡会で表現

方法について説明を行った。 
令和２年度・令和３年度 新型コロナウイルスに感染拡大により男女

共同参画行政推進会議連絡会を実施することができなかった。 
３ 

       

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

４ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
会議などに女性が出席するだけでなく、多様な意見が反映されていくことが重要。政策決定等の場面では、配属・担当に男女で偏りがないか確認・

見直しが必要である。 3 

（７） 市の政策・方針決定過程等への女性の参画拡大  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆市の審議会等委員について、幅広い分野から女

性の人材についての情報の収集を進め、女性委員

の登用を推進します。 

全部局 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
市の審議会等における女性の割合 ４０% ２７．３% 

平成３０年度 幅広い分野から女性の人材についての情報の収集を

進め、女性委員の登用について各課に依頼します。 
令和元年度 審議会等における女性の割合の調査時に、男女共同

参画社会づくり条例に基づき、委員の性別が偏らないための取組を

依頼している。男女共同参画行政推進会議幹事会、連絡会におい

ては、各課の審議会等の状況について一覧表にして「見える化」し

ている令和２年度 調査依頼時や会議等の連絡の際、委員等の選

出で男女比率が片寄らないよう依頼した。 
令和３年度 審議会等の調査時に、各課長あてに、女性の登用につ

いて依頼した。 

２ 

◆市管理職への女性職員の登用については、性別

にとらわれることなく、個々の能力や適性を見極め、

積極的に登用を図ります。また、女性が管理職とし

て働きやすい環境づくりに努めます。 
職員課 管理職に占める女性管理職の比率 １５％ １７% 

・性別にとらわれることのない市管理職への職員登用の実施 
・「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」改定 
（R3～R7年度） 

５ 

 
      

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

４ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
行政の民間企業・事業所への積極的な働きかけが継続して必要だと感じる。行政が率先垂範しながら、民間企業・事業所の声を拾い、支援を行っ

ていってほしい。 3 

（８） 事業等の方針決定過程への女性の参画拡大  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆女性経営者等の育成を支援するため、商工団体

等と連携し、会員企業等に対する女性登用の啓発

に努めます。 
商工政策課 啓発活動回数 ２４回/年 

０回 
（新型コロナウイ

ルスのため） 

・Ｈ３０年度 総会等で女性登用の啓発を実施した。 
・Ｒ元年度 総会等で女性登用の啓発を実施した。 
・Ｒ２年度 新型コロナウイルス感染症の影響で、総会等が実施され

ず、啓発活動ができなかった。 
・Ｒ３年度 例年、総会等企業が集まる場での啓発を行っているが、

新型コロナウイルス感染症の影響で、総会等が実施されず、啓発の

機会がなかった。 

３ 

◆企業が積極的かつ自主的に雇用管理の改善を

行うよう、積極的改善措置(ポジティブ・アクション) 

の取組について啓発に努めます。 
商工政策課 啓発活動回数 ２回/年 ２回/年 

・Ｈ３０年度 就職説明会等で配布資料に内容を掲載。該当企業に

はシンボルマークの表示を実施。また、説明会等で周知活動を実施

した。 
・Ｒ元年度 企業が集まる求人受理説明会においての認定制度の説

明や宮崎県就職説明会での配布資料へ認定制度の説明を掲載す

るなど、制度自体の認知度を上げるために啓発を実施。説明会にお

いては認定取得企業のブースへ認定マークの掲示を行った。 
・Ｒ２年度 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、夏の就職説明会

が中止となったため、啓発活動が行えなかった。 
・Ｒ３年度 都城圏域就職説明会での配布資料へ認定制度の説明を

掲載するなど、制度自体の認知度を上げるために啓発を実施した。 

４ 

◆農林水産業の事業経営における政策・方針決定

過程等への女性参画を拡大し、女性の意思がより

反映されるような経営体制の構築に向けた取組を

推進します。 
農政課 人・農地プラン審査検討委員会の女性

委員の数/委員総数 ３６% ２７．２% ・農業委員から選任された女性農業委員を、都城市人・農地プラン

審査検討委員とした。 ３ 

◆女性リーダーの養成や女性活動団体の連携のた

めの各種学習機会を充実し、指導的な役割を果た

す新たな人材の育成を図ります。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 

◆企業や地域など、様々な分野で活躍する人材の

発掘に取り組むとともに、女性リーダーの資質を有 
する人材の把握に努め、積極的な活用を図ります。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 
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◆まちづくり協議会、自治公民館等の地域活動にお

ける運営・方針決定の場への女性の参画が進むよ

うに、関係機関等と連携を取りながら、研修・講座を

開催し、啓発と人材育成に努めます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 まちづくり協議会の女性役員の割合 １４．５% １４．５% 

平成３０年度 出前講座を実施し、対象者に応じた講座資料を作成

し、理解促進を図った。 
令和元年度 女性活躍推進協議会委員に人材育成講座を啓発する

とともに女性活躍推進計画のパンフレットを講座の参加者に配布し

た。 
令和２年度 男女共同参画社会づくりについて出前講座を実施し

た。 
令和３年度 男女共同参画週間等に実施する広報紙掲載、パネル

展、ラジオ出演時において役割分担意識の解消や、地域に女性の

参画を促すような啓発を実施した。 

３ 

       

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

５ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
子育て支援において、多様なライフスタイルへの対応は不可欠である。一方で「子どもが幸せになる権利」も保証されているのかを踏まえて対策の

中身の見直しも必要である。 4 

（９） 多様なライフスタイルに対応した子育て支援  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆共働き家庭が安心して就労できるように、放課後

帰宅しても保護者のいない児童のための放課後児

童クラブや児童館等、子どもの居場所づくりの 
支援策の充実を図り、放課後児童対策を推進しま

す。 

保育課 放課後児童クラブ事業の開設数 ７１箇所 ７１箇所 ・事業の継続 
・直営児童クラブの委託化 ５ 

◆共働き家庭が安心して就労できるように、放課後

帰宅しても保護者のいない児童のための放課後児

童クラブや児童館等、子どもの居場所づくりの 
支援策の充実を図り、放課後児童対策を推進しま

す。 

こども課 児童館利用者数 ７６，５００人 ５２，３３１人 ・市のホームページで児童館の活動を児童館だよりとして掲載した。 
・子育てガイド等による児童館利用の周知を行った。 ３ 

◆女性が母性を尊重され、働きながら安心して妊

娠・出産をするためには、家族や職場の理解、協力

が重要であることから、女性がその能力を発揮し生

涯を通じて健康で働き続けられるように、働く女性の

ための法制度の周知や、相談に努めます。 

こども課 母子健康手帳交付数 ― １，２０８件 

・母子健康手帳交付時及び各事業において、働く女性・男性のため

の出産・育児制度や相談窓口を周知し、保健センター内に、働く女性

のための妊娠・出産・関するポスターの掲示やリーフレットを設置。 
・働く女性より妊娠・出産に関する制度に関する相談があった場合は

必要に応じ、関係機関を紹介。 

３ 

◆休日保育、一時預かり、延長保育、病児・病後時

保育など、多様な保育サービスの充実を促進しま

す。 
保育課 一時預かり、延長保育、病後児保育利

用者延べ人数 
一時 211,500 延

長 37,300 病児

200人 

一時 184,662人

延長 41,459人

病児 495人 
・病児施設新規開設に係る周知、および事業の継続 ４ 

◆市民同士の共助の仕組みであるファミリー・サポ

ート・センターを広く周知し、地域全体で子育てを支

援する環境づくりを促進します。 
保育課 ファミリーサポートセンター利用件数 ５，６００件 ６，３９２件 ・事業の継続 

・援助会員の養成 ５ 

◆休日保育、一時預かり、延長保育、病児・病後時

保育など、多様な保育サービスの充実を促進しま

す。 
保育課 子育て支援センター利用者延べ人数 ４４，２００人 ５２，９９１人 ・３密を回避したイベントの開催 ４ 

◆育児や介護を行っている男女が働き続けることの

できる環境を目指して、ライフスタイルに応じた育

児・介護休業制度、短時間勤務制度、その他の両

立支援制度の周知を図るとともに、多様な働き方を

促進するための取組について啓発を推進します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 

       

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

５ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
民間への働きかけを積極的に行っていくことが重要である。 
仕事と家庭の両立が、様々な事情でできない世帯もある。両立が難しい状況に対し、どのようにアプローチ、支援していくかの視点も大切である。 3 

（10） 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆仕事と家庭の両立支援に積極的な企業を広く紹

介することで先進企業の社会的評価の向上を図る

とともに、仕事と家庭の両立支援制度等の情報提供

に努めます。 
商工政策課 啓発活動回数 ２回/年 ２回/年 

・Ｈ３０年度 就職説明会等で配布資料に内容を掲載。該当企業に

はシンボルマークの表示を実施。また、説明会等で周知活動を実施

した。 
・Ｒ元年度 企業が集まる求人受理説明会においてのポジティブアク

ションやひなたの極みなどの認定制度の説明、配布資料への掲載

するなど、制度自体の認知度を上げるために啓発を実施。 
・Ｒ２年度 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、夏の就職説明会

が中止となったため、啓発活動が行えなかった。 
・Ｒ３年度 都城圏域就職説明会での配布資料へ認定制度の説明を

掲載するなど、制度自体の認知度を上げるために啓発を実施。求人

受理説明会は開催中止となったが、企業に向けた資料配布があり、

認定制度の説明に関して掲載した資料を作成した。 

４ 

◆市職員の仕事と育児・介護等の両立を図るため、

休業制度等の利用促進に努めます。 職員課 男性職員の出産補助休暇等取得率 ９８％ １００% 
・休暇休業制度の周知 
・配偶者の妊娠・出産を申し出た職員に対して、個別面談等により育

児休業制度の周知や休暇等取得意向確認を行う取組みを開始 
（R3年度） 

４ 

◆少子・高齢化が進展する中で、男女が仕事と育

児・介護を両立させることができ、生涯を通じて充実

した職業生活を送ることができるようにするため、仕

事と家事・育児・介護等の両立に関する意識啓発を

進めます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 
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◆育児や介護を行っている男女が働き続けることの

できる環境を目指して、ライフスタイルに応じた育

児・介護休業制度、短時間勤務制度、その他の両

立支援制度の周知を図るとともに、多様な働き方を

促進するための取組について啓発を推進します。

【再掲】 

コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 

◆男性の家事・育児等に対する知識やスキルの向

上のための講座等を開催し、「男性の家事・育児等

への参画」を推進します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 男女共同参画に関する講演会、講座の
開催数 同上 同上 同上 ４ 

  
     

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

６ 働く場における男女共同参画の推進 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

待遇改善は社会的な問題であるが、女性の多くが非正規雇用とならざるを得ない現状に対し、市としてできる努力の範囲を整理し、しっかり示すこ

とが求められる。市の女性管理職の割合については、目標は達成しているものの、目標自体が低いと思われる。 3 

（11） 男女の均等な雇用機会と待遇の確保  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆市管理職への登用については、性別にとらわれ

ることなく、個々の能力や適正を見極め、積極的に

登用を図ります。 
職員課 管理職に占める女性比率 １５％ １７% 

・性別にとらわれることのない市管理職への職員登用の実施 
・「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」改定 
（R3～R7年度） 

５ 

◆労働者が性別により差別されることなく能力が発

揮できるような雇用環境の整備のために、男女雇用

機会均等法の周知・啓発に努めます。 
商工政策課 啓発活動回数 ２回/年 ２回/年 

・Ｈ３０年度 就職説明会等で配布資料に内容を掲載。該当企業に

はシンボルマークの表示を実施。また、説明会等で周知活動を実施

した 
・Ｒ元年度 企業が集まる求人受理説明会においてのポジティブアク

ションやひなたの極みなどの認定制度の説明、配布資料への掲載

するなど、制度自体の認知度を上げるために啓発を実施。 
・Ｒ２年度 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、夏の就職説明会

が中止となったため、啓発活動が行えなかった。 
・Ｒ３年度 都城圏域就職説明会での配布資料へ認定制度の説明を

掲載するなど、制度自体の認知度を上げるために啓発を実施。求人

受理説明会は開催中止となったが、企業に向けた資料配布があり、

認定制度の説明に関して掲載した資料を作成した。 

４ 

◆企業が積極的かつ自主的に雇用管理の改善を

行うよう、積極的改善措置(ポジティブ・アクション) 

の取組について啓発に努めます。 【再掲】 
商工政策課 啓発活動回数 ２回/年 ２回/年 

・Ｈ３０年度 就職説明会等で配布資料に内容を掲載。該当企業に

はシンボルマークの表示を実施。また、説明会等で周知活動を実施

した。 
・Ｒ元年度 企業が集まる求人受理説明会においての認定制度の説

明や宮崎県就職説明会での配布資料へ認定制度の説明を掲載す

るなど、制度自体の認知度を上げるために啓発を実施。説明会にお

いては認定取得企業のブースへ認定マークの掲示を行った。 
・Ｒ２年度 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、夏の就職説明会

が中止となったため、啓発活動が行えなかった。 
・Ｒ３年度 都城圏域就職説明会での配布資料へ認定制度の説明を

掲載するなど、制度自体の認知度を上げるために啓発を実施。求人

受理説明会は開催中止となったが、企業に向けた資料配布があり、

認定制度の説明に関して掲載した資料を作成した。 

４ 

◆女性の能力活用や職域拡大に努めるなど、雇用

上の男女の均等な機会の確保等に関し成果をあげ

ている事業者を推薦し、優れた取組を広く紹介しま

す。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 

◆男女共同参画センターの女性総合相談窓口の周

知・広報を図り、女性が抱える多様な悩みに女性相

談員が対応します。また、弁護士や臨床心理士等

専門家による面接相談を設けるなど働く女性の支援

を推進します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
弁護士や臨床心理士等専門家による面

接相談回数 １６回 １９回 

令和元年度 今年度からスーパーバイザーによる指導を始めたこと

によって相談員のスキルが向上したことで解決できた案件あり、よっ

て、法律相談の実施回数減平成３０年度・令和２年度・令和３年度 

女性総合相談で受け付けた相談内容により、それぞれの専門家を

紹介し、支援をした。 

４ 

       

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

６ 働く場における男女共同参画の推進 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

就業環境に応じた支援が求められている。個別化されていくニーズに細かく配慮していくことが、今後、ますます求められると考えられる。 3 

（12） 多様な就業ニーズを踏まえた就業環境の整備  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆創業意欲がある個人起業家やベンチャー企業の

支援・育成のための情報を提供し、起業を支援しま

す。また、継続して相談支援を行います。 
商工政策課 創業した人の数 １８名 １０名 

・Ｈ３０年度 ８月から１１月までの創業塾などで、周知を行った。。 
関係機関で創業に向けた支援を行った。 
・Ｒ元年度 ８月から１１月までの創業塾などで、周知を行った。。関

係機関で創業に向けた支援を行った。 
・Ｒ２年度 ８月から１１月までの創業塾などで、周知を行った。。関係

機関で創業に向けた支援を行った。 
・Ｒ３年度 ９月から１２月までの創業塾などで、周知を行った。。関係

機関で創業に向けた支援を行った。 

４ 
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◆在宅ワークや宅内起業など多様な働き方を考え

るきっかけを作り、実現のための支援を行います。 商工政策課 収入に繋がった女性の数 １６名 ９名 

・Ｈ３０年度 子育て世代の女性をメインターゲットとして創業支援セ

ミナーを実施した。 
・Ｒ元年度 新しい働き方を知ってもらうための機会であるスタートア

ップセミナーや、在宅で仕事を行うためのスキルを身につける在宅ワ

ークスキルアップ講座を実施した。 
・Ｒ２年度 新しい働き方を知ってもらうための機会であるスタートア

ップセミナーや、在宅で仕事を行うためのスキルを身につける在宅ワ

ークスキルアップ講座を実施した。 
・Ｒ３年度 新しい働き方を知ってもらうための機会であるスタートア

ップセミナーや、在宅で仕事を行うためのスキルを身につける在宅ワ

ークスキルアップ講座を実施した。 

３ 

◆ハローワーク等の関係機関と連携して、就職を希

望する母子家庭の母等の職業能力の向上と就職の

ための相談及び情報提供に努めます。 
こども課 相談件数 

（2016年度１名配置完了） ２００件 ３３０件 
母子父子自立支援員が相談を受け、必要と思われる関係機関（公

共職業安定所、市保護課、社会福祉協議会）へつなぐ。情報共有や

連携した対応を行う。 
４ 

◆「男性の暮らし方・意識の変革」を推進し、多様な

視点による職場のダイバーシティの進展を啓発しま

す。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 

       

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

６ 働く場における男女共同参画の推進 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

女性にどんな就業意欲があるのか、意識調査をし、それに基づいた能力開発のための施策が必要。 3 

（13） 女性の能力開発促進のための支援  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆創業意欲がある個人起業家やベンチャー企業の

支援・育成のための情報を提供し、起業を支援しま

す。また、継続して相談支援を行います。【再掲】 
商工政策課 創業した人の数 １８名 １０名 

・Ｈ３０年度 ８月から１１月までの創業塾などで、周知を行った。。 
関係機関で創業に向けた支援を行った。 
・Ｒ元年度 ８月から１１月までの創業塾などで、周知を行った。。関

係機関で創業に向けた支援を行った。 
・Ｒ２年度 ８月から１１月までの創業塾などで、周知を行った。。関係

機関で創業に向けた支援を行った。 
・Ｒ３年度 ９月から１２月までの創業塾などで、周知を行った。。関係

機関で創業に向けた支援を行った。 

４ 

◆在宅ワークや宅内起業など多様な働き方を考え

るきっかけを作り、実現のための支援を行います。 
【再掲】 

商工政策課 収入に繋がった女性の数 １６名 ９名 

・Ｈ３０年度 子育て世代の女性をメインターゲットとして創業支援セ

ミナーを実施した。 
・Ｒ元年度 新しい働き方を知ってもらうための機会であるスタートア

ップセミナーや、在宅で仕事を行うためのスキルを身につける在宅ワ

ークスキルアップ講座を実施した。 
・Ｒ２年度 新しい働き方を知ってもらうための機会であるスタートア

ップセミナーや、在宅で仕事を行うためのスキルを身につける在宅ワ

ークスキルアップ講座を実施した。 
・Ｒ３年度 新しい働き方を知ってもらうための機会であるスタートア

ップセミナーや、在宅で仕事を行うためのスキルを身につける在宅ワ

ークスキルアップ講座を実施した。 

３ 

◆女性職員の登用機会の拡大を図るため、様々な

研修、ジョブ・ローテーション及び人事評価制度の活

用等により、性別にかかわらず管理職員として必要

な経験や能力を備える職員の育成に努めます。 
職員課 女性活躍推進のための研修等 １回 

０回 
（新型コロナウイ

ルスのため） 

・Ｒ1年度までは研修に年 2回派遣していた。 
・Ｒ2年度からも研修に参加できるように予算措置を行っていたが、コ

ロナウイルス感染症の影響のため研修が中止となり派遣が出来な

かった。 
３ 

◆生涯学習講座を通して、女性のエンパワーメント

のための学習機会の情報を提供します。 生涯学習課 生涯学習ボランティア指導者の登録者

数 １８７名 １６７名 

・H30年度は目標値を上回る登録者数となった。 
・新型コロナウイルス感染拡大により、令和 2年度は年間、令和 3年

度は半年以上事業を休止することとなったが、随時、市ホームペー

ジや広報誌に記事を掲載し、ボランティア指導者募集や体験教室申

込募集の周知を図った。 

２ 

◆市の審議会等委員への女性登用を促進するた

め、女性の人材情報の整備・充実を図るとともに、

人材情報の積極的な活用を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 

◆女性が社会で指導的役割を果たす力をつけるこ

とができるよう、意欲と能力を高めるための講座や

研修を開催します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 

◆働き方が多様化し、個人が変化し続ける社会に

適応するためにリカレント教育を関係機関と連携し、

女性の学び・キャリア形成支援を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 
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Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

７ 様々な分野における男女共同参画の推進 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

地域社会にあるアンコンシャス・バイアスに対して、さらに理解を深める学びの場・取組が必要である。 3 

（14） 地域における男女共同参画の推進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆観光分野においては、顧客ターゲットの主流であ

る女性客をはじめ、たくさんの人々の支持を得ること

ができる観光づくりを目指し、きめ細やかな心配りと

清潔さの行き届いた雰囲気づくりに、女性の元気や

発想をこれまで以上に活用します。 

みやこんじょ PR 

課 

さまざまな年齢や職種の人たちをミート

ツーリズムメンバーに起用し、幅広く多く

の意見を参考にすることで、観光誘致の

政策につなげる。 

― 
(宛職のため) ６人 ・ミートツーリズム推進委員会・部会のメンバーはさまざまな年代・職

種・性別で構成し、意見や情報共有の機会を定期的に設けている。 ４ 

◆地域主導の観光地づくりに、男女を問わず地域

住民が郷土の魅力を高める取組に参加できるよう

に支援します。 
みやこんじょ PR 

課 

さまざまな年齢や職種の人たちを観光

ボランティアに起用し、幅広く多くの意見

を参考にすることで、観光誘致の政策に

つなげる。 

― 
（宛職のため) ４人（女性）/９人 ・地域のさまざまな年代・性別の住民にボランティアガイドを担ってい

ただいており、会を定期的に開催し情報共有している。 ３ 

◆環境分野においては、一人ひとりが生活・自然環

境に配慮し、人と自然が調和した社会を築いていく

ために、男女を問わず地域や社会において環 
境保全活動に積極的に参加することを支援します。 

環境政策課 環境まつりボランティアへ参加した女性

の割合 ５０％以上 
― 

（新型コロナウイ

ルスのため） 

・平成３０年度 ボランティア募集の際、男女等の偏りがないよう募集

を実施した。 
・令和元年度 ボランティア募集の際、男女等の偏りがないよう募集

を実施した。 
・令和２年度 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中

止。 
・令和３年度 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中

止。 

５ 

◆多様性のあるまちづくりを、男女を問わず地域 
住民等が主体となり、進めていく取組を行います。 都市計画課 都城市都市計画マスタープラン推進委

員会女性委員の数／委員総数 ５０% ５０% H30 年度から R３年度 委員の改選時に、後任として女性委員を推

薦いただくよう依頼 ４ 

◆市民団体への情報提供や地域づくりのリーダー

的人材の育成、団体間の連携・交流・協働の推進 
を図り、男女を問わず市民公益活動を支援します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 

◆まちづくり協議会、自治公民館等の地域活動にお

ける運営・方針決定の場への女性の参画が進むよ

うに、関係機関等と連携を取りながら、研修・講座を

開催し、啓発と人材育成に努めます。【再掲】 

コミュニティ文化

課→地域振興課 まちづくり協議会の女性役員の割合 １４．５% １４．５% 

平成３０年度 出前講座を実施し、対象者に応じた講座資料を作成

し、理解促進を図った。 
令和元年度 女性活躍推進協議会委員に人材育成講座を啓発する

とともに女性活躍推進計画のパンフレットを講座の参加者に配布し

た。 
令和２年度 男女共同参画社会づくりについて出前講座を実施し

た。 
令和３年度 男女共同参画週間等に実施する広報紙掲載、パネル

展、ラジオ出演時において役割分担意識の解消や、地域に女性の

参画を促すような啓発を実施した。 

３ 

◆ボランティアや NPO 活動、まちづくり協議会等の

活動を通じて、地域活性化のために、男女の積極的

な参画を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 まちづくり協議会の女性役員の割合 同上 同上 同上 ３ 

       

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

７ 様々な分野における男女共同参画の推進 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価 

農業等に携わる女性が意欲的に活動していけるように、今後さらに具体的な取組が必要だと感じる。 3 

（15） 農業等における男女共同参画の確立 

具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆女性農業者が活躍できる環境づくりとして、役割

分担や収益の分配等について家族で取り決めるこ

とのできる「家族経営協定」の締結やプロの農業経

営者である女性の認定農業者の育成を推進しま

す。 

農政課 「家族経営協定」の締結割合 ３２％ ３３．７% 

・Ｈ30年度 認定農業者の更新手続き時に推進した。 
・Ｒ元年度 認定農業者の更新手続き時に積極的に推進した。 
・Ｒ２年度  認定農業者の更新に合わせて積極的に推進できた。 
・Ｒ３年度  ホームページのリニューアルや、更新時期に合わせた

推進ができた。 

４ 

◆農畜産業に携わる意欲的な女性による「六次産

業化」に向けた取組や起業活動を推進します。 農政課 事業実施回数 ６回以上 ３回 

・H30年度 活動を積極的に行った。 
・R元年度 活動を積極的に行った。 
・R2 年度 新型コロナウイルス感染症予防の観点から活動を中止し

た。 
・R3 年度 新型コロナウイルス感染症の状況から実績件数は減少し

たが、感染症予防を徹底しながら活動を行えた。 

４ 

◆農畜産業に携わる意欲的な女性による「六次産

業化」に向けた取組や起業活動を推進します。 
ふるさと産業推

進局課 
平成 30年度以降の実施事業にいては、

農政課に統合 農政課にて設定 農政課にて設定 農政課にて設定 農政課に

て設定 

◆男女共同参画センターの女性総合相談窓口の周

知・広報を図り、女性が抱える多様な悩みに女性相

談員が対応します。また、弁護士や臨床心理士等

専門家による面接相談を設けるなど働く女性の支援

を推進します。【再掲】 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
弁護士や臨床心理士等専門家による面

接相談回数 １６回 １９回 

令和元年度 今年度からスーパーバイザーによる指導を始めたこと

によって相談員のスキルが向上したことで解決できた案件あり、よっ

て、法律相談の実施回数減平成３０年度・令和２年度・令和３年度 

女性総合相談で受け付けた相談内容により、それぞれの専門家を

紹介し、支援をした。 

４ 
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Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

８ 生涯にわたる健康支援 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
学校教育の場でも、小学校高学年・中学生を対象に性差に関する学びの機会や互いの心身を思いやる意識を深める取組を増やしていくことが大

切である。 3 

（16） 性と妊娠・出産等に関する健康と権利に関する支援  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆妊娠・出産期の女性の健康支援に努めるとともに

「性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・ヘ

ルツ/ライツ）」について、正しい知識の普及に努め

ます。 
こども課 妊娠週数 11週以下の妊娠届出率 ９２．５％ ９４．２%（見込） 各種母子保健事業を通じ、性や生殖に関する正しい知識をライフス

テージに応じの周知に努めている。 ３ 

◆安心して出産・子育てができるように、パパ・ママ

教室の開催や不妊治療、妊婦の健康診査、訪問指

導などの支援を行います。 
こども課 産前・産後サポート事業参加組数 １２６組 ９５組 

・母子健康手帳交付時に、パパママ教室や訪問指導などの支援事

業を周知。相談があった場合や支援の必要な家庭には、訪問や電

話連絡等でも教室を勧奨。 
・出産・子育てへの心配事に対して、教室では助産師からの助言や

手技の体験等を実施することで、安心して子育てができるような支援

を行った。 

３ 

◆性に関する正しい知識を持ち、自分と他者の心身

を大切にする意識を育むために、児童・生徒の発達

段階に応じた性教育を進めます。 
学校教育課 実施学校数 ５４校 ５４校 

・Ｈ30年度～Ｒ3年度 
各小・中学校の保健体育科の授業において、発達段階に応じた性

教育を、養護教諭と連携しながら取り組んでいる。 
５ 

       

Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

８ 生涯にわたる健康支援 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
若い世代に響く対策が求められる。健康であることは、自分自身はもちろんであるが、家族なども幸せにするという意識を醸成していく取組が必要

である。 3 

（17） 生涯にわたる健康保持増進対策の推進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆ライフステージに応じた的確な自己管理を行うこ

とができるよう、健康教育に取り組みます。 健康課 健康教育（企業や団体等から依頼され

る）の受講者数 ２００人 １１７人 
ハロー市役所元気講座などを通して、健康教育の推進に取り組ん

だ。 
令和 2 年度、令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症により、教室

や講座の中止が多く、実績数は大幅に減少した。 
３ 

◆ライフステージに応じた的確な自己管理を行うこ

とができるよう、健康教育に取り組みます。 健康課 主に 40歳以上を対象とした健康教室の

受講者数 ３００人 
０人 

（新型コロナウイ

ルスのため） 

専門職（医師、理学療法士など）による健康ライフ教室などを通し

て、自身の健康管理への健康意識改善につなげる取組を行った。特

定健診結果から、特に注意すべき対象者に対して、教室の案内チラ

シを配布して教室参加を促した。 
令和 2年度（1日程）と、令和 3年度（全日程）は、新型コロナの影響

により、教室を中止としたため。実績数は減少した。 

３ 

◆生涯を通じた健康づくりへの支援を図るため、健

康づくり関係者への研修に取り組みます。 健康課 食生活改善推進員の育成研修及び養

成研修の回数 ６回/年 ６回/年 
H28～R 元年までは、推進員 1 人当たり２回/年ずつ、調理実習を伴

う育成研修を通した自己学習の場を提供した。 
R2、R3 は、新型コロナの影響で育成研修は実施できなかったが、自

己研鑽研修（人制限をして、講義のみの研修）を実施した。 
４ 

◆生涯を通じた健康づくりへの支援を図るため、健

康づくり関係者への研修に取り組みます。 健康課 代表者会の回数 ３回/年 ２回/年 
定期的に代表者会を実施し、代表者との連携が円滑にいくよう努め

た。 
R2、R3 は新型コロナの影響により、文書による連絡事項を行い、電

話等で連携の強化に努めた。 
３ 

◆女性特有の疾患や健康問題の相談に応じるた

め、相談体制の充実を図るとともに保健師の資質向

上に努めます。 
健康課 保健師業務調整会議の実施回数 ― １回/年 

令和元年度までは、年 12 回開催し保健師間の情報の共有に努め

た。 
令和 2年度は、3回開催。感染拡大防止及び業務効率化のため、業

務調整会議の定期開催を中止した。 
令和 3年度は 1回開催。月に 1回の定期開催から、お知らせがある

際に集まる随時開催に変わった。 

３ 

◆スポーツを通して、生涯にわたって心身ともに健 
康で活力ある生活を営むことができるよう努めま

す。 

スポーツ振興課 

→スポーツ政策

課 
１週間に１回３０分以上の運動実施率 ５５．６％ ４３．３% 

・スポーツ習慣化促進事業イベントを２回実施したが、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、人数制限を実施したり、感染対策に対

応したイベントに変更するなど、規模を縮小しての開催となった。 
３ 

◆自殺者の約７割が男性を占めている現状を踏ま

え、生涯を通じた心身の健康維持のため、関係機関

との連携を図るとともに、誰もが相談しやすい体制

づくりや相談窓口の広報に努めます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 １０件 １０件 

平成３０年度 相談員が研修に参加しやすい環境づくりを推進した。 
令和元年度 スーパービジョン３回実施女性教育会館、九州圏内女

性相談員研修、男女共同参画センター会議、宮崎県男女共同参画

センター主催研修に派遣し相談業務のスキルアップを図り、「みやこ

のじょう福祉就労支援センター」に同行支援を行った。 
令和２年度 スーパービジョンの実施や、県男女参画研修センター

主催の研修等に相談員を派遣し、資質の向上を図った。 
令和３年度 スーパービジョンは 3 回実施。国や県等が実施する研

修に、時間を工面して受講した。 

５ 

       

Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

８ 生涯にわたる健康支援 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
命を守るとは健康を考える事であり、その健康とは自分自身だけでなく、家族をはじめ他者の健康も含まれる。自身を大切にし、他者のことも考え

ていく健康のあり方を伝えていく必要がある。 3 

（18） 健康を脅かす問題についての対策の推進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆女性特有のがんの予防と早期発見のため、がん

に関する正しい知識の普及啓発やがん検診の受診

率向上対策に取り組むほか、相談支援体制の充実

など総合的ながん対策の推進を図ります。 
健康課 子宮がん検診受診者数（対象者：20 歳

以上） ３回/年 ５，８６１人 

（3/31 時点） 

検診ガイドやクーポン券の作成、包括連携締結事業を実施し受診率

向上を図り、個別検診、集団検診を実施。令和 2 年度は新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、集団で実施するがん検診が一部中止に

なった。 
２ 



 
 

- 145 - 
 

◆女性特有のがんの予防と早期発見のため、がん

に関する正しい知識の普及啓発やがん検診の受診

率向上対策に取り組むほか、相談支援体制の充実

など総合的ながん対策の推進を図ります。 
健康課 乳がん検診受診者数（対象者：40 歳以

上） ― ３，８７３人 

（3/31 時点） 

検診ガイドやクーポン券の作成、包括連携締結事業を実施し受診率

向上を図り、個別検診、集団検診を実施。令和 2 年度は新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、集団で実施するがん検診が一部中止に

なった。 
２ 

◆関係機関と連携して、健康を脅かす問題について

の正しい知識の普及啓発に努めます。 健康課 
女性が多く所属している職場（ＪＡ等）や

社会保険扶養者に対する啓発及び商

業施設でのイベントによる啓発活動回

数 
３回/年 ３回/年 

協会けんぽと合同の受診啓発やショッピングセンターでのがん検診

啓発キャンペーンを実施した。生命保険会社と包括連携協定を結

び、保険の加入者にがん検診受診を促した。 
４ 

◆薬物の乱用の影響に関する正しい知識の普及 
等、薬物乱用対策を関係機関と連携して行います。 健康課 管轄は都城保健所であり情報提供及び

連携を図る ― 
提供のあったポ

スターを市庁舎

に掲示した 

県の健康増進課や、保健所等から定期的にポスターの提供があり、

その都度、市庁舎に掲示したり、窓口に設置したりした。 
必要に応じて、定期的に県と連絡をとり合い、連携に努めた。 

３ 

◆特定健診、ウォーキングやステップ運動教室等健

康増進事業を行い、生涯にわたる健康保持を図りま

す。 
健康課 

特定健診受診率（対象者：４０歳以上７ 
４歳未満の都城市国民健康保険加入

者） 
５６% 

４９．４％（12,545 

人/25,383人）3 

月末時点 

5 月に対象者全員へ受診券の送付、8 月末に未受診者勧奨を実施

した。 
商工会や JAの会員等に特定健診受診勧奨のチラシを配布した。 
日曜健診や他の検診と同日実施を行った。 
R3年度は新型コロナの影響による受診者数減少のため、健診実 
施期間を 10月末から 2月末まで延長し、受診機会の確保に努めた。 

３ 

◆特定健診、ウォーキングやステップ運動教室等健

康増進事業を行い、生涯にわたる健康保持を図りま

す。 
健康課 健康づくり会が実施するウォーキングを

含む運動参加者数 １，２００人 
０人 

（新型コロナウイ

ルスのため） 

健康づくり会とも連携を行い、ウォーキング推進に取り組んだ。 
R2、R3 は新型コロナの影響により、集客を伴うウォーキングイベント

は全て中止としたが、個人でのウォーキングは積極的に実施するよ

うに健康づくり会に呼びかけを行った。 
３ 

◆特定健診、ウォーキングやステップ運動教室等健

康増進事業を行い、生涯にわたる健康保持を図りま

す。 
健康課 ステップ運動参加者数 ４４５人 

０人 
（新型コロナウイ

ルスのため） 

広報誌や市 HPを通して、ステップ運動教室への参加を促した。 
積極的な実施を促すため、市民主体の教室実施とした。 
R 元（一部）、R2、R3 は新型コロナの影響により、教室は全て中止と

した。 
３ 

       

Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

９ 配偶者等に対するあらゆる暴力（ＤＶ）の根絶 
【DV 対策基本計画】 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
体罰や親子間での暴力は、教育やしつけではないことをしっかり伝えていくことが重要である。デートＤＶは、若年層にしっかり啓発していかなけれ

ばならない。 3 

（19） あらゆる暴力の根絶に向けた教育・啓発の推進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆都城市セクシュアル・ハラスメントの防止に関する

規程に基づき、市職員に対して研修を行うとともに、

相談窓口を設置します。 
職員課 ハラスメント研修等 １回 

０回 
（新型コロナウイ

ルスのため） 

・Ｒ1年度までは研修を実施していた。 
・Ｒ2年度からも研修に参加できるように予算措置を行っていたが、コ

ロナウイルス感染症の影響のため研修が中止となった。 
３ 

◆ＤＶの発生を未然に防ぐために、若年者へのＤＶ

予防教育を充実します。また、あらゆる暴力につい

ての正しい知識のための広報・啓発を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 

◆ＤＶの発生を未然に防ぐために、若年者へのＤＶ

予防教育を充実します。また、あらゆる暴力につい

ての正しい知識のための広報・啓発を推進します。 
学校教育課 実施学校数 ５４校（１０校) 

人権教育実施 

校数 ５４校 
デート DV実施 

校数 ０校 

・Ｒ元年度 
自他の尊重について考えさせるための人権教育として実施 
・Ｒ2年度～Ｒ3年度 
LGBTQや男女協働参画は学習しているが、デート DVまでは踏み込

んでいない。 

３ 

◆ＤＶの発生を未然に防ぐために、若年者へのＤＶ

予防教育を充実します。また、あらゆる暴力につい

ての正しい知識のための広報・啓発を推進します。 
生涯学習課 人権ビデオの貸し出し件数 ２０件 ２０件 家庭教育学級や、高齢者学級などで活用してもらえるように、開設

説明会等で周知を行った。 ３ 

◆関係機関と連携し、被害者が相談しやすい環境

を整備し、DV に関する実態の把握に努めるととも

に、被害者保護のための施策を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 １０件 １０件 

平成３０年度 相談員が研修に参加しやすい環境づくりを推進した。 
令和元年度 スーパービジョン３回実施女性教育会館、九州圏内女

性相談員研修、男女共同参画センター会議、宮崎県男女共同参画

センター主催研修に派遣し相談業務のスキルアップを図り、「みやこ

のじょう福祉就労支援センター」に同行支援を行った。 
令和２年度 スーパービジョンの実施や、県男女参画研修センター

主催の研修等に相談員を派遣し、資質の向上を図った。 
令和３年度 スーパービジョンは 3 回実施。国や県等が実施する研

修に、時間を工面して受講した。 

５ 

◆「女性に対する暴力をなくす運動」期間のほか、

様々な機会をとらえ、女性に限らず、暴力を許さな

い社会環境づくりに向けて、広報・啓発活動を推進

します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 同上 同上 同上 ４ 

◆職場などにおいてセクシャル・ハラスメントの防止

に向けた事業所での取組の推進について啓発に努

めるとともに、性犯罪の未然防止のための広報・啓

発を推進します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 市民意識調査「DV」についての認知度 ６０% ７０．４% 
令和３年度 6 月にアンケートを実施。毎年、男女参画週間、女性に

対する暴力をなくす週間等に、広報紙、ラジオ出演、パ熱展開催等

で啓発した。 
５ 
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Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

９ 配偶者等に対するあらゆる暴力（ＤＶ）の根絶 
【DV 対策基本計画】 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

安心して相談できる体制として、「場」の提供もある。市役所の２階に相談窓口がある現状では、相談者が足を向けにくいのではないか。 3 

（20） 安心して相談できる支援体制の充実・強化  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆被害者の申請により、住民票及び戸籍附票の交

付・閲覧を制限することで、被害者の保護及び支援

の充実を図ります。 
市民課 

被害者をすみやかに個室に案内し、 
DV担当職員が丁寧に対応する。 
支援措置申出件数 

― ９０件 被害者をすみやかに個室に案内し、該当者のプライバシーが守られ

るよう DV担当職員が配慮しながら対応した。 ３ 

◆女性総合相談の内容に応じた配慮・対応ができ

るように、関係機関との連絡会議等で連携体制の強

化を図ります。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 １０件 １０件 

平成３０年度 相談員が研修に参加しやすい環境づくりを推進した。 
令和元年度 スーパービジョン３回実施女性教育会館、九州圏内女

性相談員研修、男女共同参画センター会議、宮崎県男女共同参画

センター主催研修に派遣し相談業務のスキルアップを図り、「みやこ

のじょう福祉就労支援センター」に同行支援を行った。 
令和２年度 スーパービジョンの実施や、県男女参画研修センター

主催の研修等に相談員を派遣し、資質の向上を図った。 
令和３年度 スーパービジョンは 3 回実施。国や県等が実施する研

修に、時間を工面して受講した。 

５ 

◆相談者の様々な悩みやニーズに対応できるよ 
う、相談員の研修を行い被害者の支援体制を充実

します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 同上 同上 同上 ５ 

◆相談者の必要に応じて、関係課・機関とのケース

会議を開催し、積極的な問題解決を図り、生活再建

のための就業相談や情報提供を行います。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 同上 同上 同上 ５ 

◆配偶者からの暴力の被害者や家庭内暴力に巻き

込まれ、心理的・身体的に被害を受けている子ども

に配慮した相談に努めます。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 同上 同上 同上 ５ 

◆被害者のニーズに対応した支援が効果的に行え

るように、警察や宮崎県配偶者暴力被害者支援セ

ンター（女性相談所）、性暴力被害者支援等センタ

ー（さぽーとねっと宮崎）等の関係機関との緊密な連

携を図ります。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 同上 同上 同上 ５ 

◆男女共同参画センターの女性総合相談窓口の周

知・広報を図り、必要に応じて、弁護士や臨床心理

士等専門家による面接相談を設けるなどの支援を

推進します。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
弁護士や臨床心理士等専門家による面

接相談回数 １６回 １９回 

令和元年度 今年度からスーパーバイザーによる指導を始めたこと

によって相談員のスキルが向上したことで解決できた案件あり、よっ

て、法律相談の実施回数減平成３０年度・令和２年度・令和３年度 

女性総合相談で受け付けた相談内容により、それぞれの専門家を

紹介し、支援をした。 

４ 

       

Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

９ 配偶者等に対するあらゆる暴力（ＤＶ）の根絶 
【DV 対策基本計画】 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

ＤＶ被害者の支援対策として、住居を確保することが必要。ＤＶ被害者に対し、市営住宅の即入居可能な対応などが求められる。 3 

（21） 被害者の安全と安心の確保  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆被害者の申請により、住民票及び戸籍附票の交

付・閲覧を制限することで、被害者の保護及び支援

の充実を図ります。 
市民課 

被害者の申請により警察などの関係機

関への確認を行ったうえで支援措置を

開始する。 
住民票・戸籍附票のロック、住民票閲覧

の制限、戸籍記載事項証明のマスキン

グを確実に行う。 
支援措置申出件数 

― ９０件 
被害者から聞き取りを十分に行い、相談機関と連携して認定に係る

審査を行った。認定後は、住民票・戸籍附票のロック、住民票閲覧の

制限、戸籍記載事項証明のマスキングを複数人で確認して確実に

実施した。 
３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。 
学校教育課 

関係機関との連携により、被害者の支

援を行うため、目標値に数値を設定する

のは適当ではない。 
― ５４校 

・Ｒ2年度 
連携の強化について、関係機関と共通理解を図った。 
・Ｒ3年度 
都城児童相談所長が児童虐待防止への協力について校長会で依

頼 

５ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。 
こども課 家庭児童相談件数 ― ２１１件 被害者の状況に応じ、女性相談室、警察、児童相談所等、関係機関

と連携をはかり必要な支援を実施している。 ３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。 
保育課 新規相談件数 ３３件 ８件 

・窓口、電話等でのきめ細やかな対応と保育園入所までの相談支援 
・相談者の適正な個人情報の管理 
・関係機関との協力体制づくりの強化 
・入所利用調整にかける場合、加点することで入所を優先 

３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。 
福祉課 

コア会議件数他課と連携するケースに

ついては、他課と連携し課題解決に取り

組む 
― 

コア会議５２件他

課と連携したケ

ース会議１件 
被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全と安心の確保に努

めた。 ３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。 
介護保険課 養護者による高齢者虐待相談件数 

ー 
(数値設定は適

当ではない) 
８３件 

・平成 30年度、令和元年度においては、介護保険事業所、地域包括

支援センター職員、医療ソーシャルワーカー、民生委員・児童委員等

を対象に研修会を実施し、県の高齢者虐待対応専門職チームによ

る講演やグループワークを通して、高齢者虐待についての基礎知識

や援助方法のを学ぶ機会を設けた。 
・令和 2年度は新型コロナ感染拡大防止のため研修会を中止。 
・令和 3年度においては、民生委員や介護支援専門員、地域包括支

援センター職員等へ市内の一部の地区において小規模の講演会を

実施。 

４ 

◆住宅に困窮するＤＶ等の被害者に対して、市営住

宅への入居支援を実施します。 住宅施設課 
関係機関との連携により、被害者の支

援を行うため、目標値に数値を設定する

のは適当ではない。 
― ― 実績なし ３ 
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◆経済的な不安を抱えるDV被害者のため、生活保

護法に基づき、「その困窮の程度に応じ、必要な保

護を行い、その最低限度の生活を保障するととも

に、その自立を助長」します。 
保護課 DV被害者相談件数 ― ５件 H３０年度～R３年度 

地域振興課女性相談員や関係各課・機関との連携 ４ 

◆相談者の必要に応じて、関係課・機関とのケース

会議を開催し、積極的な問題解決を図り、生活再建

のための就業相談や情報提供を行います。 
【再掲】 

コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 １０件 １０件 

平成３０年度 相談員が研修に参加しやすい環境づくりを推進した。 
令和元年度 スーパービジョン３回実施女性教育会館、九州圏内女

性相談員研修、男女共同参画センター会議、宮崎県男女共同参画

センター主催研修に派遣し相談業務のスキルアップを図り、「みやこ

のじょう福祉就労支援センター」に同行支援を行った。 
令和２年度 スーパービジョンの実施や、県男女参画研修センター

主催の研修等に相談員を派遣し、資質の向上を図った。 
令和３年度 スーパービジョンは 3 回実施。国や県等が実施する研

修に、時間を工面して受講した。 

５ 

◆配偶者からの暴力の被害者や家庭内暴力に巻き

込まれ、心理的・身体的に被害を受けている子ども

に配慮した相談に努めます。【再掲】 
コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 同上 同上 同上 ５ 

◆被害者のニーズに対応した支援が効果的に行え

るように、警察や宮崎県配偶者暴力被害者支援セ

ンター（女性相談所）、性暴力被害者支援等センタ

ー（さぽーとねっと宮崎）等の関係機関との緊密な連

携を図ります。【再掲】 

コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 同上 同上 同上 ５ 

 
      

Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

９ 配偶者等に対するあらゆる暴力（ＤＶ）の根絶 
【DV 対策基本計画】 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
被害者のためのサービスが多くあっても、被害者がそれを理解できないまま、利用しないこともある。就労支援とあわせて、各種行政手続きを各課

が連携して支援する体制を強化してほしい。 3 

（22） 被害者の生活再建への支援   
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆被害者の申請により、住民票及び戸籍附票の交

付・閲覧を制限することで、被害者の保護及び支援

の充実を図ります。 
市民課 

相談の内容に応じて、市役所関係各課

及び市の女性総合相談室等につなぐ。 
支援措置申出件数 

― ９０件 市役所関係各課及び市の女性総合相談室等と連携し、被害者から

の相談内容に応じた対応・案内を行った。 ３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。【再掲】 
学校教育課 

関係機関との連携により、被害者の支

援を行うため、目標値に数値を設定する

のは適当ではない。 
― ５４校 

・Ｒ2年度 
連携の強化について、関係機関と共通理解を図った。 
・Ｒ3年度 
都城児童相談所長が児童虐待防止への協力について校長会で依

頼 

５ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。【再掲】 
こども課 新規相談件数 ― ２２１件 

対象児童の出席状況の確認や定期的な家庭訪問等により虐待の発

生予防・早期発見を行い、必要に応じて母子生活支援施設や児童

相談所での一時保護といった福祉サービスの紹介を行った。 
３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。【再掲】 
こども課 管理ケース件数 ― ２１１件 被害者の状況に応じ、女性相談室、警察、児童相談所等、関係機関

と連携をはかり必要な支援を実施している。 ３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。【再掲】 
保育課 新規相談件数 ３３件 ８件 

・窓口、電話等でのきめ細やかな対応と保育園入所までの相談支援 
・相談者の適正な個人情報の管理 
・関係機関との協力体制づくりの強化入所利用調整にかける場合、

加点することで入所を優先 
３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。【再掲】 
福祉課 

コア会議件数他課と連携するケースに

ついては、他課と連携し課題解決に取り

組む 
― 

コア会議５２件 

他課と連携した

ケース会議１件 
被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全と安心の確保に努

めた。 ３ 

◆被害者の状況に応じて、関係機関と連携し、安全

と安心の確保に努めます。また、教育、保育、介護

等を受ける必要がある場合については、関係各課と

連携して対応します。【再掲】 
介護保険課 養護者による高齢者虐待相談件数 

ー 
(数値設定は適

当ではない) 
８３件 

・平成 30 年度、令和元年度においては、介護保険事業所、地域包

括支援センター職員、医療ソーシャルワーカー、民生委員・児童委員

等を対象に研修会を実施し、県の高齢者虐待対応専門職チームに

よる講演やグループワークを通して、高齢者虐待についての基礎知

識や援助方法のを学ぶ機会を設けた。 
・令和 2年度は新型コロナ感染拡大防止のため研修会を中止。 
・令和 3年度においては、民生委員や介護支援専門員、地域包括支

援センター職員等へ市内の一部の地区において小規模の講演会を

実施。 

４ 

◆相談者の必要に応じて、関係課・機関とのケース

会議を開催し、積極的な問題解決を図り、生活再建

のための就業相談や情報提供を行います。 
【再掲】 

コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 １０件 １０件 

平成３０年度 相談員が研修に参加しやすい環境づくりを推進した。 
令和元年度 スーパービジョン３回実施女性教育会館、九州圏内女

性相談員研修、男女共同参画センター会議、宮崎県男女共同参画

センター主催研修に派遣し相談業務のスキルアップを図り、「みやこ

のじょう福祉就労支援センター」に同行支援を行った。 
令和２年度 スーパービジョンの実施や、県男女参画研修センター

主催の研修等に相談員を派遣し、資質の向上を図った。 
令和３年度 スーパービジョンは 3 回実施。国や県等が実施する研

修に、時間を工面して受講した。 

５ 

◆住宅に困窮するＤＶ等の被害者に対して、市営住

宅への入居支援を実施します。【再掲】 住宅施設課 
関係機関との連携により、被害者の支

援を行うため、目標値に数値を設定す

るのは適当ではない。 
― ― 実績なし ３ 

◆経済的な不安を抱えるDV被害者のため、生活保

護法に基づき、「その困窮の程度に応じ、必要な保

護を行い、その最低限度の生活を保障するととも

に、その自立を助長」します。【再掲】 
保護課 DV被害者申請件数 ― ４件 H３０年度～R３年度 

地域振興課女性相談員や関係各課・機関との連携 ４ 
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Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

１０ 支援を必要とするすべての人が安心して暮らせる

環境の整備 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  
ひとり親世帯も母子だけでなく、父子、祖父母と子など様々な状況がある。支援を必要とする人の把握に努め、支援・相談体制の充実が求められ

る。 3 

（23） ひとり親家族等の生活安定と自立支援  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆ひとり親家庭の経済的な自立や負担の軽減を図

るため、医療費助成事業や各種貸付金制度等の広

報を行い、経済的支援を推進します。 
こども課 母子家庭及び寡婦生活つなぎ資金貸

付件数 ― ２０件 子育てガイド等に掲載し周知を行った。母子父子自立支援員による

案内もあった。 ３ 

◆ひとり親家庭の経済的な自立や負担の軽減を図

るため、医療費助成事業や各種貸付金制度等の広

報を行い、経済的支援を推進します。 
こども課 母子及び父子家庭医療費助成受給資

格者数 ― 
５，２０８人 

（母子 4,807人、

父子 401人） 
令和２年４月１日より小中学生の医療費自己負担の窓口負担を無

料に改正。 ４ 

◆ひとり親家庭に家庭生活支援員の派遣を行い、

一時的生活援助・保育サービス等を支援します。 こども課 登録者数 １１０人 １２９人 事業について子育てガイド等に掲載し、周知を行った。 ４ 

◆ひとり親家庭が安心して子育てと仕事の両立が

できるよう、子育てに関わる相談体制の充実や延長

保育などの特別保育サービスの支援を推進します。 
保育課 ひとり親世帯の保育所等の入所者数 ７８０件 ７２２件 

・入所利用調整にかける場合、加点することで入所を優先 
・入所以外の保育サービスの情報提供等 
・ひとり親世帯における保育料減免措置 

３ 

◆経済的に困窮しているひとり親家庭のため、生活

保護法に基づき、「その困窮の程度に応じ、必要な

保護を行い、その最低限度の生活を保障するととも

に、その自立を助長」します。 
保護課 被保護者の母子、父子世帯数 ― ４８件 H３０年度～R３年度 

稼働可能な保護者に対しての就労支援 ４ 

◆父子家庭が地域で孤立しやすい現状を踏まえ、

相談しやすい体制づくりや相談窓口の広報に努め、

関係機関との連携を図ります。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 １０件 １０件 

平成３０年度 相談員が研修に参加しやすい環境づくりを推進した。 
令和元年度 スーパービジョン３回実施女性教育会館、九州圏内女

性相談員研修、男女共同参画センター会議、宮崎県男女共同参画

センター主催研修に派遣し相談業務のスキルアップを図り、「みやこ

のじょう福祉就労支援センター」に同行支援を行った。 
令和２年度 スーパービジョンの実施や、県男女参画研修センター

主催の研修等に相談員を派遣し、資質の向上を図った。 
令和３年度 スーパービジョンは 3 回実施。国や県等が実施する研

修に、時間を工面して受講した。 

５ 

       

Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

１０ 支援を必要とするすべての人が安心して暮らせる

環境の整備 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

自立とは、衣食住が安定する事であり、それらを包括的に支援する取組が必要だと感じる。 4 

（24） 自立に向けた力を高める取組の推進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆ハローワーク等の関係機関と連携して、就職を希

望する母子家庭の母等の職業能力の向上と就 
職のための相談及び情報提供に努めます。【再掲】 こども課 相談件数 

（2016年度１名配置完了） ２００件 ３３０件 
母子父子自立支援員が相談を受け、必要と思われる関係機関（公

共職業安定所、市保護課、社会福祉協議会）へつなぐ。情報共有や

連携した対応が可能となり、ひとり親の父又は母の就職等の支援が

できた。 
４ 

◆相談者の必要に応じて、関係課・機関とのケース

会議を開催し、積極的な問題解決を図り、生活再建

のための就業相談や情報提供を行います。 
【再掲】 

コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 １０件 １０件 

平成３０年度 相談員が研修に参加しやすい環境づくりを推進した。 
令和元年度 スーパービジョン３回実施女性教育会館、九州圏内女

性相談員研修、男女共同参画センター会議、宮崎県男女共同参画

センター主催研修に派遣し相談業務のスキルアップを図り、「みやこ

のじょう福祉就労支援センター」に同行支援を行った。 
令和２年度 スーパービジョンの実施や、県男女参画研修センター

主催の研修等に相談員を派遣し、資質の向上を図った。 
令和３年度 スーパービジョンは 3 回実施。国や県等が実施する研

修に、時間を工面して受講した。 

５ 

◆男女共同参画センターの女性総合相談窓口の周

知・広報を図り、自立に向けた相談体制の充実を図

ります。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 同上 同上 同上 ５ 

◆貧困の連鎖を断ち切るため、また適性や能力を

いかせる道を広げるため、生活保護受給者へ、高

等学校等の就学費用を支援します。 
保護課 高等学校等就学者数など ― 

１回/月～１回/ 

年 
ｹｰｽﾜｰｶｰによる

定期訪問 

H３０年度～R３年度 
・ケースワーカーによる定期訪問で保護者の進学相談。 
・対象世帯及び関係機関との連携。 

５ 

    
 

  

Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

１０ 支援を必要とするすべての人が安心して暮らせる

環境の整備 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

安心して暮らせるための環境整備には、まず該当者の声を聞き出す取組が必要である。何に不安を抱えているのか、そしてその不安を安心に変

えるための取組を進めていかなければならない。 3 

（25） 高齢者、障がい者、外国人市民等が安心して暮らせる環境の整備 

具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆55 歳以上の方を対象に、公益社団法人宮崎県シ

ルバー人材センター連合会と連携し、就職訓練及び

就職支援相談、就職促進に努めます。 
商工政策課 講習や説明会等の情報の広報掲載 １０件 ２回 

・Ｈ３０年度 みやざきシニア活躍推進協議会が実施するシニア就業

相談窓口の会場を提供するなど連携し実施した。シニア向けセミナ

ーや説明会等の広報を行い、周知活動を行った。 
・Ｒ元年度 みやざきシニア活躍推進協議会が実施するシニア就業

相談窓口の会場を提供するなど連携し実施した。シニア向けセミナ

ーや説明会等の広報を行い、周知活動を行った。 
・Ｒ２年度 新型コロナウイルス感染症対策のため講座開催が出来

なかった。 
・Ｒ３年度 みやざきシニア活躍推進協議会が実施するシニア就業

相談窓口の会場を提供するなど連携し実施した。シニア向けセミナ

ーや説明会等の広報を行い、周知活動を行った。 

３ 
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◆高齢者が少しでも長く在宅生活を継続するため

に、それぞれのニーズに合わせた必要な介護サー

ビスを提供すると共に、医療・介護・予防・住まい・生

活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステ

ムの構築に努めます。 

介護保険課 こけないからだづくり講座実施箇所数 ４，１８７人 ３，４２０人 

・平成 30年度、令和元年度においては、公民館長会での案内や、未

参加の市民向け体験講座開催による普及啓発、実施団体に対する

情報提供や講座内容の充実により順調に参加人数を増やした。 
 また、継続支援として、理学療法士や歯科衛生士などの専門職を

派遣し、健康に関する情報提供を 6か月ごとに行っている。 
・健康課と連携し「高齢者の保健事業との一体的実施事業」に取り組

んでいる。 

３ 

◆高齢者がその意欲や能力に応じて社会に参画

し、社会を支える重要な構成員として充実した生活

が送れるよう、高齢者の学習活動を通じた社会参画

の機会の提供などを行います。 
福祉課 高齢者の趣味の教室登録者数 １２０人  ６８人 コロナ感染症拡大防止のため令和３年度は趣味の教室は開催でき

なかった。 ３ 

◆障がい者の雇用について、企業等の理解を深め

るとともに、就労支援機関の一層の連携により、障

がい者の就業を促進します。 
福祉課 

圏域企業に対する障害者雇用における

新制度説明パンフレット及び協力企業

であることを明示するステッカーの配布

企業数 
３０社 ５０社 各企業へ積極的にステッカー貼付の依頼を行い、企業側も快く取り

組んでくれた。 ５ 

◆高齢者に対し、臨時的、短期的な就業の場を提

供するシルバー人材センターへの支援に取り組むと

ともに、高齢者の雇用促進について市民や企業に

対する啓発に努めます。 
福祉課 シルバー人材センターの新規会員数 

シルバー人材セ

ンター新規会員

数 （８７人 ） 

シルバー人材セ

ンター新規会員

数  ７１人 
シルバー人材セ

ンター会員総数 
５８５人 

広報誌に会員募集の記事を５月、１０月の２回掲載し啓発に努めた ２ 

◆ノーマライゼーション の理念に基づいて、社会の

あらゆる分野で高齢者や障がいを持つ人が自らの

能力を十分に発揮し、自己実現を図っていけるよう

にユニバーサルデザインの考え方の普及・啓発に

努めます。 

福祉課 しおりの挿絵をイメージに囚われないも

のに変更した数 ― なし 
市で作成している、福祉に関するしおり、ガイドブック、パンフレット等

の挿絵を、機会あるごとにチェックし、イメージに捉われないものとす

る。 
５ 

◆障がい者の地域生活への移行を進め、就労支援

の強化や居住の場の確保など、障がい者の自立し

た生活を支援するとともに、障がい者が身近な地域

で必要なサービスを受けられるよう、サービスの量

の確保と質の向上を図ります。 

福祉課 地域相談支援件数→「障がい者のしお

り」の最新情報への更新 更新 更新 年度初め以降事業所の増減があるたびに更新を行った。 ４ 

◆市営住宅の建て替えに際しては、住戸のバリアフ

リー化を推進します。 住宅施設課 建替え戸数 ０戸 ０戸 

H30…０件 
R1…０件 
R2…40 件 
R3…０件 
R4…4０件 

４ 

◆住宅に困窮する高齢者世帯、障がい者世帯に対

して、市営住宅への入居要件を緩和します。 住宅施設課 入居支援実施件数 ― ４１件 

H30…45 件 
R1…28 件 
R2…30 件 
R3…41 件 
R4…- 

４ 

◆インターネット上のサービスを企画・提供しようと

するときは、可能な限り高齢者や障がい者、外国人

などが利用しやすいように配慮します。 
秘書広報課 色や文字の大きさに留意する。 ― ― 

・Ｈ30年度 フォント・蛍光色を抑えた色と優しい日本語を使用し、 
「伝わりやすい広報」を実現。 
・Ｒ元年度 高齢者や障がい者、外国人などにも配慮し、内容や表

現、配色、フォント等を工夫することで、「誰もが必要とする情報を入

手できる環境づくり」を実現。 
・Ｒ2 年度 目に優しい配色、統一したフォント、優しい日本語や写真

を多く挿入することで、「全ての人に伝わりやすい広報」を実現。・Ｒ3

年度 色や文字の大きさ、表の使用など広報媒体に応じた留意点に

ついて整理し共有するなど、「使いやすいサービス」を実現。 

４ 

◆日本語学習の機会や多言語情報の提供等による

外国人市民への支援や日本人住民の意識啓発な

どに取り組み、国籍や民族などの異なる人々が、互

いの文化的違いを認め合い、地域社会の構成員と

して共に生きていくような多文化共生社会づくりを進

めます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
日本語れんしゅう会の外国人市民参加

者数 ５６０人 ２４８人 

・H30  750人 
・R元  513人 
・R2    63 人・

R3   248人 
市民の多文化共生に対する理解と協力を獲得するため、外国人市

民への支援や地域住民との共存を図っている。 

４ 

       

Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

１１ 災害対策の分野における男女共同参画の推進 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

地域全体で取り組めるように分かりやすい仕組みづくりが大切。女性やＬＧＢＴＱの当事者や支援者の声を積極的に取り入れていくことも必要。 4 

（26） 災害対策の分野における男女共同参画の推進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆災害対応における様々な課題について、男女の

ニーズの違いを踏まえた具体的な配慮がなされるよ

うに、関係団体の意見を聞くなどの取組を進めま

す。 
危機管理課 災害時要援護者避難支援プランのため

の施策 ― 

福祉課による災

害時避難行動要

支援者の名簿更

新及びプランの 
見直しを実施し

た。 

・個別避難計画庁内ワーキンググループを組織し、福祉課及び介護

保険課と協同して名簿更新及びプランの見直しを進めた。 
・名簿の様式について、調査や実際の支援が進むよう自主防災隊と

の関連性を強めた。 
４ 

◆阪神淡路大震災から熊本地震までの問題を踏ま

え、災害発生時の避難所運営や生活用品等の備蓄

について女性や子供、高齢者、障がい者などに配

慮した整備を進めます。 
危機管理課 福祉避難所の指定箇所数 １３箇所 １３箇所 令和３年度の指定避難所の見直しにより福祉避難所の指定箇所数

が５箇所から１３箇所となった。 ５ 

◆地域防災力の要である消防団の活動を活性化す

るために、防災教育に取り組む女性消防団員の育

成を図ります。 
消防局総務課 女性消防団員における応急手当普及員

割合 ２人/年増 
 前年度比 
０％/年増 

（新型コロナウイ

ルスのため） 

H30 女性消防団員への応急手当普及員の受講を促進した。 
R 元 避難所等において、女性に配慮した対応ができるよう、女性消

防団員における応急手当普及員の割合を増やした。 
R2  コロナ感染症の影響により、女性消防団員に対して応急手当

講習が実施できなかった。 
R3  令和２年に続き、コロナ感染症の影響により、女性消防団員に

対して応急手当講習が実施できなかった。 

３ 
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Ⅳ 国際理解の促進及び男女共同参画推進体勢の 

整備・強化 

１２ 国際理解及び多文化共生社会の創造 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

世界の流れがジェンダーフリーに進む中で、日本は後退している面も否定できない。ジェンダーフリーに否定的な声に対して共生社会につなげて

いくための意識改革の努力が求められる。 4 

（27） 男女共同参画社会づくりに関わる国際理解及び多文化共生社会の創造  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆男女共同参画に関連のある各種の国際条約や、

女性の地位向上のための国際的な規範や基準・取

組について市民に情報提供を行い、国際理解及び

国際協力の推進を図ります。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
国際交流員による国際理解講座の参加

者数 ６，０００人 

４，３７５人 
小・中学校 

3,540 人 
(28件) 

高齢者学級 0人 
(0件) 

その外 835人 
(12件) 

・H30  6,050人 
・R元  5,666人 
・R2   3,842 人・

R3   4,375人 
友好交流都市を中心に他国への理解力を深めるため、積極的に国

際理解講座を開催している。 

４ 

◆地域社会の「平等・開発・平和」の実現を目指し、

海外諸都市や外国人市民との様々な分野での国際

交流や国際協力を推進します。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 
市広報、くらしの情報やＨＰ、ｆａｃｅｂｏｏｋ

へのイベント情報掲載数 ２０回 ３６回 

・H30    1回（ホストタウン交流イベント実施回数） 
※R元からイベント情報掲載数に目標値変更。 
・R元   20回 
・R2    32 回・

R3    36回 
市民が国際社会を身近に感じられるように、国際交流イベント等の

周知を徹底して行う。 

５ 

◆女子差別撤廃条約を始めとする男女共同参画に

関連のある各種の条約や国際会議における女性の

地位向上のための国際的な規範や基準、取組の指

針等について、市民に情報提供を行い、理解を広げ

ます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画に関する講演会、講座の

開催数 ８回 １回（６１人） 

H30 年度 アンガーマネジメント講座やおとう飯料理教室、メイクアッ

プ講座等６回講座を実施した。 
R元年度 以下の講座を実施した 
・人権擁護委員「民間企業等への啓発について」 
・東小学校家庭教育学級「男女共同参画について」 
・児童クラブ「男女共同参画について」 
NPO団体への啓発の結果、小学校低学年への出前講座が実施でき

た。今後も継続して啓発先の開拓を行う 
R2 年度 児童クラブや高校生に男女共同参画社会づくりについて、

出前講座を行った。 
R3年度 ラジオ出演時や、他課で行われる説明会で、出前講座につ

いて啓発を行った。講座の開催時のアンケートでは、全員が自分に

とって大切な講座であったと答えた。 

４ 

       

Ⅳ 国際理解の促進及び男女共同参画推進体勢の 

整備・強化 

１３ 男女共同参画の推進体制の整備 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

体制づくりには、「資金」も伴う面は否定できないと思われる。積極的な予算組が求められる。 3 

（28） 総合的な男女共同参画推進体制の強化  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆本市の男女共同参画社会づくりを計画的、総合

的に進めていくため「都城市男女共同参画社会づく

り条例」に基づく男女共同参画計画を策定するとと

もに、同条例の基本理念を実現し、同計画を実施し

ていくための推進体制及び拠点施設の整備・充実を

図ります。また、市民・事業者や国・県等関係機関と

密接な協力・連携を進めていきます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 

◆男女共同参画行政推進会議において、関係部局

の連絡調整を行い、男女共同参画に関する施策の

総合的運営を図ります。また、男女共同参画に関わ

る有識者からなる男女共同参画社会づくり審議会

の意見を積極的に取り入れ、取組に反映させていき

ます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画社会づくり審議会、男女

共同参画行政推進会議、幹事会、連絡

会の開催数 

審議会２回 
推進会議２回 
幹事会２回（文 
書による確認と

依頼）連絡会 2

回 

審議会１回（書面

開催）推進会議

（決裁） 
２回幹事会２回

（文書による確認

と依頼） 

平成３０年度 審議会２回 推進会議(庁議)２回 幹事会 2回(文書に

て確認依頼) 連絡会２回実施した。 
令和元年度 審議会は２回開催し、推進会議２回 幹事会２回（文

書による開催 連絡会２回を実施した令和２年度 審議会は３回開

催し、幹事会は文書により実施した。令和３年度 男女共同参画計

画進捗管理のため、審議会、推進会議、幹事会を実施した。 

３ 

◆男女共同参画のより一層の周知・浸透を図るた

めに、情報誌を発行するなど啓発に努め、市民・事

業者との協力・連携体制の強化を図ります。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 同上 同上 同上 ３ 

◆本計画で具体的施策として掲げた指標について、

定期的にその進捗状況を把握し、施策の妥当性や

達成度を、都城市男女共同参画行政推進会議及び

都城市男女共同参画社会づくり審議会において評

価を行っていきます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 
男女共同参画社会づくり審議会、男女

共同参画行政推進会議、幹事会、連絡

会の開催数 
同上 同上 同上 ３ 

       

Ⅳ 国際理解の促進及び男女共同参画推進体勢の 

整備・強化 

１３ 男女共同参画の推進体制の整備 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

男女共同参画センターの施設設置が必要。センターが男女共同参画の核となることで、様々な市民の問題を解決へと繋ぐ場となり得る。 3 

（29） 男女共同参画センターの機能強化  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆男女共同参画センターにおいて、情報提供、啓

発、相談、交流事業などを積極的に展開するととも

に、各種団体等とのネットワーク拡大に努め、地域

が抱える様々な課題を男女共同参画の視点から解

決していく機能を充実させます。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 
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◆県男女共同参画センター、各市の男女共同参画

センター及び関連団体等との協力・連携体制を図

り、啓発、相談員による女性総合相談、セミナー 
などの充実により男女共同参画の推進に努めま

す。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 相談員の研修・講座への派遣件数 １０件 １０件 

平成３０年度 相談員が研修に参加しやすい環境づくりを推進した。 
令和元年度 スーパービジョン３回実施女性教育会館、九州圏内女

性相談員研修、男女共同参画センター会議、宮崎県男女共同参画

センター主催研修に派遣し相談業務のスキルアップを図り、「みやこ

のじょう福祉就労支援センター」に同行支援を行った。 
令和２年度 スーパービジョンの実施や、県男女参画研修センター

主催の研修等に相談員を派遣し、資質の向上を図った。 
令和３年度 スーパービジョンは 3 回実施。国や県等が実施する研

修に、時間を工面して受講した。 

５ 

       

Ⅳ 国際理解の促進及び男女共同参画推進体勢の 

整備・強化 

１３ 男女共同参画の推進体制の整備 

都城市男女共同参画社会づくり審議会評価  

民間および関係機関とのより一層の連携強化が必要。まずは市民団体やＮＰＯなどの組織を把握し、連携を取れる体制づくりへとつなげていくこと

が必要になっている。 3 

（30） 関係機関・ＮＰＯ等との連携及び協働の推進  
具体的施策 担当課 重要業績評価指標 KPI 計画期間の最終

目標値 
令和３年度 

実績値 
取組の状況 自己評価 

◆男女が協力連携して、望ましい男女共同参画社

会の実現を目指すことを目的に、男女共同参画を市

民レベルで推進する活動を行う団体の育成を図りま

す。 

コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 ９０件（延べ) ８５件（７件/年） 

平成３０年度 男女共同参画関係団体や審議会、協議会等との人

事交流の場を提供し、講座、研修など民間企業や学校等へも啓発

を実施令和元年度 民間企業等に啓発の結果、８月実施の人材育

成講座に新たに１社（１名）の参加あり、団体との連携により、人材

育成講座に数名の参加あり 
・初めて、児童クラブ・児童館で出前講座を実施した令和２年度・令

和３年度 企業、団体に女性活躍推進事業で行うスキルアップセミナ

ー等事業の啓発を行った。また、男女共同参画週間等、ラジオ出演

等で啓発を行った。 

３ 

◆男女共同参画を進める様々な機関や団体、ＮＰＯ

等の果たす役割は重要であり、これらの団体等との

連携を図り、男女共同参画推進の協働体制を支援

していきます。 
コミュニティ文化

課→地域振興課 民間企業等への啓発活動件数 同上 同上 同上 ３ 
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 資料１１ 都城市男女共同参画社会づくり審議会 委員名簿及び開催状況 

 

■ 都城市男女共同参画社会づくり審議会委員 

 

役 職 氏 名 所 属 等 

会 長 高木 かおる 知識経験者  社会福祉法人相愛会 相愛保育園 統括園長 

副会長 東 淑恵 事業所等役員 株式会社文昌堂 専務取締役 

委 員 小西 美佐緒 団体等推薦  都城商工会議所 女性会会長 

委 員 廣瀬 誠 団体等推薦  みやこんじょ健康づくり会 五十市地区会長 

委 員 堀川 渉 団体等推薦  都城市自治公民館連絡協議会 副会長 

委 員 柳田 聖一 団体等推薦  都城農業協同組合 総務部長 

委 員 飯干 良美 知識経験者  社会保険労務士 

委 員 甲斐 圭子 知識経験者  特定非営利活動法人らしく 理事長  

委 員 立野 勝己 知識経験者  司法書士・行政書士 

委 員 藤本 朋美 知識経験者  南九州大学 人間発達学部 子ども教育学科 准教授 

委 員 高木 京子 一般公募   宮崎県男女共同参画地域推進員 

委嘱期間：令和３年１２月１日～令和５年１１月３０日 
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■ 都城市男女共同参画社会づくり審議会の開催状況 

 

回 開催年月日 議  題 

第１回 令和４年４月２２日 

 審議会会長及び副会長選出 

 第４次都城市男女共同参画計画策定について 

 今後のスケジュールについて 

第２回 令和４年８月１日 

 第３次男女共同参画計画 令和３年度実施状況の評価 

 男女共同参画の推進体制について 

 今後のスケジュールについて 

第３回 令和４年８月２２日 

 第３次都城市男女共同参画計画 計画期間（平成 30年度

～令和３年度）の実施状況の評価 

 今後のスケジュールについて 

第４回 令和４年１０月１３日 
第４次都城市男女共同参画計画（案）について 

今後のスケジュールについて 

第５回 令和５年１月１１日  第４次都城市男女共同参画計画（案）についての諮問 

 令和５年２月３日  第４次都城市男女共同参画計画（案）についての答申 
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都 地 第 1 1 2 3 号 

令和５年１月 11 日 

 

 

都城市男女共同参画社会づくり審議会 

会長 高木 かおる 様 

 

 

都城市長 池田 宜永  

 

 

第４次都城市男女共同参画計画について（諮問） 

 

都城市男女共同参画社会づくり条例第 15条第２項の規定に基づき、別添「第４次都城市

男女共同参画計画（案）」について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪文書取扱≫ 

地域振興課 男女参画・消費生活担当  
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   都 男 女 審 第 ４ 号 

令和５年２月３日 

 

 

都城市長 池田 宜永 様 

 

 

都城市男女共同参画社会づくり審議会 

                         会長 高木 かおる 

 

  

都城市男女共同参画計画の策定について（答申） 

 

令和５年１月 11 日付け都地第 1123 号で諮問のあった、「第４次都城市男女共同参画計

画」について、慎重に審議を重ねた結果、その内容を妥当と認め、本案をもって本市の男

女共同参画社会づくりを推進されますようここに答申します。 

  

 

 

 

 

 

 

                      審議会委員 

                        会 長 高木  かおる 

委  員 東    淑恵 

飯干  良美 

甲斐  圭子 

                                                    小西  美佐緒 

高木  京子 

立野  勝己 

                                                    廣瀬  誠 

藤本  朋美 

                                                     堀川  渉 

柳田 聖一 
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資料１２ 男女共同参画関連用語解説 

用 語 解 説 

男女共同参画社会

基本法 

男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現するため、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進すること

を目的として定められた法律。 

女性活躍推進法 

平成２８年（２０１６年）４月１日全面施行。１０年間の時限立法。 

自らの意思よって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍できる環境を整備するために制定された。 

ＤＶ防止法（配偶

者からの防止及び

被害者の保護者等

に関する法律） 

「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」として平成１３年（2001

年）10月施行。この法律は、配偶者からの暴力を阻止し、被害者を保護するため、

都道府県が自ら設置する婦人相談所その他の適切な施設において、被害者の相談を

受けたり、一時保護を行うなど「配偶者暴力相談支援センター」としての役割を果

たすことや、裁判所が発するいわゆる接近禁止命令や退去命令について規定してい

る。 

都城市男女共同参

画社会づくり条例 

男女共同参画社会の形成を促進するために、市の基本理念を定め、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として定められた条例。 

Ｍ字カーブ 

日本の女性の労働力人口比率（労働力率、労働参加率）又は就業率を年齢階級別

にグラフ化したとき、３０歳代を谷とし、２０歳代後半と４０歳代後半が山のよう

になるアルファベットのＭのような形になることをいう。この背景には、結婚や出

産を機に労働市場から退出し、子育てが一段落すると再び労働市場に参入する女性

が多いということが考えられる。 

エンパワーメント 自ら主体的に行動することによって状況を変える力をつけること 

固定的な性別役割

分担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもか

かわらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のよ

うに、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

家族経営協定 
家族農業経営に携わる各世帯員が、家族間の十分な話し合いに基づき、経営方針

や役割分担、世帯員全員が働きやすい就業環境等について取り決める協定のこと。 

ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性

別（セックス/sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上

げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文

化的に形成された性別」（ジェンダー/gender）という。「社会的・文化的に形成され

た性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われ

ている。 

持続可能な開発の

ための 2030 アジ

ェンダ 

（持続可能な開発

目標：ＳＤＧｓ） 

平成 13（2001）年に策定されたミレニアム開発目標（Millennium Development 

Goals:MDGｓ）の後継として平成 27（2015）年 9月に国連で採択された、平成 28 年

（2016）年から平成 42（2030）年までの国際目標。MDGs の残された課題（例：保健、

教育）や新たに顕在化した課題（例：環境、格差拡大）に対応するように、新たに

17 ゴール・169ターゲットからなる持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals：SDGs）が設けられており、ゴール５ではジェンダー平等の達成と全ての女性

及び女児のエンパワーメントが掲げられている。 
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用 語 解 説 

積極的改善措置

（ポジティブ・ア

クション） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に
おける活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において
男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、
個々の状況に応じて実施していくもの。例えば、国の審議会等委員への女性の登用
のための目標の設定や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されている。 

男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、

国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれている。 

ダイバーシティ 
「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、

共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。 

無意識の思い込み

（アンコンシャ

ス・バイアス） 

誰もが潜在的に持っている思い込みのこと。育つ環境、所属する集団の中で無意

識のうちに脳にきざみこまれ、既成概念、固定観念となっていく。 

リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツ

（性と生殖に関す

る健康と権利） 

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、平成 6年国際人口開

発会議の「行動計画」及び平成 7年の第 4 回世界女性会議の「北京宣言及び行動計

画」において「人間の生殖システム、その機能と（活動）過程のすべての側面にお

いて、単に疾病、障がいがないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完

全に良好な状態にあることを指す」とされている。 

また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「すべてのカップ

ルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自

由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並び

に最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされて

いる。 

なお、妊娠中絶については、第 4回世界女性会議 行動綱領（1995）のパラグラ

フ 94、95、106（ｋ）を参照。 

URL:http://www.gender.go.jp/international/int_norm/int_4th_kodo/index.html 

育児・介護休業法 

（育児休業、介護

休業等育児又は家

族介護を行う労働

者の福祉に関する

法律） 

平成 4年（1992 年）4 月 1日施行。 

育児休業・介護休業に関する制度並びに子の看護休暇・介護休暇に関する制度の

設定、育児・介護を行う労働者等に対する支援等により、雇用の継続や、育児・介

護のため退職した労働者の再就職の促進を図るため制定された。 

ユニバーサルデザ

イン 

障がい者の有無、年齢、性別、人権等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよ

う都市や生活環境をデザインすること。 

ジェンダー主流化 
あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、すべての政策、施策及び事業

について、ジェンダーの視点を取り込むこと。 

女子差別撤廃条約

（女子に対するあ

らゆる形態の差別

の撤廃に関する条

約） 

昭和 54 年（1979 年）に国連総会で我が国を含む 130 か国の賛成によって採択さ

れ、昭和 56年（1981年）に発効。我が国は昭和 60年（1985 年）に批准。女子に対

するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、具体的には女子に対する差別を

定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あらゆる分野での男

女の平等を規定する。 

なお、同条約第１条において,「この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、

性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民

的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいないかを問わな

い。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使す

ることを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。」と規定されてい

る。 
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用 語 解 説 

女性に対する暴力

をなくす運動 

 毎年 11 月 12 日から 25 日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの２週間を運動

期間とし、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化

するとともに、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的と

して実施するもの。平成１３年６月５日、国の男女共同参画推進本部において決定

された。 

人権週間・人権啓

発強調月間 

 1948年（昭和 23年）12月 10 日、国際連合の第 3回総会において、世界の全ての

人々と国々とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択された。これ

を記念して、我が国では毎年 12 月 4日から 10日までの 1週間を「人権週間」と定

めており、この週間中に、全国各地において集中的な人権啓発活動が行われる。                               

また、本県では、８月を「人権啓発強調月間」と定め、人権の大切さについて考

えるきっかけとなるような様々な取組を行っている。  

ストーカー行為 
 特定の者に対し、一方的に好意の感情や関心を抱き、執念深くつきまとい、相手

に迷惑や攻撃や被害を与える行為を繰り返し行うこと。 

性的指向・性自認

（性同一性） 

 性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念である。

性自認とは、自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンテ

ィティ（性同一性）を自分の感覚として持っているかを示す概念である。性的指向

と性自認の頭文字を取った「SOGI」という用語もある。 

なお、性的指向について、例えば、レズビアン（同性を恋愛や性愛の対象とする

女性）、ゲイ（同性を恋愛や性愛の対象とする男性）、バイセクシャル（同性も異性

も恋愛や性愛の対象とする人）等の呼称、性自認について、例えば、トランスジェ

ンダー（出生時の戸籍上の性とは異なる性自認を有する人）等の呼称があり、これ

らの頭文字を取った「LGBT」という用語が、性的少数者（セクシャルマイノリティ）

を表す言葉の一つとして使われることもある。 

セクシュアルハラ

スメント 

 性的嫌がらせ。相手の意に反した性的な性質の言動で、当該者の生活環境を害し

て不快な思いをさせること。身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的な噂の

流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な態様のものが含ま

れる。 

男女共同参画週間 

 男女共同参画社会基本法（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）の目的及び基本理

念に関する国民の理解を深めるため、平成 13 年度から毎年 6 月 23 日から 6 月 29

日までの１週間を「男女共同参画週間」とし、各種行事等を全国的に実施している。 

デート DV 恋人や交際相手などの親密な関係にある者から振るわれる暴力。 

デュアル訓練 
「働きながら学ぶ、学びながら働く」ことにより若者を一人前の職業人に育てる新

しい職業訓練システム。座学と企業における実習訓練を実施する。 

DV（ドメスティッ

ク・バイオレンス） 

 配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった人から振るわれる暴力。身体的、

精神的、性的、経済的暴力などがある。 

認定農業者 
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に

基づき、経営の改善を進めようとする計画を作成し、市町村の認定を受けた農業者。 

農山漁村女性の日 

 農林水産省の提唱により、農山漁村女性の役割を正しく認識し、女性の能力の一

層の活用を促進することを目的として 3月 10 日を「農山漁村女性の日」として制定

した。 

バリアフリー  

 高齢者・障がい者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去

（フリー）すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁な

ど全ての障壁を除去するという考え方のこと。 

ピアカウンセリン

グ 

 何らかの共通点（同じような環境や悩み）を持つ（又は経験した）グループ間で、

対等な立場で同じ仲間として行われるカウンセリングのこと。 

ファミリー・サポ

ート・センター 

“育児の援助を受けたい人”と“育児の援助を行いたい人”による相互援助活動。

保護者の急用や病気で困ったとき、保育施設や習い事への送迎など様々な機会に利

用可能。 
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